
【仕様書たたき台】標準仕様書（機能）_04_固定資産税 構成員　WT前ご意見

集計版

1. 土地管理 1. 土地管理

1.1. 土地登記情報マスタ管理 1.1. 土地登記情報マスタ管理

0010 1.1.1. 土地登記情報管理

土地登記情報（表題部、権利部）を管理（設定、保持、修正）できること。
＜土地登記情報＞
・土地大字
・土地小字
・土地地番
・土地地番名称
・登記履歴番号
・登記異動理由
・登記異動年月日
・登記名義人漢字氏名
・登記名義人住所
・登記地目
・登記地積
・所有者異動理由
・所有者異動年月日
・所有者識別番号
・不動産番号【保留】 土地

No.1_3

・地方税法上の土地は、不動産登記法上の土地の意義と基本的に同様であるため、法務局から送付される登記済通知書の
登記情報を基に課税客体を把握します。そのため、必須機能と判断いたしました。

・「仕様書たたき台」に土地登記情報（表題部・権利部）のうち管理すべき項目を明記しており、「調製・地図番号・筆
界特定」の項目については、各自治体が要求していないため、不要な管理項目と判断いたしました。

・不動産番号については、不動産番号をキーとして登記と課税台帳の情報連携を内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室
において検討していることから、現段階では保留といたします。

・登記済通知書の土地登記情報（表題部、権利部）について、「仕様書たたき台」に記載の管理項目に過不足がないかご確認ください。

・帳票出力時における文字数オーバー時の対応について、現行運用は以下のいずれかであるかご教示ください。
　①対応無し
　②オーバーリストによる気づき（職員の手書き対応など）
　③システム上、フォントサイズが調整されることにより、文字が全て表示される

・B市における次の機能について、用途及び必要性を確認させてください。「267:大字・小字名（コード）の設定が容易にできること。」

・D市における次の機能について、用途及び必要性を確認させてください。
「159:所在地情報については、多重所在地情報を複数登録することができること。さらにそれらの情報を使って検索を行うことができること。」

・B市及びE市においては、土地の符号の管理を要求しておりますが、用途及び必要性を確認させてください。

・H市の要求に記載のある前符号の意味をご教示ください。

・H市における次の機能について、用途及び必要性を確認させてください。
「36:登記地積が0.00㎡の物件を登録・管理できること。
　160:登記上、所在地番が重複している物件を管理できること。（前符号なしの予備番付設等）
　161:登記上、所在地番が重複している物件を判別できること。（前符号なしの予備番付設等）
　162:土地所在地番が予備番まで使用しているもの（○○町１－１－１－１－１）の台帳登録ができること。
　163:土地所在地番が予備番の次まで使用しているもの（○○町１－１－１－１－１－１）の台帳登録ができること。今は対象データなし。」

【事務局修正案】
・仕様書たたき台は、現在J-LISが提供する中間標準レイアウトを基に記載しておりますが、登記済み通知書の記載項目を基に、各項目を管理するよう修正することといたします。
・1団体が要求しているため、1.1.1.の土地登記情報のうち、「地図番号」をオプション機能として本要件に追記いたします。
・2団体が要求しているとおり、不動産登記法上の有効数字の関係により、登記地籍0.00㎡の土地もデータ上あり得るため、必須項目として本要件に追記します（エラーとしないため）。
・同一の地番に複数の登記情報がある場合には区別して管理できる機能を、本要件に追記いたします。

【WT検討事項】
・K市の要望する「メモ（特記事項）」について、用途と課税台帳上のメモ機能との差異を確認し、要件化可否をWTにて確認します。
・K市の要望する「敷地権の有無」について、用途を確認の上、要件化可否をWTにて確認します。

【WT検討事項（本仕様書全体）】
・K市の要望する「区単位での管理機能」について、用途を確認させてください（具体的に要件化するにあたり、どの機能で区単位での管理が必要となるか確認させていただきます。）。
・また、合併にかかる旧市町村単位での管理機能の用途及び必要性について、全国照会時の質問事項といたします。

【事務局修正案（本要件以外）】
・帳票出力時における文字数オーバー時の対応は、オーバーリストによる気づき（職員の手書き対応など）といたします。9.交付の機能に、新規追加いたします。
　参考　①：1団体　／　②：8団体　／　③：0団体　／　未回答2団体

【備考】
・2団体が、1筆の中に複数地目・用途がある場合の管理機能を要求しておりますが、1.2.における画地管理と同等と認識しております。
・本仕様書上の「登記情報マスタ」を「登記情報マスタ」と記載を変更いたしました（土地登記情報マスタ→土地登記情報マスタ）。
・本仕様書上の「管理（登録、修正、削除）」を「管理（設定、保持、修正）」と記載を変更いたしました。

・仕様書たたき台は、現在J-LISが提供する中間標準レイアウトを基に記載しているが、登記済み通知書の記載項目を基に、各項目を管理するよう修正する。

・1団体が要求しているため、1.1.1.の土地登記情報のうち、「地図番号」をオプション機能として本要件に追記する。

・2団体が要求しているとおり、不動産登記法上の有効数字の関係により、登記地籍0.00㎡の土地もデータ上あり得るため、必須項目として1.1.3にアラートとして追記する。

・同一の地番に複数の登記情報がある場合には区別して管理できる機能を、本要件に追記する。

1.1.1. 土地登記情報管理

土地登記情報を課税台帳上で管理（設定・保持・修正）できること。
同一の地番に複数の土地登記情報がある場合には区別して管理（設定・保持・修正）できること。

＜土地登記情報＞
・不動産番号【保留】
・所在地
・地番
・地目
・地積
・権利者情報（住所、氏名、持分）
・義務者情報（住所、氏名、持分）
・受付年月日
・登記の目的
・登記原因年月日（登記済み通知書上の「原因」のうち日付部分）
・登記事由（登記済み通知書上の「原因」のうち日付以外の部分）
・備考
・地図番号

＜注釈＞
※権利者＝所有権移転時における新所有者
※義務者＝所有権移転時における旧所有者
※同一の地番に複数の土地登記情報がある場合とは、所有者からの申請漏れや申請誤り等により法務局の登記簿上、同一の
地番に複数の土地が存在する場合があることを指している。なお、法務局の登記簿上、このような矛盾した情報が管理され
ているケースを、本標準仕様書では「改正不適合」ということとする。

見切
れの
ため
行追
加

見切れのた
め行追加

0020 1.1.2.

法務局からの登記済通知書電子データを取り込み（登記履歴管理システムまたは土地評価システム等の他のシステムを
介する場合も含む）、土地登記情報を一括更新できること。

土地
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・自治体によっては、職員の手入力による登記情報の登録を行っておりますが、業務負担が大きいものと想定しておりま
す（予算制約上の理由から導入できていないものと推察しております。）。本機能を実装することにより、①業務の効率
化②過誤防止の2点に寄与できるものと考え、必須機能と判断いたしました。

・法務局との登記情報の連携については、内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室において検討中であり、今後、検討結
果を反映する可能性があります。

・D市における次の機能の必要性を確認させてください。
　「80:登記データを取り込み登記の内容を確認しながら登記入力が行えること。」

【事務局修正案】
本要件の記載を次のとおり修正いたします。
「法務局からの登記済通知書電子データを取り込み（登記履歴管理システムまたは土地評価システム等の他のシステムを介する場合も含む）、取り込んだ一つ一つの登記済通知書電子データについて確認
後、土地登記情報マスタに登録できること。」

【WT検討事項】
取り込んだ登記済通知書電子データの確認作業について、どこまで自動化するかについて、検討させてください。

・本要件の記載を次のとおり修正する。
「法務局からの登記済通知書電子データを取り込み（登記履歴管理システムまたは土地評価システム等の他のシステムを介する場合も含む）、土地登記情報マスタに登録できること。」

1.1.2.

法務局からの登記済通知書電子データを取り込み（登記履歴管理システムまたは土地評価システム等の他のシステムを介す
る場合も含む）、土地登記情報マスタに登録できること。

＜注釈＞
※取り込む際の方式（一括で取り込んでエラーチェックするのか、一つ一つ取り込んで確認するか）については、別途
APPLICに確認し、要件化の要否を含め検討いたします。

0030 1.1.3.

土地登記情報を管理（設定、保持、修正）及び一括更新する際にアラートが表示できること。
＜アラート表示とする条件＞
・登記簿地目が「宅地」以外の場合に，地積の小数点以下に入力がある場合
・

土地
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・４自治体では要求として明記されていないものの、本機能は正確な土地登記情報を登録するために一般的に利用されて
おり、必須機能と判断いたしました。

・D市では、「土地の新しい地番を登録する際、既存する地番であればエラーとなり同一地番が登録できないこと。」とい
う機能を要求しておりますが、アラートではなくエラーであると考え、たたき台への記載は不要と判断いたしました。

・業務上、アラートとして表示している事項がございましたら、ご教示ください。

・C市における次の機能は、確認作業のための機能か、確認させてください。
　「260:（５）表題登記による土地新規登録の内容を把握するためのチェックリストが出力できる」

【事務局修正案】
・6団体の運用を踏まえ、以下のアラートを要件化いたします。
　また、エラーとすべき条件についても併せて検討します。
＜アラートとする条件＞
・同地番が存在している場合（区画整理等で同地番を登録することがあるため更新可とすることが必要。）
・登記簿地目が「宅地」または「鉱泉地」以外の場合、かつ、登記簿地積＞＝10.00㎡の時、登記簿地積の小数点以下に入力がある場合（不動産登記法の有効数字の関係）
・登記事由が地目変更、地目更正、地目誤謬であるにもかかわらず、直近過去の地目と同じ地目が入力されている場合（登記済み通知書の発送漏れ等のケースを想定）
・登記事由が地積変更、地積更正、地積誤謬であるにもかかわらず、直近過去の地積と同じ地積が入力されている場合（登記済み通知書の発送漏れ等のケースを想定）
・登記原因年月日が未入力の場合（例：行方不明等により死亡日が不明の場合は、登記原因年月日も不明になる。）
・登記原因年月日について、現年より前の年月日を入力した場合（例：令和３年度課税向け処理で令和元年の年月日を入力）
＜エラーとする条件＞
・特に無し。
【WT検討事項】
・K市における「区分評価件数が１１件以上の場合」のアラートについて、内容を確認させてください。
・C市における「課税計算が未処理の状態で更新する場合」のアラートについて、内容を確認させてください。※1.2.／2.1.／2.2.におけるアラートについても同様。

【備考】
・「仮換地が設定されている土地（従前地）について異動入力する場合」については1.2.3.課税台帳上のアラート機能にて検討いたします。

・以下のアラートを要件化する。

＜アラートとする条件＞
・同地番が存在している場合（区画整理等で同地番を登録することがあるため更新可とすることが必要。）
・登記簿地目が「宅地」または「鉱泉地」以外の場合、かつ、登記簿地積＞＝10.00㎡の時、登記簿地積の小数点以下に入力がある場合（不動産登記法の有効数字の関係）
・登記事由が地目変更、地目更正、地目誤謬であるにもかかわらず、直近過去の地目と同じ地目が入力されている場合（登記済み通知書の発送漏れ等のケースを想定）
・登記事由が地積変更、地積更正、地積誤謬であるにもかかわらず、直近過去の地積と同じ地積が入力されている場合（登記済み通知書の発送漏れ等のケースを想定）
・登記原因年月日が未入力の場合（例：行方不明等により死亡日が不明の場合は、登記原因年月日も不明になる。）
・登記原因年月日について、現年より前の年月日を入力した場合（例：令和３年度課税向け処理で令和元年の年月日を入力）
・登記地積が0.00㎡の場合

1.1.3.

土地登記情報を管理（設定・保持・修正）及び一括更新する際にアラート・エラーが表示できること。

＜アラート表示とする条件＞
・登記簿地目が「宅地」以外の場合に，地積の小数点以下に入力がある場合
・同地番が存在している場合（区画整理等または法務局の登記簿上、同一の地番に複数の土地が存在する場合に、同地番を
登録することがあるため更新可とすることが必要。）
・登記簿地目が「宅地」または「鉱泉地」以外の場合、かつ、登記簿地積＞＝10.00㎡の時、登記簿地積の小数点以下に入
力がある場合（不動産登記法の有効数字の関係）
・登記事由が地目変更、地目更正、地目誤謬であるにもかかわらず、直近過去の地目と同じ地目が入力されている場合（登
記済み通知書の発送漏れ等のケースを想定）
・登記事由が地積変更、地積更正、地積誤謬であるにもかかわらず、直近過去の地積と同じ地積が入力されている場合（登
記済み通知書の発送漏れ等のケースを想定）
・登記原因年月日が未入力の場合（例：行方不明等により死亡日が不明の場合は、登記原因年月日も不明になる。）
・登記原因年月日について、現年より前の年月日を入力した場合（例：令和３年度課税向け処理で令和元年の年月日を入
力）
・登記地積が0.00㎡の場合（不動産登記法の有効数字の関係）

＜エラー表示とする条件＞
・

0040 1.1.4.

異動前と異動後の土地登記情報マスタ上の情報を確認できること。

土地
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・１自治体で要求されている機能です。チェックリストの出力機能は、異動入力後の確認作業のための機能であると想定
しております。

・異動前、異動後の情報の確認をする際に、以下のどちらの運用としているかご教示ください。
　①システム画面上での確認
　②確認帳票として出力し、紙での確認

・C市におけるチェックリスト出力機能は確認作業用のものか確認させてください。また、必要性を確認させてください。

【事務局修正案】
・6団体の運用状況を踏まえ、システム画面上での確認機能を必須機能とし、確認帳票（チェックリスト）として出力し、紙で確認できる機能はオプション機能としたします。
　参考　①：６団体　／　②：１団体　／　①及び②：３団体　／　未回答：１団体

システム画面上での確認機能を必須機能とし、確認帳票（チェックリスト）として出力し、紙で確認できる機能はオプション機能する。

1.1.4.

異動前と異動後の土地登記情報マスタ上の情報をシステム画面上で確認できること。
また、確認帳票（チェックリスト）として出力し、紙でも確認できること。

0050 1.1.5.

登記済通知書などの必要な資料をイメージとして登録できること。

土地
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１自治体のみ要求している機能です。大規模自治体においても登記済通知書を紙で管理している場合があるため、本機能
はオプション機能と判断いたしました。

・イメージデータとして登録している登記済通知書以外の資料があればご教示ください。 【事務局修正案】
・本要件は資料原本の保管方法に関しての機能であるため、標準化検討対象範囲外といたします。

※検討対象範囲外とした場合であっても、固定資産税システム及びサブシステムでの実装は可能となります

【WT検討事項】
・B市におけるイメージ管理機能は、固定資産税システム側で実装している機能か確認させてください。

標準化検討対象外とする。

【行削除】
1.1.5.

【本要件は標準化検討対象外とする。】

登記済通知書などの必要な資料をイメージとして登録できること。

0060 1.1.6.

閉鎖処理ができること。

土地
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・土地が合筆された場合などは登記簿が閉鎖されることとなります。一般的に登記情報の閉鎖は行われていると想定いた
します。そのため必須機能と判断いたしました。

当初の仕様書たたき台の記載から、変更無しといたします。

【WT検討事項】
・以降の要件にて、複数団体より閉鎖解除機能が要望されていますが、土地登記情報マスタの管理機能として閉鎖解除機能は必要でしょうか。必要な場合は、用途や頻度等について、確認させてくださ
い。

仕様書たたき台の要件に、閉鎖解除機能も追加する。
その他は、仕様書たたき台のとおりで異議なし。

・事務局再検討の結果、登記済み通知書の自動取り込みが実現した場合、本要件は不要とも考えられるが、改正不適合の場合、登記情報マスタについても手動で閉鎖処理を実施することが想定されるため、
本要件は定義することとする。

1.1.6.

閉鎖処理ができること。
閉鎖処理後に閉鎖解除ができること。（誤操作を想定したもの）

0070 1.1.7. 分合筆処理

分筆・合筆処理ができること。

＜分筆処理＞
・元となる筆を選択する。
・分筆数を選択する。
・地積を手入力する。
・土地登記情報の各項目のうち、地積以外の項目は分筆先へ引き継がれる。
・元となる筆及び分筆先に枝番が振られる。
・分筆処理の履歴が管理（登録）される。

＜合筆処理＞
・元となる筆を複数選択する。
・土地登記情報の各項目のうち、地積以外の項目を合筆先へ引き継がれる。
・地積を手入力する。
・元となる筆は閉鎖される。
・合筆先となる筆で、元となった筆の履歴が管理（登録）される。
・合筆処理の履歴が管理（登録）される。

土地
No.1_3

・本機能は課税台帳上の分合筆機能ではなく、土地登記情報マスタ上の分合筆機能となります。

・５自治体で要求しているとおり、土地登記の分合筆に対応するため、必須機能と判断いたしました。

・D市における次の機能は専ら操作性にかかる機能であるため、たたき台への反映はしておりません。
　「73:土地の分筆・合筆による所有権移転などの入力が簡素化でき、また、物件異動に伴う再名寄、再税額計算が他に影
響せず、調定、更正票が任意に出力できること。
　　88:分筆異動処理については、分筆元と分筆土地を一旦設定した後にまとめて更新することができ、分筆の途中で前の
土地に戻って修正入力することができること。
　　89:土地の分筆等異動の一部に更新をかけた後、途中で異動をやめた場合、元の状態に戻ること。
　　90:分筆異動は、途中までの入力で完了でき、後日の再開が行えること。」

・分合筆処理において、元となる筆の情報のうち、どの情報を分合筆先へ引き継ぐのか、確認させてください。

・C市における次の機能の用途と必要性を確認させてください。
　「203:（４）分筆時に分筆先の地目変更ができる
    212:（２）対象地選択時に，合筆先の候補として同一所有者の土地のみが候補地として選べる
　　215:（５）合筆処理後に課税計算がされていないことを表示させるフラグを立てる」

・H市における次の機能の必要性を確認させてください。
　「44:分筆によりできる筆を最低でも５０筆は一度に作成できること。
　　47:合筆される筆を最低でも５０筆は一度に入力できること。」

【事務局修正案】
・緑字（必要性について疑義がある）の記載は、黒字化し、必須機能といたします。
・C市の運用を踏まえて、分筆処理について「・元となる筆及び分筆先に枝番が振られる。」の次の処理として、「・引き継ぎ後の地目を変更できること。」の機能をオプション機能として要件化いたしま
す。

【WT検討事項】
・分筆処理の「・元となる筆及び分筆先に枝番が振られる。」機能について、現行運用において枝番を振る必要があるか、分筆した筆同士が紐づいていれば問題ないかを確認させてください。
・H市の以下の要件について想定する件数規模を教えてください。想定する件数規模をもって、APPLIC税TFに意見を照会する予定です。
　－44:分筆によりできる筆を最低でも５０筆は一度に作成できること。
　－47:合筆される筆を最低でも５０筆は一度に入力できること。
・C市の「215:（５）合筆処理後に課税計算がされていないことを表示させるフラグを立てる」について、フラグを立てる用途を教えてください。　→C市

【備考】
・C市の「212:（２）対象地選択時に，合筆先の候補として同一所有者の土地のみが候補地として選べる」は操作性要件として検討対象外とします。

・緑字（必要性について疑義がある）の記載は、黒字化し、必須機能とする。

・分筆処理について「・元となる筆及び分筆先に枝番が振られる。」の次の処理として、「・引き継ぎ後の地目を変更できること。」の機能をオプション機能として要件化いたします。

・分筆処理の「・元となる筆及び分筆先に枝番が振られる。」機能を削除し、「分筆した筆同士が紐づくこと」という主旨の機能を追加する。

・事務局再検討の結果、登記済み通知書の自動取り込みが実現した場合、本要件は不要とも考えられるが、改正不適合の場合、登記情報マスタについても手動で分合筆処理を実施することが想定されるた
め、本要件は定義することとする。

1.1.7. 分合筆処理

分筆・合筆処理（誤った処理を行った場合には、その取り消し）ができること。

＜分筆処理＞
・元となる筆を選択する。
・分筆数を選択する。（分筆される筆を最低でも５０筆は一度に入力できること。）
・地積を手入力する。
・土地登記情報の各項目のうち、地積以外の項目は分筆先へ引き継がれる。
・引き継いだ地目の項目を変更できること。
・元となる筆、分筆した筆が紐づけされること。（分筆した筆同士も紐づけされること。）
・分筆処理の履歴が管理（保持）される。

＜合筆処理＞
・元となる筆を複数選択する。（合筆される筆を最低でも５０筆は一度に入力できること。）
・土地登記情報の各項目のうち、地積以外の項目を合筆先へ引き継がれる。
・地積を手入力する。
・元となる筆は閉鎖される。
・合筆先となる筆で、元となった筆の履歴が管理（保持）される。
・合筆処理の履歴が管理（保持）される。

0080 1.1.8.

分筆・合筆処理のアラートが表示できること。
＜アラート表示とする条件＞
・分筆元筆の地積と分筆処理後の元筆と分筆先の地積の和がイコールでない場合
・

土地
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・４自治体では要求しておりませんが、正確な分合筆処理を行うために一般的に利用されているため、必須機能と判断い
たしました。

・業務上、アラートとして表示している事項がございましたら、ご教示ください。

・C氏における次の機能の用途と必要性を確認させてください。
　「210:（９）分筆元の筆に枝番を入力する際に注意文が表示される。」

【事務局修正案】
・5団体の運用を踏まえ、以下のアラートを要件化いたします。
　また、エラーとすべき条件についても併せて検討します。

＜アラートとする条件＞
・分筆元筆の地積と分筆処理後の元筆と分筆先の地積の和がイコールでない場合

＜エラーとする条件＞
・特に無し。

【WT検討事項】
・K市における「・合筆入力時、同一所在地に既に台帳が存在する場合」のアラート機能について、内容を確認させてください。

変更なし。

1.1.8.

分筆・合筆処理のアラート・エラーが表示できること。

＜アラート表示とする条件＞
・分筆元筆の地積と分筆処理後の元筆と分筆先の地積の和がイコールでない場合

＜エラー表示とする条件＞
・

1.2. 土地（補充）課税台帳管理 1.2. 土地（補充）課税台帳管理

0090 1.2.1. 課税台帳作成

賦課決定以降、任意のタイミングで現年度の土地（補充）課税台帳を基に、次年度向け土地（補充）課税台帳の作成が
できること。
課税台帳は、一筆または一画地ごとに、様式記載事項（地方税法施行規則第24号様式及び第27号様式に掲げる事項）に
加え、以下の情報（様式記載事項は除く）を管理（設定、保持、修正）できること。
・土地登記情報
・土地現況情報
・土地画地情報
・土地評価情報
・課税標準額関連情報
・納税義務者情報
・物的非課税・特例情報
・適用する固定資産税・都市計画税の特例・非課税類型、特例率、適用開始年度、適用を受ける地積
・適用する固定資産税・都市計画税の不均一課税類型
・適用する固定資産税・都市計画税の減免類型、減免率、適用を受ける地積、適用を開始した日及び終了した日
・適用する不均一課税の根拠・

・更正事由及び更正年月日　

※特例率及び減免率については、選択した特例・非課税類型、減免類型ごとに、あらかじめ設定された割合が自動入力
されることとする。

-

・３自治体では要求されておりませんが、業務量を平準化するために次年度向けの課税台帳作成機能は、一般的に利用さ
れている機能です。そのため、必須機能と判断いたしました。

・次々年度以降の課税台帳が作成できる機能は不要と想定しておりますが、業務上の支障がある場合は、ご教示ください。 当初の仕様書たたき台の記載から、変更無しといたします。

【備考】
・次々年度については必須としている団体はありませんでした。
・G市の共有に関するコメントについては、4.2.共有者管理にて検討いたします。

【02版からの修正】
・削除「・物的非課税・特例情報」
　追加「・適用する固定資産税・都市計画税の特例・非課税類型、特例率、適用開始年度、適用を受ける地積」
　　　「・適用する固定資産税・都市計画税の不均一課税類型」
　　　「・適用する固定資産税・都市計画税の減免類型、減免率、適用を開始した日及び、適用を受ける地籍、終了した日」
　　　「※特例率及び減免率については、選択した特例・非課税類型、減免類型ごとに、あらかじめ設定された割合が自動入力されることとする。」

・課税台帳上では土地登記情報を保持せずに、当該年度の賦課期日時点における土地登記マスタ上の土地登記情報を参照することとする。（要件1.1.1.での検討結果を踏まえた事務局案）
　なお、次年度向け土地（補充）課税台帳については、最新の登記情報を参照することとする。

・その他は、仕様書たたき台、事務局修正案のとおりで異議なし。

・管理項目として、土地評価情報、課税標準額関連情報について以下の情報を本要件に追加する。（1.2.22.から）
＜土地評価情報＞
・評価額
＜課税標準額関連情報＞
・課税標準額（負担調整措置の適用がある場合は適用後の額）
・課税標準額の特例措置による軽減額
・本則課税標準額
※固定資産税と都市計画税について分けて管理できること。

・以下の３項目については、課税台帳上で管理することが適切と考えられることから、本要件に追加する。
「・適用する固定資産税・都市計画税の特例・非課税類型、特例率、適用開始年度、適用を受ける地積」「・適用する固定資産税・都市計画税の不均一課税類型、根拠」「・適用する固定資産税・都市計画
税の減免類型、減免率、適用を受ける地積、適用を開始した日及び終了した日」

・管理項目として、「特記事項（メモ）」を追加する。（1.2.16.から）

1.2.1. 課税台帳作成

賦課決定以降、任意のタイミングで現年度の土地（補充）課税台帳を基に、次年度向け土地（補充）課税台帳の作成ができ
ること。
課税台帳は、一筆または一画地ごとに、様式記載事項（地方税法施行規則第24号様式及び第27号様式に掲げる事項）に加
え、以下の情報（様式記載事項は除く）を管理（設定・保持・修正）できること。
・土地登記情報（保持はせずに、土地登記情報マスタ上の賦課期日時点の情報を参照すること。）
・土地現況情報
・土地評価情報（評価額）
・課税標準額関連情報（固定資産税・都市計画税の課税標準額（負担調整措置の適用がある場合は適用後の額）、課税標準
額の特例措置による軽減額、本則課税標準額）
・納税義務者情報
・適用する固定資産税・都市計画税の特例・非課税類型、特例率、適用開始年度、適用を受ける地積
・適用する固定資産税・都市計画税の不均一課税類型、根拠
・適用する固定資産税・都市計画税の減免類型、減免率、適用を受ける地積、適用を開始した日及び終了した日
・更正事由及び更正年月日
・適用する土地現況調査の進行状況の類型　【P】
・特記事項（メモ）
・住居表示

＜注釈＞
※　次年度向け土地（補充）課税台帳については、最新の登記情報を参照することとする。

※　特例率及び減免率については、選択した特例・非課税類型、減免類型ごとに、あらかじめ設定された割合が自動入力さ
れることとする。

※　異動事由及び異動年月日については要件化をWTにて検討する。

・住居表示に対応できることをオプション機能として追加いたします。（事務局の再確認結果）

・（1.2.11.より）土地現況調査の進行管理機能について、1.2.1.と1.2.1.の下に事務局案を作成。オプション機能とする。

見切れのた
め行追加

※　家屋の課税台帳には次の機能を要件化しているが、土地の課税台帳に必要かどうかWTにて検討する。
・次年度の課税台帳が既に作成されている場合、現年度の課税台帳上の情報を修正した際に、次年度の課税台帳上の情報に
反映するか否か選択できること。

0091 新規

納税義務者マスタを基に、課税台帳上の納税義務者情報を管理（設定、保持、修正）できること。 【事務局修正案】
当初の仕様書たたき台の記載から、新規に追加した要件となります。必須機能と判断しております。

【WT検討事項】
・以降の要件にて、複数自治体より登記名義人の氏名、住所など条件に納税義務者マスタで管理している情報（宛名情報）を自動で反映する機能についての意見がありました。当該機能の要否を確認させ
てください。オプション機能とすることを想定しております。
※家屋側も本要件であわせて検討

　○要件化する場合の確認観点
　　－課税台帳の設定・修正時の機能で間違いないか
　　－宛名情報引用時の条件（氏名、住所）
　　－自動反映後のチェックリストの要否、その内容
　　　※チェックリストについてはK市の2.1.に一部記載あり

事務局再検討の結果、以下の書きぶりに修正。

・納税義務者マスタに保持されている一の納税義務者を選択して、課税台帳上の納税義務者情報を設定・修正できること。

WT前の新規

納税義務者マスタに保持されている一の納税義務者を選択して、課税台帳上の納税義務者情報を設定・修正できること。

・（1.2.11.より）土地現況調査の進行管理機能について、1.2.1.と1.2.1.の下に事務局案を作成。オプション機能とする。

WT後の新規

土地現況調査の進行状況のそれぞれについて、土地現況調査の進行状況の類型ごとに土地現況調査進行関連情報を管理（設
定・保持・修正）できること。【P】
＜土地現況調査進行関連情報＞
・名称

0100 1.2.3.

土地（補充）課税台帳の各項目を管理（設定、保持、修正）する際に、アラートが表示できること。
＜アラート表示とする条件＞
・
・

_

・３自治体では要求しておりませんが、正確な異動情報を登録するために一般的に利用されているため、必須機能と判断
いたしました。

・業務上、アラートとして表示している事項がございましたら、ご教示ください。 【事務局修正案】
・5団体の運用を踏まえ、以下のアラートを要件化いたします。
　また、エラーとすべき条件についても併せて検討します。

＜アラートとする条件＞
・現況地積と登記地積が異なる場合
・登記原因年月日について、現年より前の年月日を入力した場合（例：令和３年度課税向け処理で令和元年の年月日を入力）。
・同地番が存在している場合に注意文表示（区画整理等で同地番を登録することがあるため更新可としている。）
・課税計算が未処理の状態で更新する際に注意文表示
・登記事由が地目変更、地目更正、地目誤謬であるにもかかわらず、直近過去の地目と同じ地目が入力されている場合
・登記事由が地積変更、地積更正、地積誤謬であるにもかかわらず、直近過去の地積と同じ地積が入力されている場合
・仮換地が設定されている土地（従前地）について異動入力する場合　※1.1.登記のエラーより移動

＜エラーとする条件＞
・特に無し。

【WT検討事項】
・土地登記情報マスタ上の土地登記情報を管理する際のアラート機能がある場合は、課税台帳上の土地登記情報を管理する際のアラート機能は不要（2重にアラートを出す必要はない）と判断しますが、業
務上の支障があるか確認させてください。

・以下のアラートを要件化する。

＜アラートとする条件＞
・現況地積と登記地積が異なる場合
・登記原因年月日について、現年より前の年月日を入力した場合（例：令和３年度課税向け処理で令和元年の年月日を入力）。
・同地番が存在している場合に注意文表示（区画整理等で同地番を登録することがあるため更新可としている。）
・登記事由が地目変更、地目更正、地目誤謬であるにもかかわらず、直近過去の地目と同じ地目が入力されている場合
・登記事由が地積変更、地積更正、地積誤謬であるにもかかわらず、直近過去の地積と同じ地積が入力されている場合
・仮換地が設定されている土地（従前地）について異動入力する場合
・未登記土地について、土地登記情報の設定を行う場合（土地登記情報マスタからの自動反映の場合を含む。）また、その際において、土地登記情報と土地現況情報に差異がある場合

＜エラーとする条件＞
・

1.2.3.

土地（補充）課税台帳の各項目を管理（設定・保持・修正）する際に、アラート・エラーが表示できること。

＜アラート表示とする条件＞
・現況地積と登記地積が異なる場合
・登記原因年月日について、現年より前の年月日を入力した場合（例：令和３年度課税向け処理で令和元年の年月日を入
力）。
・同地番が存在している場合に注意文表示（区画整理等で同地番を登録することがあるため更新可としている。）
・登記事由が地目変更、地目更正、地目誤謬であるにもかかわらず、直近過去の地目と同じ地目が入力されている場合
・登記事由が地積変更、地積更正、地積誤謬であるにもかかわらず、直近過去の地積と同じ地積が入力されている場合
・仮換地が設定されている土地（従前地）について異動入力する場合
・未登記土地について、土地登記情報の設定を行う場合（土地登記情報マスタからの自動反映の場合を含む。）また、その
際において、土地登記情報と土地現況情報に差異がある場合

＜エラー表示とする条件＞
・

0110 1.2.4.

異動前と異動後の土地（補充）課税台帳上の情報を確認できること。

_

・２自治体で要求されている機能です。チェックリストの出力機能は、異動入力後の確認作業のための機能であると想定
しております。

・C市とH市におけるチェックリスト出力機能は確認作業用のものか確認させてください。また、必要性を確認させてください。

・異動前、異動後の情報の確認をする際に、以下のどちらの運用としているかご教示ください。
　①システム画面上での確認
　②確認帳票として出力し、紙での確認

【事務局修正案】
・6団体の運用状況を踏まえ、システム画面上での確認機能を必須機能とし、確認帳票（チェックリスト）として出力し、紙で確認できる機能はオプション機能としたします。
　参考　①：６団体　／　②：１団体　／　①及び②：３団体　／　未回答：１団体

システム画面上での確認機能を必須機能とし、確認帳票（チェックリスト）として出力し、紙で確認できる機能はオプション機能とする。

1.2.4.

異動前と異動後の土地登記情報マスタ上の情報をシステム画面上で確認できること。
また、確認帳票（チェックリスト）として出力し、紙でも確認できること。

0120 1.2.5. 土地登記情報管理

土地登記情報マスタを基に、土地登記情報を管理（設定、保持、修正）できること。
未登記の土地についても、土地登記情報と同項目を管理（設定、保持、修正）できること。
（土地登記情報に未登記フラグを立ててもよいし、未登記情報として管理してもよい。）

_

土地（補充）課税台帳作成のために必須機能と判断いたしました。 【事務局修正案】
・構成員からの意見を踏まえ、未登記土地については、土地登記情報の項目を管理すべきではないと判断し、原案で記載の「土地登記情報と同等項目の管理」を削除し、本要件を次のとおり修正いたしま
す。
「土地登記情報マスタを基に、土地登記情報を管理（設定、保持、修正）できること。
　なお、未登記の土地についても、未登記フラグを立てた上で、土地登記情報と同項目を空欄にて管理（設定、保持、修正）できること。」

・未登記の土地（土地補充台帳）を、登記上の土地（土地課税台帳）とする場合の処理については、次のアラート機能の要件化を考えております。（1.2.3.に追加を想定）
　「未登記土地について、土地登記情報の設定を行う場合（土地登記情報マスタからの自動反映の場合を含む。）また、その際において、土地登記情報と土地現況情報に差異がある場合」

・1.2.1.において、課税台帳上では土地登記情報を保持せずに、当該年度の賦課期日時点における土地登記マスタ上の土地登記情報を参照することとしたため、課税台帳上での土地登記情報の管理機能を削
除する。

・以下については、未登記土地の情報管理に必要なため、要件化する。
「未登記の土地についても、未登記フラグを立てた上で、土地登記情報と同項目を空欄にて管理（設定、保持、修正）できること。」

1.2.5.
未登記土地情報管
理

未登記の土地について、未登記フラグを立てた上で、土地登記情報と同項目を空欄にて管理（設定・保持・修正）できるこ
と。

0130 1.2.6.

土地登記情報マスタ上の土地登記情報が更新された場合、次年度向け土地（補充）課税台帳上の土地登記情報に自動反
映されること。

_

課税台帳上の土地登記情報の登録にかかる便利機能です。本機能の必要性についてWTにて確認させてください。 ・本機能の必要性について、ご確認ください。

・C市における次の機能の用途と必要性を確認させてください。
　「7:登記済通知書電子データによって課税台帳の登録をすることができる」

【事務局修正案】
・緑字（必要性について疑義がある）の記載は、黒字化し、必須機能といたします。

※本要件は、法務局の登記済通知書に基づき市が管理している土地課税（補充）台帳上の土地登記情報が更新された際に、次年度向け土地課税（補充）台帳上の土地登記情報へ自動反映されることを想定
した機能です。

【備考】
・土地登記情報マスタ上で分合筆処理が行われた場合、課税台帳上の登記情報へも自動反映されることが理想であると考えますが、システム上の実現可否をAPPLIC税TFあてに確認いたします。

・1.2.1.において、課税台帳上では土地登記情報を保持せずに、当該年度の賦課期日時点における土地登記マスタ上の土地登記情報を参照することとした場合は本要件は不要となる。（要件1.1.1.での検討
結果を踏まえた事務局案）

【行削除】
1.2.6.

【1.2.1.の土地登記情報について事務局案で問題がなければ、本要件は削除する。】

土地登記情報マスタ上の土地登記情報が更新された場合、次年度向け土地（補充）課税台帳上の土地登記情報に自動反映さ
れること。

修正方針 機能名称 仕様書たたき台 団体への確認事項 団体回答（9/11）を踏まえた修正方針 団体回答(9/11)を踏まえた再修正案（仕様書たたき台）要件の考え方・根拠 検討項目（論点案） 検討項目（論点）機能名称 仕様書たたき台
業務フローと

の対応

標準化候補検討

WT　当日検討内容
WT実施後の修正版 WT実施後の団体確認を踏まえた償却資産の修正版

【凡例】

・黒字：事務局案で必須

・赤字：事務局案で不要(太字)

・青字：事務局案でオプション（斜め字）

・緑字：必要性について疑義がある（下線）

※前回提示版との差分には２重下線を引いております

【固定資産の定義について】

本標準仕様書上では、土地・家屋・償却資産のことを固定資産と

記載しております。

※固定資産は、物件（土地・家屋・償却資産）と同義です。
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【仕様書たたき台】標準仕様書（機能）_04_固定資産税 構成員　WT前ご意見

集計版

修正方針 機能名称 仕様書たたき台 団体への確認事項 団体回答（9/11）を踏まえた修正方針 団体回答(9/11)を踏まえた再修正案（仕様書たたき台）要件の考え方・根拠 検討項目（論点案） 検討項目（論点）機能名称 仕様書たたき台
業務フローと

の対応

標準化候補検討

WT　当日検討内容
WT実施後の修正版 WT実施後の団体確認を踏まえた償却資産の修正版

0140 1.2.7.

土地登記情報について異動入力(過年度、現年度)が登録できること。システム上の処理日及び処理事由も管理（設定、
保持、修正）できること。

_

土地登記情報（登記異動理由、登記異動年月日など）とは別にシステム上の処理日や処理事由を管理する必要があるか確
認させてください。

・C市における次の機能の用途と必要性を確認させてください。
　「244:（１５）異動の処理日が入力できる
　　245:（１５）異動の処理事由が入力できる」

・D市における次の機能の用途と必要性を確認させてください。
　「108:異動処理日が、登記を伴うものとそうでないものとの選択が可能であること。(法務局からの通知について、登記の異動日と処理の異動日を分けて入力できること)
　　82:遡及閉鎖の機能を有するとともに、登記の遡及閉鎖にともない評価の閉鎖も連動すること。」

【事務局修正案】
異動入力については、1.2.1.の修正に含まれるため、本要件を削除いたします。
なお、システム上の処理日及び処理事由の管理機能については、12. 検索・照会・履歴において、要件化いたします。

・異動入力については、1.2.1.の修正機能に含まれるため、本要件を削除する。

・「システム上の処理日」については、他税目共通の要件であるため、共通要件化いたします。
　「システム上の処理事由」について、必要性に疑義があるため【P】とする（C市に確認）。

【行削除】
1.2.7.

【本要件を削除する。】

土地登記情報について異動入力(過年度、現年度)できること。システム上の処理日及び処理事由も管理（設定・保持・修
正）できること。

0150 1.2.8.

新たな筆を登録する際に、他の特定の土地の土地登記情報（近傍地等）の複写ができること。

_

本機能は1自治体のみが要求しております。
課税台帳上の情報を更新する際の便利機能であると想定しておりますが必要性を確認させてください。

・B市における次の機能の用途と必要性を確認させてください。
　「295:土地異動共通：土地異動時に地番を指定して物件情報（近傍地等）の複写ができること。」

【WT検討事項】
・仕様書に記載のなかった10団体中、5団体が未実装としているため、実装不可もしくはオプション機能とすることをWTにて検討します。

・本要件を必須と回答いただいたB市におかれましては、分筆処理を想定したものであるか、確認させてください。分筆のみを想定している場合には、本要件は不要と考えております（分筆処理の中で分筆
元の情報を分筆先にコピーする機能を備えているため。）。また、想定と異なる場合は、どのような用途を想定しているのか、ご教示ください。

・B市に確認した結果、不要としてもよいと回答があったため、削除とする。

1.2.8.

新たな筆を登録する際に、他の特定の土地の土地登記情報（近傍地等）の複写ができること。

0160 1.2.9.

閉鎖処理ができること。

_

・土地が合筆された場合などは登記簿が閉鎖されることとなります。一般的に登記情報の閉鎖は行われていると想定いた
します。そのため必須機能と判断いたしました。

・D市における次の機能の用途と必要性を確認させてください。
　「109:誤った異動に対する遡及閉鎖の機能があること。」

本要件は当初の仕様書たたき台の記載から、変更無しといたします。

【WT検討事項】
・D市、K市より閉鎖解除の機能について意見をいただいています。閉鎖解除機能の用途と必要性（頻度等）について、確認させてください。

【備考】
・遡及閉鎖機能は誤登録時の修正機能との回答を受け、共通要件の「誤記修正」の機能として別途検討することとします。

仕様書たたき台の要件に、閉鎖解除機能も追加する。
その他は、仕様書たたき台のとおりで異議なし。

1.2.9. 閉鎖処理

閉鎖処理ができること。
閉鎖処理後に閉鎖解除ができること。（誤操作を想定したもの）

0170 1.2.10. 土地現況情報管理

土地現況情報を管理（設定、保持、修正）できること。

＜土地現況情報＞
・現況地目
・現況地積
・国土調査情報（国土調査完了フラグ、国土調査地目、国土調査地積、国土調査年月日）
・市街化区域・市街化調整区域・非線引き・都市計画区域外・自治体独自の区分
・生産緑地・特定生産緑地の区分

土地
No.2_3

・４自治体で要求しているとおり、現況調査結果に基づく、土地現況情報の管理は必須機能であると判断いたしました。

・都市計画区分及び生産緑地区分については、自治体によっては不要な機能となるため、オプション機能と判断いたしま
した。

・国土調査の情報管理機能について、用途及び必要性を確認させてください。
　利用している場合には、データ項目をご教示ください。

・H市における次の機能について、用途及び必要性を確認させてください。
　「71:課税地積が0.00㎡の物件を登録・管理できること。
　　72:造成費を管理できること。」

・I市における土地現況調査の閉鎖、閉鎖解除機能について、用途及び必要性を確認させてください。

【事務局修正案】
・G市の意見を踏まえ、土地現況情報の管理項目として、「現況調査年月日」を必須機能として要件化いたします。

・原案では未登記の土地の地番管理ができないことから、土地現況情報として「地番」を管理することといたします。（結果的に、登記済み土地については地番を土地登記情報と土地現況情報の両方で管
理することとなります。）

・国土調査情報の管理については、どの構成員からも必須との意見はなかったため固定資産税に係る事務ではないと判断し、標準化検討対象範囲外として削除します。

・H市の「71:課税地積が0.00㎡の物件を登録・管理できること。」については1.1.1.と同様とします。

【備考】
・G市の運用として挙げられている、非課税、減免、課税標準の特例にかかる管理項目については、別途、要件化されている5. 特例・非課税情報管理、8.減免等処理の中で検討いたします。
・H市の「72:造成費を管理できること。」については評価に関わる項目として検討対象外とします。

・G市の意見を踏まえ、土地現況情報の管理項目として、「現況調査年月日」を必須機能として要件化する。

・原案では未登記の土地の地番管理ができないことから、土地現況情報として「地番」を管理する。（結果的に、登記済み土地については地番を土地登記情報と土地現況情報の両方で管理することとな
る。）

・国土調査情報の管理については、どの構成員からも必須との意見はなかったため固定資産税に係る事務ではないと判断し、標準化検討対象範囲外として削除する。

・H市の「71:課税地積が0.00㎡の物件を登録・管理できること。」については1.2.13にアラートとして追記する。

1.2.10. 土地現況情報管理

土地現況情報を管理（設定・保持・修正）できること。

＜土地現況情報＞
・現況地番
・現況地目
・現況地積
・現況調査年月日
・都市計画区分（市街化区域、市街化調整区域、非線引き、都市計画区域外、その他）
・生産緑地区分（生産緑地、特定生産緑地）

0180 1.2.11.

以下の条件に基づき、現況調査対象を抽出し、調査実施有無を管理（設定、保持、修正）できること。

＜現況調査対象＞
・土地登記情報を新規登録した土地
・土地登記情報を異動入力した土地
・農地転用情報を入力した土地
・農地の一時転用期間を経過した土地

土地
No.2_1

・１自治体のみ要求している機能です。地方税法上、市町村は現況調査を行うこととされており、調査対象を抽出する条
件を確認したいため、WTにて要検討と判断いたしました。

・たたき台に記載した調査対象の考え方については以下のとおりです。
土地登記情報の新規登録した土地・土地登記情報の異動入力した土地については、登録した情報が現況地目と合致してい
るか確認する必要があるため、調査対象となると考えております。農地転用情報を入力した土地については工事完了日以
降に適切に宅地等として利用されているか、農地の一時転用期間を経過した土地については農地として原状回復している
か、確認する必要があるため調査対象となると考えております。

固定資産税システムで現況調査対象を抽出しているか、確認させてください。
固定資産税システムから現況調査対象を抽出している場合には以下について確認させてください。
　①現況調査対象としている土地の抽出条件をご教示ください。
　②現況調査対象外としている土地の抽出条件をご教示ください。

【事務局修正案】
現況調査は、主に評価にかかる事務であることと、土地評価システム上で実装している自治体が多いことから、本要件は標準化検討対象範囲外と整理いたします。

本要件を標準化検討対象外とする。

1.2.11.

【本要件は標準化検討対象外とする。】

以下の条件に基づき、現況調査対象を抽出し、調査実施有無を管理（設定・保持・修正）できること。

＜現況調査対象＞
・土地登記情報を新規登録した土地
・土地登記情報を異動入力した土地
・農地転用情報を入力した土地
・農地の一時転用期間を経過した土地

0190 1.2.12.

土地調査用に土地明細情報（土地評価調書）を印字した帳票を出力できること。

土地
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自治体への事前確認の結果、現況調査用の調査票を固定資産税システムから出力している場合は、標準化検討対象といた
します。サブシステムから出力している場合は、標準化検討対象外といたします。
なお、標準化検討対象外となった場合であっても、土地評価にかかる機能であるため、固定資産税システムに本機能が実
装されていても問題ございません。

現況調査用の調査票について、以下について確認させてください。
　①固定資産税システム／サブシステムどちらから調査票を出力しているのか。
　②固定資産税システムから出力している場合は、前年度の土地評価調書を出力しているか。
　　（異なる場合はその帳票名やデータ項目をご教示ください。）

【備考】
本機能については帳票要件にて検討します。

・帳票WTにて検討した結果、本要件は標準化検討対象外となりました。

1.2.12.

【標準化検討対象外】

土地調査用に土地明細情報（土地評価調書）を印字した帳票を出力できること。

0200 1.2.13.

土地現況情報を管理（設定、保持、修正）する際にアラートが表示できること。

＜アラート表示とする条件＞
・
・

土地
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・要求している自治体はありませんが、正確な土地現況情報の登録を行うために一般的に利用されているため、必須機能
と判断いたしました。

・業務上、アラートとして表示している事項がございましたら、ご教示ください。 【事務局修正案】
・3団体の運用を踏まえ、以下のアラートを要件化いたします。
　また、エラーとすべき条件についても併せて検討します。

＜アラートとする条件＞
・登記地積と現況地積に差異がある場合。
・異動事由が地目変更、地目更正、地目誤謬であるにもかかわらず、直近過去の地目と同じ地目が入力されている場合（入力ミスのケースを想定）
・異動事由が地積変更、地積更正、地積誤謬であるにもかかわらず、直近過去の地積と同じ地積が入力されている場合（入力ミスのケースを想定）

＜エラーとする条件＞
・特に無し。

【備考】
・異動日にかかるアラート機能は、12. 検索・照会・履歴において要件化いたします。
・非課税地積にかかるアラート機能は、5. 特例・非課税情報管理において要件化いたします。

・以下のアラートを要件化する。

＜アラートとする条件＞
・登記地積と現況地積に差異がある場合。
・異動事由が地目変更、地目更正、地目誤謬であるにもかかわらず、直近過去の地目と同じ地目が入力されている場合（入力ミスのケースを想定）
・異動事由が地積変更、地積更正、地積誤謬であるにもかかわらず、直近過去の地積と同じ地積が入力されている場合（入力ミスのケースを想定）
・登記地積が0.00㎡の場合（不動産登記法の有効数字の関係）

＜エラーとする条件＞
・ 1.2.13.

土地現況情報を管理（設定・保持・修正）する際にアラート・エラーが表示できること。

＜アラート表示とする条件＞
・登記地積と現況地積に差異がある場合。
・異動事由が地目変更、地目更正、地目誤謬であるにもかかわらず、直近過去の地目と同じ地目が入力されている場合（入
力ミスのケースを想定）
・異動事由が地積変更、地積更正、地積誤謬であるにもかかわらず、直近過去の地積と同じ地積が入力されている場合（入
力ミスのケースを想定）
・登記地積が0.00㎡の場合（不動産登記法の有効数字の関係）

＜エラー表示とする条件＞
・

0210 1.2.14. 分合筆処理

分筆・合筆処理ができること。

＜分筆処理＞
・元となる筆を選択する。
・分筆数を選択する。
・地積を手入力する。
・土地登記情報及び土地現況情報の、「地積」以外の項目は分筆先へ引き継がれる。
・元となる筆及び分筆先に枝番が振られる。
・分筆処理の履歴が管理（登録）される。

＜合筆処理＞
・元となる筆を複数選択する。
・土地登記情報及び土地現況情報の、「地積」以外の項目を合筆先へ引き継がれる。
・地積を手入力する。
・元となる筆は閉鎖される。
・合筆先となる筆で、元となった筆の履歴が管理（登録）される。
・合筆処理の履歴が管理（登録）される。

土地
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・本機能は土地登記情報マスタ上の分合筆機能ではなく、土地課税台帳上の分合筆機能となります。

・５自治体で要求しているとおり、土地登記の分合筆に対応するため、必須機能と判断いたしました。

※土地登記情報マスタ上の機能と同様の機能を想定しております。

・分合筆処理において、元となる筆の情報のうち、どの情報を分合筆先へ引き継ぐのか、確認させてください。

・H市における次の機能は合筆処理と捉えてよいか確認させてください。
「82:複数に分割された現況台帳を一筆単位に戻せること。」

・I市における次の機能は合筆処理と捉えてよいか確認させてください。
「14:土地現況の分合筆処理ができること。
　（※課税上の分離（評価上の分筆課税）や分離解除等への対応等）」

【事務局修正案】
・C市の運用を踏まえて、「・元となる筆及び分筆先に枝番が振られる。」の次の処理として、「・引き継ぎ後の地目を変更できること。」の機能をオプション機能として要件化いたします。
・緑字（必要性について疑義がある）の記載は、黒字化し、必須機能といたします。

【WT検討事項】
・分筆処理の「・元となる筆及び分筆先に枝番が振られる。」機能について、現行運用において枝番を振る必要があるか、分筆した筆同士が紐づいていれば問題ないかを確認させてください。

・J市における分割取消機能について、合筆機能として処理し、異動事由として「分筆取消」を設定できる機能を実装することでよいか、確認させてください。

・C市の運用を踏まえて、「・元となる筆及び分筆先に枝番が振られる。」の次の処理として、「・引き継ぎ後の地目を変更できること。」の機能をオプション機能として要件化する。

・緑字（必要性について疑義がある）の記載は、黒字化し、必須機能する。

・1.1.7.と同様に、分筆処理の「・元となる筆及び分筆先に枝番が振られる。」機能を削除し、「分筆した筆同士が紐づくこと」という主旨の機能を追加する。（事務局）

・事務局再確認の結果、1.2.1.の機能として、異動事由を管理しないこととしたため、当初J市からご意見をいただいたとおり、本項目において、分筆取消機能を定義いたします。また、合筆取消機能も定
義いたします。

・　以下をオプション機能として追加いたします。（1.1.7から）
「なお、分筆・合筆処理後に課税計算が行われていない土地については、システム画面上で確認できること。
また、確認帳票（チェックリスト）として出力し、紙でも確認できること。」

・「課税計算が行われていない土地」とは具体的にどういう状態の土地かJ市に確認。

1.2.14. 分合筆処理

分筆・合筆処理（誤った処理を行った場合には、その取り消し）ができること。
分筆・合筆処理後に課税計算が行われていない土地については、システム画面上で確認できること。
確認帳票（チェックリスト）として出力し、紙でも確認できること。

＜分筆処理＞
・元となる筆を選択する。
・分筆数を選択する。
・地積を手入力する。
・土地登記情報の各項目のうち、地積以外の項目は分筆先へ引き継がれる。
・引き継いだ地目の項目を変更できること。
・元となる筆、分筆した筆は紐づいていること。（分筆した筆同士も紐づくこと。）
・分筆処理の履歴が管理（保持）される。

＜合筆処理＞
・元となる筆を複数選択する。
・土地登記情報の各項目のうち、地積以外の項目を合筆先へ引き継がれる。
・地積を手入力する。
・元となる筆は閉鎖される。
・合筆先となる筆で、元となった筆の履歴が管理（保持）される。
・合筆処理の履歴が管理（保持）される。

0220 1.2.15.

分筆・合筆処理のアラートが表示できること。
＜アラート表示とする条件＞
・分筆元筆の地積と分筆処理後の元筆と分筆先の地積の和がイコールでない場合
・

土地
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・４自治体では要求しておりませんが、正確な分合筆処理を行うために一般的に利用されているため、必須機能と判断い
たしました。

・業務上、アラートとして表示している事項がございましたら、ご教示ください。 【事務局修正案】
・4団体の運用を踏まえ、以下のアラートを要件化いたします。
　また、エラーとすべき条件についても併せて検討します。

＜アラートとする条件＞
・分筆元筆の地積と分筆処理後の元筆と分筆先の地積の和がイコールでない場合

＜エラーとする条件＞
・特に無し。

【WT検討事項】
・K市における「・合筆入力時、同一所在地に既に台帳が存在する場合」のアラート機能について、内容を確認させてください。

変更無し

1.2.15.

分筆・合筆処理のアラート・エラーが表示できること。

＜アラート表示とする条件＞
・分筆元筆の地積と分筆処理後の元筆と分筆先の地積の和がイコールでない場合
・

＜エラー表示とする条件＞
・

0230 1.2.16. 特記事項管理

一筆単位または画地単位で、特記事項（メモ欄）の管理（設定、保持、修正）ができること。

土地
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・２自治体では要求されておりませんが、台帳項目で管理しきれない情報（苦情の応対記録や、納税義務者と賦課決定処
分について係争中など）や引継ぎ内容等を記録するため、一般的に利用されている機能であり、必須機能と判断いたしま
した。

・メモとして登録できる文字数や、登録できるメモ数については、業務側での標準化検討は難しいと想定しております。
APPLICに対して標準化できるか確認いたします。

・２自治体において、画面上でメモが登録されていることを確認できる機能を要求しておりますが、画面表示・操作性に
係る機能であるため標準化検討対象外となります。

・メモの管理について現行運用について以下のどれに該当するか確認させてください。
　①経年管理
　②年度毎
　③上記2つとも

【事務局修正案】
・本要件は、1.2.1.の課税台帳上の管理項目に記載することといたします。課税台帳は前年度の情報をコピーして作成されるため、結果的に経年管理が可能と考えています。

　参考　①：6団体　／　②：0団体　／　③：2団体　／　該当なし：1団体（内容から経年管理と推察）

本要件は1.2.1.の管理項目として記載することとする。

【行削除】
1.2.16.

特記事項管理

【1.2.1.へ統合】

一筆単位または画地単位で、特記事項（メモ欄）の管理（設定・保持・修正）ができること。

0240 1.2.17. 仮換地等の設定

土地区画整理事業に伴う仮換地等の設定ができること。
　－仮換地と従前地を設定し、紐づけできること。
　－仮換地・従前地いずれかに課税するか選択できること。
　－保留地を設定できること。
　－保留地について課税するか否か選択できること。

土地
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・自治体の規模によっては、固定資産税システムで管理していない場合もあるため、オプション機能と判断いたしまし
た。仮換地処理は評価にかかる機能であるため、標準化検討対象外です。

左記認識で相違ないかご確認ください。 当初の仕様書たたき台の記載から、変更無しといたします。

【備考】
・E市が挙げている仮換地地番の印字については、9. 交付にて要件化いたします。

変更なし

1.2.17. 仮換地等の設定

土地区画整理事業に伴う仮換地等の設定ができること。
　－仮換地と従前地を設定し、紐づけできること。
　－仮換地・従前地いずれかに課税するか選択できること。
　－保留地を設定できること。
　－保留地について課税するか否か選択できること。

0250 1.2.18.

土地区画整理事業に伴う仮換地、従前地、保留地情報を一括で更新できること。

土地
No.3_3

・H市のみ要求しております。業務効率性に寄与する機能であるものの、５自治体が要求していないため、WTにて要検討と
判断いたしました。

H市において要求している次の機能の必要性について確認させてください。
　「29:区画整理区域内の筆サインをデータ（エクセルなど）により、一括して修正できること。」

【事務局修正案】
1.2.17.の機能と合わせて、本機能をオプション機能といたします。

・オプション機能とする。

・以下の機能は具体的にどういった処理か、H市に確認。
「土地区画整理事業に伴う仮換地、従前地、保留地情報を一括で更新できること。」

1.2.18.

土地区画整理事業に伴う仮換地、従前地、保留地情報を一括で更新できること。

0260 1.2.19. 画地情報管理

画地情報の管理（設定、保持、修正）ができること。

土地
No.2_4
土地
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画地情報について、評価以外の用途に利用しているか確認し、標準化検討対象とするか検討いたします。
また、標準化検討対象とする場合は固定資産税システム側で保有する画地情報について、明記いたします。

・画地情報について、評価以外の用途（証明発行、特例処理など）について利用している場合は、その用途についてご教示ください。
　画地情報を利用している場合は、以下の事項から必要なものをご教示ください（以下に項目がない場合は必要項目をご教示ください。）。
　＜画地情報＞
・画地番号
・画地履歴番号
・最新台帳履歴番号
・画地使用方法
・未処理フラグ
・閉鎖フラグ
・画地異動理由
・画地異動年月日
・住宅用地履歴番号
・画地大字
・画地小字
・画地地番
・画地地番名称
・住宅区分
・小規模住宅戸数
・住宅用地の合計面積
・現況地目

・H市おける次の機能について、用途及び必要性を確認させてください。
「78:家屋情報の取込み併用率の算出ができること。」

【事務局修正案】
・固定資産税システムとしては画地情報を全般的に管理する必要はなく、以下の紐づけができればよいと判断しています。
　○一筆を複数画地とする場合の紐づけ
　○複数筆を一画地とする場合の紐づけ
　○画地上に家屋がある場合の紐づけ

・上記の考え方より本要件は削除し、以下の要件を追加いたします。
「複数の筆で画地を形成している場合には、それぞれ紐づいていること。
　筆または画地の上に家屋がある場合は、当該筆または画地と家屋がそれぞれ紐づいていること。
　土地評価システムと連携し、上記の紐づけ情報を取り込み、一括更新できること。」
　※複数の画地で一筆を形成している場合は地番で紐づいていると考えられるため、要件化は不要。

本要件は削除し、以下の要件を追加する。
「複数の筆で画地を形成している場合には、それぞれ紐づいていること。
　筆または画地の上に家屋がある場合は、当該筆または画地と家屋がそれぞれ紐づいていること。
　土地評価システムと連携し、上記の紐づけ情報を取り込み、一括更新できること。」

1.2.19. 画地関連の紐づけ

複数の筆で画地を形成している場合には、それぞれ紐づいていること。
筆または画地の上に家屋がある場合は、当該筆または画地と家屋がそれぞれ紐づいていること。
土地評価システムと連携し、上記の紐づけ情報を取り込み、一括更新できること。

0270 1.2.20.

・同一画地とする筆を任意に選択し、一括更新できること。
（画地面積（住宅特例適用筆面積計）及び画地合計面積が自動計算され、必要に応じて上書きができること。）
・画地組替え時には、代表地番（画地キーや代表筆）の変更ができること。
・同一画地内においても補正率・単価が違う筆を設定できること（高圧線下等）
・現況地目が異なる土地の画地組みができること。

土地
No.2_4
土地
No.2_6

評価にかかる処理であると想定しており、標準化検討対象外と認識しております。 左記認識で相違ないかご確認ください。 【事務局修正案】
固定資産税システムとしては、2.1.19.で記載の紐づけ機能があれば良いと判断しており、画地情報の管理及び関連する処理機能については、評価に関わる項目として標準化検討対象範囲外といたします。

本要件を標準化検討対象外とする。

【行削除】
1.2.20.

【本要件を標準化検討対象外とする。】

・同一画地とする筆を任意に選択し、一括更新できること。
（画地面積（住宅特例適用筆面積計）及び画地合計面積が自動計算され、必要に応じて上書きができること。）
・画地組替え時には、代表地番（画地キーや代表筆）の変更ができること。
・同一画地内においても補正率・単価が違う筆を設定できること（高圧線下等）
・現況地目が異なる土地の画地組みができること。

0280 1.2.21.

土地の画地組みの際にアラートが表示できること。

土地
No.2_4
土地
No.2_6

評価にかかる処理であると想定しており、標準化検討対象外と認識しております。 左記認識で相違ないかご確認ください。 【事務局修正案】
固定資産税システムとしては、2.1.19.で記載の紐づけ機能があれば良いと判断しており、画地情報の管理及び関連する処理機能については、評価に関わる項目として標準化検討対象範囲外といたします。

本要件を標準化検討対象外とする。

【行削除】
1.2.21.

【本要件を標準化検討対象外とする。】

土地の画地組みの際にアラートが表示できること。

0290 1.2.22.
土地評価情報・課
税標準額関連情報
管理

土地評価情報・課税標準額関連情報を管理（設定、保持、修正）できること。

＜土地評価情報＞
・評価額

＜課税標準額関連情報＞
・課税標準額（負担調整措置の適用がある場合は適用後の額）
・課税標準額の特例措置による軽減額
・本則課税標準額

※固定資産税と都市計画税について分けて管理できること。 土地
No.2_5
土地
No.2_7

固定資産税システムで管理すべき土地評価情報及び課税標準額関連情報については、本標準仕様書上で定義する必要があ
ります。

・固定資産税システムで管理すべき評価情報について、確認させてください。

・課税標準額関連情報として、どういったものが必要かご教示ください。

【事務局修正案】
本要件を削除し、1.2.1.における土地評価情報及び課税標準額関連情報に詳細項目を追記する形で記載いたします。

【WT検討事項】
・G市からご提示いただいた次の項目について、固定資産税システム側における用途を確認させてください。「基準年前年課税標準額、課税標準額（６５減額、１．１減額用等含む）、負担区分、調整率」
・I市からご提示いただいた各項目について、固定資産税システム側における用途を確認させてください。

【備考】
・E市からご提示いただいた各項目について、固定資産税システム側における用途を確認させてください。帳票出力時の印字項目であれば、帳票WTにて帳票の印字項目を検討することといたします（必要に
応じて機能に反映します）。
・F市からは、納税通知書や課税明細書に記載する情報全てを固定資産税システム側で管理すべきとのご意見をいただておりますが、帳票出力時の印字項目であるため、帳票WTにて帳票の印字項目を検討し
た後に、検討することといたします（必要に応じて機能に反映します）。

・本要件は1.2.1.の管理項目として記載する。

・G市とI市に個別に確認した結果、提示された各項目については、法令上の規定による減額であるため、本仕様書上の1.2.1.の記載で実現できると考えます。ただし、負担調整の管理項目については、引き
続き検討いたします。

【行削除】
1.2.22.

土地評価情報・課
税標準額関連情報
管理

【本要件を1.2.1.へ統合】

土地評価情報・課税標準額関連情報を管理（設定・保持・修正）できること。

＜土地評価情報＞
・評価額

＜課税標準額関連情報＞
・課税標準額（負担調整措置の適用がある場合は適用後の額）
・課税標準額の特例措置による軽減額
・本則課税標準額

※固定資産税と都市計画税について分けて管理できること。

0300 1.2.23.
土地評価システム
連携（入力）

土地評価システムと連携し、画地情報・土地評価情報を取り込み、一括更新できること。

土地
No.2_5
土地
No.2_7

土地評価情報の管理及び評価額・課税標準額の算出を固定資産税システム側で実装する場合には本機能は不要となります
が、土地評価システム側で実装する場合には必要となるため、オプション機能と判断いたしました。

D市の次の機能については、評価計算にかかる機能であるため、標準化検討対象外となります。「284:CSVやエクセル形式
等のﾃﾞｰﾀを一括でシステムに取り込むことができ、かつその数値を使用して評価計算ができること。」

課税標準額関連情報（課税標準額を除く。）を土地評価システム側で管理する場合には、管理項目をご教示ください。連携項目として、本要件に追記することとなります。 【事務局修正案】
本要件から画地情報を削除し、以下の紐づけに必要な情報を連携することを想定しています。
　○一筆を複数画地とする場合の紐づけ
　○複数筆を一画地とする場合の紐づけ
　○画地上に家屋がある場合の紐づけ

本要件から画地情報を削除し、以下の紐づけに必要な情報を連携することとする。
　○一筆を複数画地とする場合の紐づけ
　○複数筆を一画地とする場合の紐づけ
　○画地上に家屋がある場合の紐づけ

1.2.23.
土地評価システム
連携（入力）

土地評価システムと連携し、以下の紐づけ設定及び土地評価額を取り込み、一括更新できること。
・一筆を複数画地とする場合の紐づけ
・複数筆を一画地とする場合の紐づけ
・画地上に家屋がある場合の紐づけ

0310 1.2.24. 土地評価額算出

【標準化検討対象外】

地方税法第388条から第422条の3の規定(固定資産の評価及び価格の決定)に基づき、土地の評価額の算出ができるこ
と。

_

土地評価を固定資産税システムで実現している場合であっても、土地評価機能は標準化検討対象外であるため、固定資産
税システムに実装されていても問題ありません。

標準化検討対象外 標準化検討対象範囲外 変更なし

1.2.24. 土地評価額算出

【標準化検討対象外】

地方税法第388条から第422条の3の規定(固定資産の評価及び価格の決定)に基づき、土地の評価額の算出ができること。

0320 1.2.25.
固定資産税にかか
る課税標準額算出

評価情報及び課税標準額関連情報により、課税標準額の算出ができること。
みなし方式だけでなく、類似土地負担水準方式と自治体平均負担水準方式で課税標準額の算出ができること。
負担調整措置が適用される場合には、本則課税標準額と負担調整後の課税標準額の算出ができること。

_

課税標準額算出にかかる機能の検討について、現時点では保留といたします。 現行運用において、課税標準額の算出機能を固定資産税システム・土地評価システムどちらで実装しているか、確認させてください。 【事務局修正案】
固定資産税システムで実装している団体も多いことから、本要件は必須機能といたします。
また、次の記載を追加いたします。「※固定資産税システム内に課税標準額の算出機能を実装することを想定しているが、土地評価システム側で同等機能を実装することも可とする。」

【備考】
課税標準額の算出機能について
　固定資産税システムで実装：4市　／　土地評価システムで実装：1市　／　サブシステムなし：2市
　／　未回答：4市

本要件は必須機能とする。
また、次の記載を追加する。「※固定資産税システム内に課税標準額の算出機能を実装することを想定しているが、土地評価システム側で同等機能を実装することも可とする。」

1.2.25.
固定資産税にかか
る課税標準額算出

土地評価情報等に基づき、固定資産税の課税標準額の算出ができること。
みなし方式だけでなく、類似土地負担水準方式と自治体平均負担水準方式で課税標準額の算出ができること。
負担調整措置が適用される場合には、本則課税標準額と負担調整後の課税標準額の算出ができること。

※固定資産税システム内に課税標準額の算出機能を実装することを想定しているが、土地評価システム側で同等機能を実装
することも可とする。

0321 新規
都市計画税にかか
る課税標準額算出

評価情報及び課税標準額関連情報により、課税標準額の算出ができること。
みなし方式だけでなく、類似土地負担水準方式と自治体平均負担水準方式で課税標準額の算出ができること。
負担調整措置が適用される場合には、本則課税標準額と負担調整後の課税標準額の算出ができること。

_

課税標準額算出にかかる機能の検討について、現時点では保留といたします。 現行運用において、課税標準額の算出機能を固定資産税システム・土地評価システムどちらで実装しているか、確認させてください。 【事務局修正案】
固定資産税にかかる課税標準額の算出機能と同様に、本機能は必須機能といたします。
また、次の記載を追加いたします。「※固定資産税システム内に課税標準額の算出機能を実装することを想定しているが、土地評価システム側で同等機能を実装することも可とする。」

本要件はオプション機能とする。
また、次の記載を追加する。「※固定資産税システム内に課税標準額の算出機能を実装することを想定しているが、土地評価システム側で同等機能を実装することも可とする。」

WT前の新規
都市計画税にかか
る課税標準額算出

土地評価情報、適用されている都市計画税の特例類型により、都市計画税の課税標準額の算出ができること。
みなし方式だけでなく、類似土地負担水準方式と自治体平均負担水準方式で課税標準額の算出ができること。
負担調整措置が適用される場合には、本則課税標準額と負担調整後の課税標準額の算出ができること。

※固定資産税システム内に課税標準額の算出機能を実装することを想定しているが、土地評価システム側で同等機能を実装
することも可とする。

2. 家屋管理 2. 家屋管理

2.1. 家屋登記情報マスタ管理 2.1. 家屋登記情報マスタ管理
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【仕様書たたき台】標準仕様書（機能）_04_固定資産税 構成員　WT前ご意見

集計版

修正方針 機能名称 仕様書たたき台 団体への確認事項 団体回答（9/11）を踏まえた修正方針 団体回答(9/11)を踏まえた再修正案（仕様書たたき台）要件の考え方・根拠 検討項目（論点案） 検討項目（論点）機能名称 仕様書たたき台
業務フローと

の対応

標準化候補検討

WT　当日検討内容
WT実施後の修正版 WT実施後の団体確認を踏まえた償却資産の修正版

0330 2.1.1. 家屋登記情報管理

法務局からの登記済通知書、登記申請書に基づき、家屋登記情報（表題部、権利部）を管理（設定、保持、修正）でき
ること。
＜家屋登記情報＞
・家屋大字
・家屋小字
・家屋地番
・家屋地番名称
・登記履歴番号
・登記異動理由
・登記異動年月日
・登記名義人漢字氏名
・登記名義人住所
・家屋番号
・登記建築年月日【建築年月日が不詳なものも管理できること】
・登記種類区分
・登記構成材料区分
・登記屋根種類区分
・登記地上階数
・登記地下階数
・登記床面積1階
・登記床面積1階以外
・登記滅失区分
・登記滅失年
・登記滅失床面積
・所有者異動理由
・所有者異動年月日
・所有者識別番号
・区分所有にかかる土地登記情報
・不動産番号【保留】

家屋
No.1_3

・地方税法上の家屋は、不動産登記法上の建物の意義と基本的に同様であるため、法務局から送付される登記済通知書の
登記情報を基に課税客体を把握します。そのため、必須機能と判断いたしました。

・法務局との登記情報の連携については、内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室において検討中であり、今後、検討結
果を反映する可能性があります。

・B市における次の機能の用途と必要性を確認させてください。
　「356:登記情報の管理：登記簿上の要件として、『その他』『屋根構造』『用途1』『用途2』『家屋番号』が管理できること。
　　357:家屋滅失情報の管理：現況並びに登記簿上の滅失年月日・滅失部分床面積の管理がおこなえること。
　　365:高床式家屋が識別できること。
　　409:整理番号は、年度が変わっても同じ番号で管理できること。」

・H市における次の機能の用途と必要性を確認させてください。
　「213:住居表示処理が可能であること。」

・H市における次の機能の必要性を確認させてください。なお、各事業者のパッケージにおける上限の有無については、APPLICに対して確認いたします。
　「215:最高100筆程度にまたがる家屋の所在地を管理できること。」

【事務局修正案】
・仕様書たたき台は、J-LISが提供する中間標準レイアウトを基に記載しておりますが、登記済み通知書の記載項目を基に、各項目を管理することといたします。
・B市、F市、J市の運用を踏まえて、整理番号を付番できる機能を要件化いたしいます。ただし、付番システムを別途用意し任意の付番ルールをExcel等で実現しても構わないことといたします。

【WT検討事項】
・登記済み通知書の記載項目で業務上、管理が不要な項目がある場合は、ご教示ください。
・G市において、区分家屋にかかる1棟分の情報が必要となる理由についてご教示ください。
・F市が要望している「その他」の項目については、課税台帳上のメモ機能で代替できないか、確認させてください。
・E市の「複数階数を有している建物の合計床面積を把握するために、合計の床面積を表示された方がいいと考える。また、各階毎の床面積も管理している。」について、1階と1階以外の床面積については
現行管理する想定です。各階ごとの床面積については評価にかかる事項であると認識しておりますが、管理する必要性を確認させてください。　→　E市
・B市365：高床式家屋
　どういった場合に有用となるのか確認させてください。→B市、J市

・B市409：整理番号
　－課税台帳上の整理番号としてよいか確認させてください。また、管理の単位・用途を確認させてください。　→B市、F市
　－家屋通番については、整理番号と同様でよいか、また、用途を確認させてください。　→J市
　－上記整理番号について、団体独自の付番ルールによる自動採番しない場合、業務上支障があるか確認させてください。

・H市213：住居表示処理
　－ご回答いただいた内容を確認させてください。また、実現方法としては手打ちであるか、確認させてください。→H市
・H市215：最高100筆にまたがる家屋
　－外番とは何か、確認させてください。→F市
　－100筆管理できれば問題ないか確認させてください。→J市

【事務局修正案】
・仕様書たたき台は、J-LISが提供する中間標準レイアウトを基に記載しておりますが、登記済み通知書の記載項目を基に、各項目を管理することとする。

・整理番号について、要件化については保留とする。ただし、要件化する場合は自動付番又は手入力どちらも行える機能とする。
　実現可否について、APPLIC税TFに照会いたします。（2.2.1.に保留として要件化いたします。）

・（2.2.1.に記載する）１棟全体の床面積については、必要な管理項目であると考えられることから、必須機能として追加する。

・100筆にまたがる家屋についてAPPLIC税TFに確認した結果、上限がないとの回答が得られたため、「最低100の所在地を管理できる」旨を追加いたします。

・住居であることが分かるフラグについては、標準化検討対象外としておりましたが、住宅用地特例の適用可否の判断に必要であるため、標準化の対象と考えられます。※　2.2.9.「住宅部分の床面積」で
判断できます。

2.1.1. 家屋登記情報管理

法務局からの登記済通知書に基づき、家屋登記情報を管理（設定・保持・修正）できること。
＜家屋登記情報＞
・不動産番号【保留】
・所在地（最低100の所在地を管理できること）
・家屋番号
・種類
・構造
・床面積
・建築年月日（建築年月日が不詳なものも管理できること）
・受付年月日
・所有者氏名、住所
・1棟の建物番号
・専有の建物番号
・権利者氏名、住所、持分
・義務者氏名、住所、持分
・受付年月日
・登記目的
・原因
・備考
・敷地権の主たる土地の符号、所在及び地番、地目
・敷地権の土地の符号、種類、割合

見切れのた
め行追加

【備考】
・登記済み通知書の記載のある項目については、別途確認し、ご提示いたします。
・APPLIC税TFあてに登記済み通知書の記載項目を全て管理することが、システム上実現可能であるか、確認いたします。
・APPLIC税TFあてに、大規模家屋で、複数筆にまたがる場合に、所在地として登録できる筆の上限数について確認いたします。

0340 2.1.2.

登記名義人を納税義務者情報を引用して登録できること。

家屋
No.1_3

・２自治体で要求されている機能です。用途と必要性を確認させてください。 ・本機能について、現行運用は、次のいずれかであるか確認させてください。
　①登記情報取込時に、登記名義人にて所有者情報を上書きしている
　②個別に登記名義人を選択して、所有者情報を上書きしている
　③上書きしていない

・土地登記情報マスタにおいても、必要な機能であるか確認させてください。

【事務局修正案】
・納税義務者情報については、登記名義人などの登記情報とは別に課税台帳上で管理することとしたため、本要件を削除いたします。

【WT検討事項】
E市について、課税台帳に反映する際に、氏名、住所など条件に納税義務者マスタで管理している情報（宛名情報）を自動で反映する機能について、必要性を確認させてください。

本要件を削除する。

（行削除）
2.1.2.

登記名義人を納税義務者情報を引用して登録できること。

0350 2.1.3.

法務局からの登記済通知書電子データを取り込み（登記履歴管理システムまたは家屋評価システム等の他のシステムを
介する場合も含む）、家屋登記情報を一括更新できること。

家屋
No.1_3

・自治体によっては、職員の手入力による登記情報の登録を行っておりますが、業務負担が大きいものと想定しておりま
す（予算制約上の理由から導入できていないものと推察しております。）。本機能を実装することにより、①業務の効率
化②過誤防止の2点に寄与できるものと考え、必須機能と判断いたしました。

・法務局との登記情報の連携については、内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室において検討中であり、今後、検討結
果を反映する可能性があります。

【事務局修正案】
本要件の記載を次のとおり修正いたします。
「法務局からの登記済通知書電子データを取り込み（登記履歴管理システムまたは家屋評価システム等の他のシステムを介する場合も含む）、取り込んだ一つ一つの登記済通知書電子データについて確認
後、家屋登記情報マスタに登録できること。」

【WT検討事項】
取り込んだ登記済通知書電子データの確認作業について、どこまで自動化するかについて、検討させてください。

・本要件の記載を次のとおり修正する。
「法務局からの登記済通知書電子データを取り込み（登記履歴管理システムまたは家屋評価システム等の他のシステムを介する場合も含む）、家屋登記情報マスタに登録できること。」

2.1.3.

法務局からの登記済通知書電子データを取り込み（登記履歴管理システムまたは家屋評価システム等の他のシステムを介す
る場合も含む）、家屋登記情報マスタに登録できること。

＜注釈＞
※取り込む際の方式（一括で取り込んでエラーチェックするのか、一つ一つ取り込んで確認するか）については、別途
APPLICに確認し、要件化の要否を含め検討いたします。

0360 2.1.4.

家屋登記情報を管理（設定、保持、修正）及び一括更新する際にアラートが表示できること。
＜アラート表示とする条件＞
・
・

家屋
No.1_3

・４自治体では要求として明記されていないものの、本機能は正確な家屋登記情報を登録するために一般的に利用されて
おり、必須機能と判断いたしました。

・H市では、「219:新規登録時に同一家屋番号の二重登録を防ぐためのチェックができること。」という機能を要求してお
りますが、アラートではなくエラーであると考え、たたき台への記載は不要と判断いたしました。

・業務上、アラートとして表示している事項がございましたら、ご教示ください。 【事務局修正案】
・6団体の運用を踏まえ、以下のアラートを要件化いたします。
　また、エラーとすべきものについても検討します。
＜アラートとする条件＞
・主棟と附属家を紐づける入力を行うとき、他の建物の附属家・規約共用として登録済みである場合
・表題部のみ入力されており、権利部が空欄である場合
・課税台帳と異なる項目がある場合（登記情報の異動がある場合）
・システムで想定している上限以上の共有構成員を、登録しようとする場合
・登録された所在地が土地登記情報マスタにない場合
・課税計算が未処理の状態で更新する際に注意文表示
＜エラーとする条件＞
・一つの物件に対し複数の異動があった際に、先行する異動がなされていない場合（分筆後、売買のとき、分筆がなくて売買が入った場合）
・登記年月日時点より前に棟及び所在地の筆が閉鎖されている場合
・家屋番号は入力されているが登記面積、登記建築年月日が空欄の場合

【WT検討事項】
・K市における「敷地権登録としての按分土地がある場合」のアラート機能について、区分所有にかかる土地の登記情報をシステム上、取り込める場合は、不要となるか確認させてください。
・K市における「登録された所在地が土地登記情報マスタにない場合」のアラート機能について、未登記土地の場合は登録する運用としているか確認させてください。
・K市における次のアラート機能の内容を確認させてください。
　－登記内容に不備がある場合
　－登記取り込みの異動対象以外の事由（贈与等）が登録された場合

【備考】
・K市における次の要件については、1.2.2.で検討いたします。
　「ワーニング機能として、宛名情報が不完全（同性同名が複数、K市外の住所）なものについて、異動待ちという名目でチェックリスト出力。正しいものに修正する。」
・「・現況階層2階で1階床面積が未入力の時」については、2.2.家屋課税台帳上のアラート機能にて検討いたします。

・以下のアラートを要件化する。

＜アラートとする条件＞
・主棟と附属家を紐づける入力を行うとき、他の建物の附属家・規約共用として登録済みである場合
・表題部に係る情報のみ入力されており、権利部に係る情報が空欄である場合
・登録された所在地が土地登記情報マスタにない場合
・課税計算が未処理の状態で更新する際に注意文表示
・登記情報のうち記載すべき項目が空欄となっている場合
・異動事由と齟齬のある変更がされた場合

＜エラーとする条件＞
・一つの物件に対し複数の異動があった際に、先行する異動がなされていない場合（分筆後、売買のとき、分筆がなくて売買が入った場合）
・登記年月日時点より前に棟及び所在地の筆が閉鎖されている場合
・家屋番号は入力されているが登記面積、登記建築年月日が空欄の場合

※課税台帳上の登記情報は、家屋登記情報マスタ上の情報を参照することとしたため、次のアラートは不要と判断いたします。「・課税台帳と異なる項目がある場合（登記情報の異動がある場合）」

※次のアラートについては、業務要件ではないため、個別の税目では定義いたしません。「・システムで想定している上限以上の共有構成員を、登録しようとする場合」
2.1.4.

家屋登記情報を管理（設定・保持・修正）及び一括更新する際にアラート・エラーが表示できること。

＜アラート表示とする条件＞
・主棟と附属家を紐づける入力を行うとき、他の建物の附属家・規約共用として登録済みである場合
・表題部に係る情報のみ入力されており、権利部に係る情報が空欄である場合
・登録された所在地が土地登記情報マスタにない場合
・課税計算が未処理の状態で更新する際に注意文表示
・登記情報のうち記載すべき項目が空欄となっている場合
・異動事由と齟齬のある変更がされた場合

＜エラー表示とする条件＞
・一つの物件に対し複数の異動があった際に、先行する異動がなされていない場合（分筆後、売買のとき、分筆がなくて売
買が入った場合）
・登記年月日時点より前に棟及び所在地の筆が閉鎖されている場合
・家屋番号は入力されているが登記面積、登記建築年月日が空欄の場合

0370 2.1.5.

異動前と異動後の家屋登記情報マスタ上の情報を確認できること。

家屋
No.1_3

・５自治体では要求しておりませんが、異動入力後の確認業務は、正確に異動情報を登録するために一般的に行われてい
るため、必須機能と判断いたしました。

・H市におけるチェックリスト出力機能は確認作業用のものか確認させてください。また、必要性を確認させてください。

・異動前、異動後の情報の確認をする際に、以下のどちらの運用としているかご教示ください。
　①システム画面上での確認
　②確認帳票として出力し、紙での確認

【本要件にかかる検討事項】
・7団体の運用状況を踏まえ、システム画面上での確認機能を必須機能とし、確認帳票（チェックリスト）として出力し、紙で確認できる機能はオプション機能としたします。
　参考　①：４団体　／　②：１団体　／　①及び②：２団体　／　未回答：４団体

システム画面上での確認機能を必須機能とし、確認帳票（チェックリスト）として出力し、紙で確認できる機能はオプション機能とする。

2.1.5.

異動前と異動後の家屋登記情報マスタ上の情報をシステム画面上で確認できること。
また、確認帳票（チェックリスト）として出力し、紙でも確認できること。

0380 2.1.6.

登記済み通知書などの必要な資料をイメージとして登録できること。

家屋
No.1_3

１自治体のみ要求している機能です。大規模自治体においても登記済通知書を紙で管理している場合があるため、オプ
ション機能と判断いたしました。

・イメージデータとして登録している登記済通知書以外の資料があればご教示ください。 【WT検討事項】
・本要件は資料原本の保管方法に関しての機能であるため、標準化検討対象範囲外といたします（1.1.5.と同様）。

※検討対象範囲外とした場合であっても、固定資産税システム及びサブシステムでの実装は可能となります

標準化検討対象外とする。

（行削除）
2.1.6.

【本要件は標準化検討対象範囲外とする。】

登記済み通知書などの必要な資料をイメージとして登録できること。

0390 2.1.7.

土地区画整理等による、所在地名（コード）の一括更新ができること。

家屋
No.1_3

業務負担軽減のため本機能は必要かと思いますが、２自治体でのみ要求しているため、WTにて要検討と判断いたしまし
た。

・本機能は家屋課税台帳（2.2.）においても必要か確認させてください。
・本機能は土地登記情報マスタ（1.1.）及び土地課税台帳(1.2.)においても必要か確認させてください。

・H市における次の機能の用途と必要性を確認させてください。
　「265:家屋台帳の内容（ex.冷凍倉庫から冷蔵倉庫への用途変更）について一括して更新が行えること。」

【事務局修正案】
・現時点では、登記済み通知書電子データ取り込み、個別に確認し登録する機能（2.1.3.）を必須機能としていることもあり、本機能については、不要であると判断いたします。
ただし、上記要件が実装できない場合は、本要件の要否について再度、検討いたします。

本要件を削除する。（2.1.3.が実装されない場合は、本要件の要否について再度検討する。）

（行削除）
2.1.7.

【本要件を削除】

土地区画整理等による、所在地名（コード）の一括更新ができること。

0400 2.1.8.

滅失処理ができること。

家屋
No.1_3

・建物が滅失した場合に必要となる機能です。3自治体のみの要求ですが必須機能と判断いたしました。
・一部自治体においては、閉鎖という文言を使用しておりますが、滅失と閉鎖は同一の処理であると想定しております。

・H市における次の機能の用途と必要性を確認させてください。
「282:キーとなるコード（物件管理番号）を変更することなく滅失した家屋を復活することができること。
　283:滅失した家屋を評価替え年度を挟んで復活させる時、新基準年度の評価額で復活させることが可能であること。」

【事務局修正案】
・4団体から必要であるとのご意見をいただいているため、「また、滅失家屋の復活処理ができること。」という機能の要件を追加いたします。

【WT検討事項】
・E市から、「滅失」より「閉鎖」という表現が良いという意見をいただいており、また、J市の「滅失時の異動事由を「滅失」以外に、「構造変更」・「課税除外」が設定できること。」という機能追加
の意見も同様主旨であると考えます。こちらに鑑み、「閉鎖」の中の１事由として「滅失」を含む構成としてよいか確認させてください。
・3団体から必要、1団体からケースは少ないが望ましいとのご意見をいただいているため、「滅失した家屋を評価替え年度を挟んで復活させる時、新基準年度の評価額で復活させることが可能であるこ
と。」という機能について、他団体における要否を確認いたします。【必要な場合は2.2.18.にて要件化いたします。】
・G市における「家屋現況調査情報」の滅失処理はどのような場面で必要となるのかご教示ください。
・J市における「構造変更」について、内容を確認させてください（登記情報の変更にかかる事項か、滅失にかかる事項か。）。
・K市の以下の機能の意見について、WTにて要否「各年度ごとに作業ができること」の内容について確認させてください。
　「滅失も過年度から物件単位で繰り越し可能となるか。その場合、閉鎖すると動かなくなることのないように各年度ごとに作業ができること。また、評価（現況）にも連動していること」

【WT検討事項（本要件以外）】
・2.2.8.家屋課税台帳に対する滅失処理についても同様に検討する。

「また、滅失家屋の復活処理ができること。」という機能の要件を追加する。

「滅失」ではなく「閉鎖」の文言を用いる。
「閉鎖」の原因事由を複数保持できることとする。

・評価替え年度を挟んで復活処理した場合の、最新の評価額が設定される機能については、不要とする（WTにてJ市とK市に改めて確認）。

・事務局再検討の結果、登記済み通知書の自動取り込みが実現した場合、本要件は不要とも考えられるが、改正不適合の場合、登記情報マスタについても手動で閉鎖処理を実施することが想定されるため、
本要件は定義することとする。

2.1.8.

閉鎖事由を設定の上、閉鎖処理ができること。
閉鎖処理後に閉鎖解除ができること。（誤操作を想定したもの）

※閉鎖事由について、土地の閉鎖についても設定を可能とすべきかWTにて確認。

0410 2.1.9. 分合棟処理

分棟・合棟処理ができること。

＜分棟処理＞
・元となる棟を選択する。
・分棟数を選択する。
・床面積（1階・1階以外）を手入力する。
・家屋登記情報の各項目のうち、床面積（1階・1階以外）以外の項目は分棟先へ引き継がれる。
・分棟処理の履歴が管理（登録）される。

＜合棟処理＞
・元となる棟を複数選択する。
・代表となる棟を一つ選択する。
・代表となる棟の家屋登記情報の各項目のうち、床面積（1階・1階以外）以外の項目について、合棟先へ引き継がれ
る。
・床面積（1階・1階以外）を手入力する。
・元となる棟は閉鎖される。
・合棟先となる棟で、元となった棟の履歴が管理（登録）される。
・合棟処理の履歴が管理（登録）される。

家屋
No.1_3

分棟とは、既存の1棟を、構造上独立した2棟以上に分けることです。また、合棟（合体）とは、2棟以上を、構造上1つの
建物とすることです。

分合棟処理において、元となる棟の情報のうち、どの情報を分合棟先へ引き継ぐのか、確認させてください。 【WT検討事項】
・仕様書に未記載の9団体中、3団体は未実装との回答を得ました。分棟合棟処理がどの程度の件数発生しているかをご教示ください。

【事務局修正案】
・現時点では、登記済み通知書電子データ取り込み、個別に確認し登録する機能を必須機能としていることもあり、本機能については、不要であると判断いたします。

・G市の「当自治体においては、台帳と現況をキー項目で結び付けそれぞれ管理をしている。そのため、分棟と合棟についてはそれぞれ既存の台帳と別の台帳の作成や既存の台帳同士の統合が行われること
になるが、現況情報について台帳の異動情報に合わせて適切に異動されることが望ましい。」について内容を確認させてください（どういった機能要件を追加するべきと考えているか）。　→G市

・I市の「現行システムに機能の搭載あり。導入予定である次期システムにおける要件定義については今後検討予定。」について、検討結果（必要性）を確認させてください。　→I市

【備考】
・E市から、「仕様書たたき台について、㎡当たり再建築費評点数をベースに取り扱う市町村と本市のように総再建築費評点数（経年判定のために㎡当たりを表示）の使用損が混在しているため、その点を
整理されたい。」とのご指摘をいただいておりますが、具体的に混在していると思われる要件をご教示ください。なお、再建築費評点数については評価にかかる事項であるため、標準化検討対象外となり
ます。

・事務局再検討の結果、登記済み通知書の自動取り込みが実現した場合、本要件は不要とも考えられるが、改正不適合の場合、登記情報マスタについても手動で分合棟処理を実施することが想定されるた
め、本要件は定義することとする。

2.1.9. 分合棟処理

分棟・合棟処理（誤った処理を行った場合には、その取り消し）ができること。

＜分棟処理＞
・元となる棟を選択する。
・分棟数を選択する。
・床面積（1階・1階以外）を手入力する。
・家屋登記情報の各項目のうち、床面積（1階・1階以外）以外の項目は分棟先へ引き継がれる。
・分棟処理の履歴が管理（登録）される。

＜合棟処理＞
・元となる棟を複数選択する。
・代表となる棟を一つ選択する。
・代表となる棟の家屋登記情報の各項目のうち、床面積（1階・1階以外）以外の項目について、合棟先へ引き継がれる。
・床面積（1階・1階以外）を手入力する。
・元となる棟は閉鎖される。
・合棟先となる棟で、元となった棟の履歴が管理（登録）される。
・合棟処理の履歴が管理（登録）される。

0420 2.1.10.

分棟・合棟処理のアラートが表示できること。
＜アラート表示とする条件＞
・
・

家屋
No.1_3

要求している自治体はありませんが、正確な分棟・合棟処理を行うため、必須機能であると判断いたした。 業務上、アラートとして表示している事項がございましたら、ご教示ください。 【事務局修正案】※2.1.9.を要件化する場合は以下の内容で検討
・1団体の運用を踏まえ、以下のアラートを要件化いたします。
　また、エラーとすべきものについても検討します

＜アラートとする条件＞
・登録された所在地が土地登記情報マスタ上に登録されていない場合
・必須項目が未入力である場合

＜エラーとする条件＞
・特に無し。

【WT検討事項】
K市について、データ連携で分合棟も入力する場合のアラート表示について内容を確認させてください。

J市について、床面積及び評価額を再設定する際のアラート表示について内容を確認させてください。

【備考】
・「・現況階層2階で1階床面積が未入力の時」については、2.2.家屋課税台帳上のアラート機能にて検討いたします。

以下のとおり要件化する。

分棟・合棟処理のエラー・アラートが表示できること。
＜アラートとする条件＞
・登録された所在地が土地登記情報マスタ上に登録されていない場合
・必須項目が未入力である場合

＜エラーとする条件＞
・特に無し。

2.1.10.

分棟・合棟処理のアラートが表示できること。
＜アラート表示とする条件＞
・登録された所在地が土地登記情報マスタ上に登録されていない場合
・必須項目が未入力である場合

＜エラーとする条件＞
・

2.2. 家屋（補充）課税台帳管理 2.2. 家屋（補充）課税台帳管理

0430 2.2.1. 課税台帳作成

賦課決定以降、任意のタイミングで現年度の家屋（補充）課税台帳を基に、次年度向け家屋（補充）課税台帳の作成が
できること。
課税台帳は、一棟ごとに、様式記載事項（地方税法施行規則第25号様式に掲げる事項）に加え、以下の情報（様式記載
事項は除く）を管理（登録・修正・削除）できること。
・家屋登記情報
・家屋現況情報
・家屋評価情報
・課税標準額関連情報
・納税義務者情報
・区分所有情報（持分割合、部屋番号、軽減対象床面積、専有部分の床面積、共用部分の床面積）
・物的非課税・特例情報
・適用する固定資産税・都市計画税の特例・非課税類型、特例率、適用開始年度、適用を受ける床面積
・適用する固定資産税・都市計画税の不均一課税類型
・適用する固定資産税・都市計画税の減免類型、減免率、適用を受ける床面積、適用を開始した日及び、終了した日
・更正事由及び更正年月日

※区分所有においては、一部屋を一棟として扱う。

※特例率及び減免率については、選択した特例・非課税類型、減免類型ごとに、あらかじめ設定された割合が自動入力
されることとする。

_

・４自治体が要求しておりませんが、業務量を平準化するために次年度向けの課税台帳作成機能は、一般的に利用されて
いる機能です。そのため、必須機能と判断いたしました。

・全構成員にお聞きします。D市における次の機能について、必要性を確認させてください。
　「192:他の家屋基本情報を複写して、入力内容の軽減を図り新規に家屋情報を作成することができること。」

・次々年度以降の課税台帳が作成できる機能は不要と想定しておりますが、業務上の支障がある場合は、ご教示ください。

【事務局修正案】
・6団体から要望がありましたので、「他の家屋の課税（補充）台帳上の情報を複写して、新規に家屋の情報を作成することができること。」の機能を別途要件化いたします。

【WT検討事項】
・E市における以下の機能を確認させてください。
「・評価替えのタイミングで変更する「用途変更」処理については、第2年度等に発生しても登録しておくことで、処理漏れを防ぐメリットがあると考える。」

・G市における以下のご意見について確認させてください。
　「他の家屋基本情報を複写して、入力内容の軽減を図り新規に家屋情報を作成することができること。」という機能についてはなくても良い。」

【備考】
・次々年度以降の課税台帳が作成できる機能は不要といたします。

【02版からの修正】
・削除「・物的非課税・特例情報」
　追加「・適用する固定資産税・都市計画税の特例・非課税類型、特例率、適用開始年度、適用を受ける床面積」
　　　「・適用する固定資産税・都市計画税の不均一課税類型」
　　　「・適用する固定資産税・都市計画税の減免類型、減免率、適用を開始した日及び、適用を受ける床面積、終了した日」
　　　「※特例率及び減免率については、選択した特例・非課税類型、減免類型ごとに、あらかじめ設定された割合が自動入力されることとする。」

・課税台帳上では土地登記情報を保持せずに、当該年度の賦課期日時点における家屋登記マスタ上の土地登記情報を参照することとする。（要件1.1.1.での検討結果を踏まえた事務局案）

・「異動事由及び異動年月日」については要件化をWTにて検討する。（2.2.7.より）

・「特記事項（メモ）」を追加（2.2.16.より）

・以下について、本要件に統合する。（2.2.17.より）
＜家屋評価情報＞
・評価額
＜課税標準額関連情報＞
・課税標準額
・課税標準額の特例措置による軽減額

・事務局再検討の結果、住居表示に対応できることをオプション機能として追加する。

・（2.2.20.より）評価替えの機能については標準化検討対象外であるが、固定資産税システムで実装することも可である旨を記載する。

・（2.1.1.及び2.2.9.より）1棟全体の床面積を管理する機能を必須機能として追加する。

・（2.2.10.より）家屋現況調査の進行管理機能について、2.2.1.と2.2.1.の下に事務局案を作成。オプション機能とする。

・（2.1.1.より）※　1棟ごとに整理番号を、自動付番又は手入力で付番のどちらも行えること。【保留】を追加いたします。

・一定のルールに沿った自動付番の要否についてWTにて確認。

2.2.1. 課税台帳作成

賦課決定以降、任意のタイミングで現年度の家屋（補充）課税台帳を基に、次年度向け家屋（補充）課税台帳の作成ができ
ること。
課税台帳は、一棟ごとに、様式記載事項（地方税法施行規則第25号様式に掲げる事項）に加え、以下の情報（様式記載事項
は除く）を管理（設定・保持・修正）できること。
・家屋登記情報（保持はせずに、家屋登記情報マスタ上の情報を参照すること。）
・家屋現況情報
・家屋評価情報（評価額）
・課税標準額関連情報（固定資産税・都市計画税の課税標準額、課税標準額の特例措置による軽減額）
・納税義務者情報
・区分所有情報（持分割合、部屋番号、軽減対象床面積、専有部分の床面積、共用部分の床面積、1棟全体の床面積）
・適用する固定資産税・都市計画税の特例・非課税類型、特例率、適用開始年度、適用を受ける床面積
・適用する固定資産税・都市計画税の不均一課税類型
・適用する固定資産税・都市計画税の減免類型、減免率、適用を受ける床面積、適用を開始した日及び、終了した日

・更正事由及び更正年月日
・適用する家屋現況調査の進行状況の類型　
・特記事項（メモ）
・住居表示

※区分所有家屋においては、一部屋を一棟として扱う。

※特例率及び減免率については、選択した特例・非課税類型、減免類型ごとに、あらかじめ設定された割合が自動入力され
ることとする。

※評価関連機能のうち、多くの団体において評価システムではなく固定資産税システムで実現しているもの（経年減点補正
など）については、標準化検討対象外であるが、固定資産税システムで実装することも可である。

※　1棟ごとに整理番号を、自動付番又は手入力で付番のどちらも行えること。【保留】

※　「異動事由及び異動年月日」については要件化をWTにて検討する。

「他の家屋の課税（補充）台帳上の情報を複写して、新規に家屋の情報を作成することができること。」をオプション機能として新規に追加する。（2.2.1.より）

WT後の新規

他の家屋の家屋（補充）課税台帳上の情報を複写して、新規に家屋の情報を作成することができること

「現年度の課税台帳上の情報を修正した場合に、自動で、次年度の他の課税台帳上の情報にも反映される。」旨の機能を必須として、以下を新規に追加する。(2.2.6.より)

・次年度の課税台帳が既に作成されている場合、現年度の課税台帳上の情報を修正した際に、次年度の課税台帳上の情報に反映するか否か選択できること。

WT後の新規

次年度の課税台帳が既に作成されている場合、現年度の課税台帳上の情報を修正した際に、次年度の課税台帳上の情報に反
映するか否か選択できること。

＜注釈＞
※　自動反映にするか、選択して反映するかをWTにて確認。

・（2.2.7.より）オプション機能として、次の機能を要件化する。
「非区分所有家屋を区分所有家屋とする場合には、従前の課税台帳を閉鎖し、従前の課税台帳と紐付いた新たな課税台帳を作成できること。」及び「区分所有家屋を非区分所有家屋とする場合には、従前の
課税台帳を閉鎖し、従前の課税台帳と紐付いた新たな課税台帳を作成できること。」

WT後の新規

非区分所有家屋を区分所有家屋とする場合には、従前の課税台帳を閉鎖し、従前の課税台帳と紐付いた新たな課税台帳を作
成でき、また、区分所有家屋を非区分所有家屋とする場合には、従前の課税台帳を閉鎖し、従前の課税台帳と紐付いた新た
な課税台帳を作成できること。

・（2.2.10.より）家屋現況調査の進行管理機能について、2.2.1.と2.2.1.の下に事務局案を作成。オプション機能とする。

WT後の新規

家屋現況調査の進行状況のそれぞれについて、家屋現況調査の進行状況の類型ごとに家屋現況調査進行関連情報を管理（設
定・保持・修正）できること。
＜家屋現況調査進行関連情報＞
・名称

0431 新規

納税義務者マスタを基に、課税台帳上の納税義務者情報を管理（登録・修正・削除）できること。 【事務局修正案】
当初の仕様書たたき台の記載から、新規に追加した要件となります。必須機能と判断しております。

事務局再検討の結果、以下の書きぶりに修正。

・納税義務者マスタに保持されている一の納税義務者を選択して、課税台帳上の納税義務者情報を設定・修正できること。 WT前の新規

納税義務者マスタに保持されている一の納税義務者を選択して、課税台帳上の納税義務者情報を設定・修正できること。
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【仕様書たたき台】標準仕様書（機能）_04_固定資産税 構成員　WT前ご意見

集計版

修正方針 機能名称 仕様書たたき台 団体への確認事項 団体回答（9/11）を踏まえた修正方針 団体回答(9/11)を踏まえた再修正案（仕様書たたき台）要件の考え方・根拠 検討項目（論点案） 検討項目（論点）機能名称 仕様書たたき台
業務フローと

の対応

標準化候補検討

WT　当日検討内容
WT実施後の修正版 WT実施後の団体確認を踏まえた償却資産の修正版

0440 2.2.3.

家屋（補充）課税台帳の各項目を管理（登録・修正・削除）する際に、アラートが表示できること。
＜アラート表示とする条件＞
・
・

_

・４自治体では要求として明記されていないものの、本機能は正確な家屋登記情報を登録するために一般的に利用されて
おり、必須機能と判断いたしました。

・エラーチェックの項目について、論理チェック（入力漏れのチェック等）については明記せず、業務上においてエラー
として扱っているものがあれば明記する方針です。

・業務上、アラートとして表示している事項がございましたら、ご教示ください。 以下のアラート・エラーの条件を追加する。

＜アラート表示とする条件＞
・登録された所在地が土地登記情報マスタにない場合
・納税義務者が死亡者である場合
・非課税家屋の所有者が変わった場合に、非課税家屋のままとなっている場合
・主棟と附属棟を紐づける入力を行うとき、当該附属棟が既に他の主棟と紐づいている場合
・現況階層2階で1階床面積が未入力の場合
・所在地、登記名義人（所有者）、種類、構造、床面積、階層について、登記情報と現況情報が異なる場合　※オプション
・現況情報の修正等の評価額に影響を与える処理をした際に、評価額の再設定が行われていない場合

＜エラー表示とする条件＞
・必要項目の入力漏れがある場合
・課税面積より特例・非課税が適用される面積が大きい場合
・1階床面積が合計床面積より大きい場合
・台帳閉鎖処理を行う際に、対象となる台帳が既に閉鎖されている場合

以下のアラートについては、同主旨のアラートを追加したことから、追加しておりません。
・用途や面積の修正があった場合に、正しい評価額等に修正するための計算を実施していない場合
・登記情報と現況情報が異なる場合

以下のアラートの主旨について、H市（？）に確認。

・新築軽減の対象候補となる戸数と、新築軽減の適用戸数に差異がある場合

2.2.3.

家屋（補充）課税台帳の各項目を管理（設定・保持・修正）する際に、アラート・エラーが表示できること。

＜アラート表示とする条件＞
・登録された所在地が土地登記情報マスタにない場合
・納税義務者が死亡者である場合
・非課税家屋の所有者が変わった場合に、非課税家屋のままとなっている場合
・主棟と附属棟を紐づける入力を行うとき、当該附属棟が既に他の主棟と紐づいている場合
・現況階層2階で1階床面積が未入力の場合
・所在地、登記名義人（所有者）、種類、構造、床面積、階層について、登記情報と現況情報が異なる場合
・現況情報の修正等の評価額に影響を与える処理をした際に、評価額の再設定が行われていない場合
・新築軽減の対象候補となる戸数と、新築軽減の適用戸数に差異がある場合

＜エラー表示とする条件＞
・必要項目の入力漏れがある場合
・課税面積より特例・非課税が適用される面積が大きい場合
・1階床面積が合計床面積より大きい場合
・台帳閉鎖処理を行う際に、対象となる台帳が既に閉鎖されている場合【P】
・新築軽減を適用する床面積が上限面積（新築軽減の適用戸数×120㎡）を超える場合

・（2.2.5.より）次の機能をエラー条件とする。
　「新築軽減を適用する床面積が一定の条件により算出される上限面積を超える場合」

・（2.2.5.より）次の機能をアラート条件とする。
　「新築軽減の対象候補となる戸数と、新築軽減の適用戸数に差異がある場合」

見切れのた
め行追加

0450 2.2.4.

異動前と異動後の家屋（補充）課税台帳上の情報を確認できること。

_

・５自治体では要求しておりませんが、異動入力後の確認業務は、正確に異動情報を登録するために一般的に行われてい
るため、必須機能と判断いたしました。

・H市におけるチェックリスト出力機能は確認作業用のものか確認させてください。また、必要性を確認させてください。

・異動前、異動後の情報の確認をする際に、以下のどちらの運用としているかご教示ください。
　①システム画面上での確認
　②確認帳票として出力し、紙での確認

【事務局修正案】
・8団体の運用状況を踏まえ、システム画面上での確認機能を必須機能とし、確認帳票（チェックリスト）として出力し、紙で確認できる機能はオプション機能としたします。
　参考　①：５団体　／　②：１団体　／　①及び②：２団体　／　未回答：３団体

・K市のご意見にありました未登記の家屋（家屋補充台帳）を、登記上の家屋（家屋課税台帳）とする場合の処理については、次のアラート機能の要件化を考えております。（2.2.3.に追加）
　「未登記家屋について、家屋登記情報の設定を行う場合（家屋登記情報マスタからの自動反映の場合を含む。）また、その際において、家屋登記情報と家屋現況情報に差異がある場合」

システム画面上での確認機能を必須機能とし、確認帳票（チェックリスト）として出力し、紙で確認できる機能はオプション機能とする。

2.2.4.

異動前と異動後の土地登記情報マスタ上の情報をシステム画面上で確認できること。
また、確認帳票（チェックリスト）として出力し、紙でも確認できること。

0460 2.2.5. 家屋登記情報管理

家屋登記情報マスタを基に、家屋登記情報を管理（登録・修正・削除）できること。
未登記の家屋についても、家屋登記情報と同項目を管理（登録・修正・削除）できること。
（家屋登記情報に未登記フラグを立ててもよいし、未登記情報として管理してもよい。）

_

家屋（補充）課税台帳作成のために必須機能と判断いたしました。 ・B市における次の機能の用途と必要性を確認させてください。
 「420:用途、種別の変更：画面から用途、種別情報の入力ができること。：評価計算を行うか行わないかを選択できること。（用途・種別について、どちらが評価計算用・帳票印字用なのか、わかりやす
い表示をしてほしい。（評価用・証明用など））」

・H市における次の機能の用途と必要性を確認させてください。
　「279:経年減点補正率計算用起算建築年と証明用建築年を保持できること。
　　312:軽減戸数と全体戸数を分けて管理できること。」

【事務局修正案】
・構成員からの意見を踏まえ、未登記家屋については、家屋登記情報の項目を管理すべきではないと判断し、原案で記載の「家屋登記情報と同等項目の管理」を削除し、本要件を次のとおり修正いたしま
す。
「家屋登記情報マスタを基に、家屋登記情報を管理（登録・修正・削除）できること。
　なお、未登記の家屋についても、未登記フラグを立てた上で、家屋登記情報と同項目を空欄にて管理（登録・修正・削除）できること。」

【WT検討事項】
○B市420
  ・評価計算用の情報は標準化検討対象外となります。
　　帳票印字用の用途・種別については、土地現況情報として管理する予定です。
　　これらの認識に齟齬がないか確認させてください。→　F市、B市、J市
○H市279
  ・経年減点補正率計算用起算建築年は評価計算用の情報であるため標準化検討対象外となります。
　　本仕様書では証明書用の建築年のみ管理することになりますが、家屋登記情報のうち「建築年月日」が証明書用の建築年と一致するのか確認させてください。　→　H市、J市

○H市312
　・軽減戸数について管理する必要性を教えてください（税額計算過程で必要な情報ではあるが、個別に管理する必要があるか。→　H市　）、（どういうエラーチェックを想定しているのか、また、当該
エラーチェックが発生する頻度について教えてください。　→　J市）

・2.2.1.において、課税台帳上では家屋登記情報を保持せずに、当該年度の賦課期日時点における家屋登記マスタ上の家屋登記情報を参照することとしたため、課税台帳上での家屋登記情報の管理機能を削
除する。

・以下については、未登記家屋の情報管理に必要なため、要件化する。
「未登記の家屋について、未登記フラグを立てた上で、家屋登記情報と同項目を空欄にて管理（設定・保持・修正）できること。」

・（2.2.9.に記載する）「現況用途」と「経年減点補正率の適用区分としての用途」について
　「経年減点補正率の適用区分としての用途」を、固定資産税システムで実装しても構わない旨を記載する。

・（2.2.3.に記載する）次の機能をエラー条件とする。「新築軽減を適用する床面積が上限面積（新築軽減の適用戸数×120㎡）を超える場合」

・（2.2.3.に記載する）次の機能をアラート条件とする。「新築軽減の対象候補となる戸数と、新築軽減の適用戸数に差異がある場合」 2.2.5.
未登記家屋情報管
理

未登記の家屋について、未登記フラグを立てた上で、家屋登記情報と同項目を空欄にて管理（設定・保持・修正）できるこ
と。

0470 2.2.6.

家屋登記情報マスタ上の家屋登記情報が更新された場合、次年度向け課税台帳上の家屋登記情報に自動反映されるこ
と。

_

課税台帳上の家屋登記情報の登録にかかる便利機能です。本機能の必要性についてWTにて確認させてください。 ・本機能の必要性について、ご確認ください。

・自動反映機能が必要な場合は、現年度または次年度どちらの課税台帳上の家屋登記情報に反映される必要があるのか（またはどちらもか）、ご教示ください。

当初の仕様書たたき台の記載から、変更無しといたします。
※緑字（必要性について疑義がある）の記載は、黒字化し、必須機能といたします。

【WT検討事項】
・F市における「現行：先に次年度向け課税台帳のみ変更でき、必要に応じてその情報を現年度の台帳に複写する仕様である」について、本仕様書では現年度・次年度の課税台帳の更新を行うことは可能で
すが、複写機能までは想定していません。複写機能の必要性を教えてください。
・K市における「年度中途は繰り越し機能がある。」についてどういった機能を想定しているか教えてください。
・E市、J市について本機能が必要か改めて確認させてください。

・2.2.1.において、課税台帳上では家屋登記情報を保持せずに、当該年度の賦課期日時点における家屋登記マスタ上の土地登記情報を参照することとした場合は本要件は不要となる。（要件1.1.1.での検討
結果を踏まえた事務局案）

・「現年度の課税台帳上の情報を修正した場合に、自動で、次年度の他の課税台帳上の情報にも反映される。」を必須機能として新規に追加する。（2.2.1.の下に追加）

2.2.6.

【2.2.1.の家屋登記情報について問題がなければ不要】

家屋登記情報マスタ上の家屋登記情報が更新された場合、次年度向け課税台帳上の家屋登記情報に自動反映されること。

0480 2.2.7.

家屋登記情報について異動入力(過年度、現年度)ができること。システム上の処理日及び処理事由も管理（登録・修
正・削除）できること。

_

・家屋登記情報（登記異動理由、登記異動年月日など）とは別にシステム上の処理日や処理事由を管理する必要があるか
確認させてください。

・D市において、「大字」「字」「地目」などは、入力補助画面の一覧から対象を選択することができること。」の機能を
要求しておりますが、こちらは特定の製品での操作性を意識したものであると想定し、たたき台へ記載しておりません。

・B市における次の機能の用途と必要性を確認させてください。
　「421:その他課税情報等の変更：画面から各種家屋情報を変更できること。」

・C市における次の機能の用途と必要性を確認させてください。
　「307:（２）用途が変更になった場合は、仮の建築年数が自動で選択される。」

・H市における次の機能の用途と必要性を確認させてください。
　「228:共有分割（既存の家屋を区分登記にて分割）の処理ができること。
　　267:レコード単位での異動処理ができること。
　　275:一棟情報のデータの付け替えができること。
　　276:家屋の用途変更があった場合に，評価額の変更を回避するための設定と計算を行うことができること。
　　277:用途変更の対応（直近下位方式）ができること。
　　317:前符号の管理ができること（地先、地先官有地、合番、合番の合番、合併、官有地、無番地、官有無番地など）」

【事務局修正案】
異動入力については、2.2.1.の修正に含まれるため、本要件を削除いたします。
なお、システム上の処理日及び処理事由の管理機能については、12. 検索・照会・履歴において、要件化いたします。

E市の「仕様書たたき台について、過年度にも異動の処理日が必要とは考えません。現年において原因日等を登録しておけば済むと考える。」について、12. 検索・照会・履歴にて検討します。

【検討事項】
・B市の「421:その他課税情報等の変更：画面から各種家屋情報を変更できること。」について、内容を教えてください。→B市
・H市の「228:共有分割（既存の家屋を区分登記にて分割）の処理ができること：必要（現行では、既存の家屋情報を閉鎖し、新規で区分所有家屋として登録しなおしている）」について、必要性を検討さ
せてください。→F市、H市、J市
・H市の「276:家屋の用途変更があった場合に，評価額の変更を回避するための設定と計算を行うことができること。」について、評価に関する事項（標準化対象外）と考えますが、どういう場面を想定し
ているかを教えてください。→F市、H市
・H市の「317:前符号の管理ができること（地先、地先官有地、合番、合番の合番、合併、官有地、無番地、官有無番地など）」について、内容を教えてください。→H市
・以下について検討結果を教えてください。→H市
　　－267:レコード単位での異動処理ができること。
　　－275:一棟情報のデータの付け替えができること。

・異動入力については、2.2.1.の修正に含まれるため、本要件を削除する。

・（2.2.1.の下に追加する。）オプション機能として、次の機能を要件化する。
「非区分所有家屋を区分所有家屋とする場合には、従前の課税台帳を閉鎖し、従前の課税台帳と紐付いた新たな課税台帳を作成できること。」及び「区分所有家屋を非区分所有家屋とする場合には、従前の
課税台帳を閉鎖し、従前の課税台帳と紐付いた新たな課税台帳を作成できること。」
※履歴が確認できることも別途、要件化する。（12.の検討時に追加）

2.2.7.

【2.2.1.に統合】

家屋登記情報について異動入力(過年度、現年度)ができること。システム上の処理日及び処理事由も管理（設定・保持・修
正）できること。

0490 2.2.8.

滅失処理ができること。

_

・建物が滅失した場合に必要となる機能です。３自治体のみの要求ですが必須機能と判断いたしました。
・一部自治体においては、閉鎖という文言を使用しておりますが、滅失と閉鎖は同一の処理であると想定しております。

・B市における次の機能について、一部滅失処理は、家屋面積の異動により実現できると想定しておりますが、認識に相違ないかご確認ください。
「415:全部滅失、一部滅失：画面から全部滅失・一部滅失の異動ができること。一部滅失において、評価額を変更するか変更しないかを選択できること。変更する際は、面積按分計算もできること。」

・B市における次の機能の用途と必要性を確認させてください。
「419:復活：滅失誤りにより台帳から滅失した家屋を復活できること。」

【事務局修正案】
登記情報マスタの「滅失処理（2.1.8.）」に合わせて、以下の要件を追加します。
・「また、滅失家屋の復活処理ができること。」

【WT検討事項】
・「滅失」→「閉鎖」の表現修正を実施するかについて、2.1.8.と同様とします。
・E市の「「滅失」より「閉鎖」という表現が良いという意見をいただいており、また、J市の「滅失時の異動事由を「滅失」以外に、「構造変更」・「課税除外」が設定できること。」について、2.1.8.
と同様とします。
・C市の「滅失には「全部滅失」と「一部滅失」があり、両方の処理が必要となる。なお「一部滅失」により面積に修正が生じた場合の評価額は面積按分により評価額を算出する機能が必要。」について、
一部滅失という処理は特段必要ないと考えていますが、問題ないか確認させてください。→B市、C市
・K市の「区分評価の区分廃止」について、内容を教えてください、→K市

「また、滅失家屋の復活処理ができること。」という機能の要件を追加する。

「滅失」ではなく「閉鎖」の文言を用いる。
「閉鎖」の原因事由を複数保持できることとする。

2.2.8.

閉鎖事由を設定の上、閉鎖処理ができること。
閉鎖処理後に閉鎖解除ができること。（誤操作を想定したもの）

0500 2.2.9. 家屋現況情報管理

家屋現況情報を管理（登録、修正、削除）できること。
＜家屋現況情報＞
・増築区分
・現況滅失区分
・建築年月日
・建築区分
・種類区分
・主たる用途区分
・工法区分
・構成材料区分
・屋根種類区分
・鉄骨区分
・地上階数
・地下階数
・床面積1階
・床面積1階以外
・共用部分の床面積
・滅失区分
・滅失年
・住宅戸数
・住宅部分の床面積
・貸家区分
・改築年
・一部滅失部分床面積
・マンションフラグ
・家屋一棟フラグ
・市街化区域・市街化調整区域・非線引き・都市計画区域外・自治体独自の区分

家屋
No.2_3

・３自治体で要求しているとおり、現況調査結果に基づく、家屋現況情報の管理は必須機能であると判断いたしました。

・データ項目については、中間標準レイアウトに記載のない項目を要求している自治体があるため、一部をWTにて要検討
と判断いたしました。

・H市では家屋現況情報としてメモ機能を要求しておりますが、課税台帳上のメモ機能があれば足りると判断しておりま
す。

・列挙した家屋現況情報について不要な項目がないかご確認ください。
　また、必要な項目が漏れていないかご確認ください。

・B市における次の機能の用途と必要性を確認させてください。
　「363:住宅用地の特例判定の為、現況用途区分（経年減点補正率表の適用基準となる用途区分）を変更せずに、家屋の実際の用途が変わった場合の【住宅用途・非住宅用途・併用用途】の識別をする為
の区分が管理・運用できること。
　　437:家屋現況情報でマンションフラグ、家屋の一棟を示すフラグが設定できること。(一棟物件同士の紐付けができること。)」

・H市における次の機能の用途と必要性を確認させてください。
　「284:翌年度向け家屋現況台帳が履歴取消・訂正できること。
　　285:家屋現況台帳履歴を、最新台帳として複写できること。
　　286:家屋現況台帳が、別の物件に複写できること。
　　309:家屋階層別情報が管理できること。地下2階、地上20階分以上。
　　320:建築事由が新築、増築、改築、その他で区別できること。
　　323:プレハブ区分がプレハブ居宅木質系、プレハブ居宅軽量鉄骨系、プレハブ居宅鉄筋コンクリート、プレハブ居宅鉄骨系、ログハウス、2×4などで区別できること。
　　324:家屋任意項目（物件情報の内、テナント分離課税などのようにフラグ管理をするもの）は適用されていない項目も含め、すべて管理できること。」

【事務局修正案】
・原案では未登記の家屋の地番管理ができないことから、家屋現況情報として「所在地番」を管理することといたします。（結果的に、登記済み家屋については地番を家屋登記情報と家屋現況情報の両方
で管理することとなります。）

【WT検討事項】
・評価の関連項目については検討の対象外となりますが、記載されている事項について、評価の関連項目以外のものを教えてください。→C市
・E市より「共用部分の床面積」は評価の関連項目との意見がありますが、認識を教えてください。→E市
・E市より「床面積合計」が必要との意見がありますが、「1階床面積」と「1階以外床面積」の合計で算出できると考えております。必要性について確認させてください。→E市
・G市の「基準前年度評価額」について、現況情報として管理する必要性を教えてください。
→G市
・以下の項目については、不明または不要との意見があったため、WTにて要否を確認させてください。
　〇増築区分
　〇建築区分
　〇工法区分
　〇構成材料区分
　〇家屋一棟フラグ
　〇種類区分
　〇主たる用途区分
　〇屋根種類区分
　〇鉄骨区分
　〇地上階数・地下階数

・H市の「324:家屋任意項目（物件情報の内、テナント分離課税などのようにフラグ管理をするもの）は適用されていない項目も含め、すべて管理できること。」」について、WTにて検討させてください
（要件化の方向で検討）。

・原案では未登記の家屋の地番管理ができないことから、家屋現況情報として「所在地番」を管理することとする。（結果的に、登記済み家屋については地番を家屋登記情報と家屋現況情報の両方で管理す
ることとなる。）

・（2.2.5.より）「現況用途」と「経年減点補正率の適用区分としての用途」について
　「「経年減点補正率の適用にかかる用途・構造区分」等の評価額計算にかかる情報について、標準化検討対象外であるが、固定資産税システムで実装することとしてもよい。」と注記する。

・家屋現況情報の各項目について検討中のため、保留【P】とする。

・増築区分の要否については、増改築の際に課税台帳を一枚作成するかによるため、保留【P】とする。

・地上階数、地下階数を必須機能とする。

2.2.9. 家屋現況情報管理

家屋現況情報を管理（登録、修正、削除）できること。
＜家屋現況情報＞【P】
・増築区分
・現況滅失区分
・建築年月日
・建築区分
・種類区分
・主たる用途区分
・工法区分
・構成材料区分
・屋根種類区分
・鉄骨区分
・地上階数
・地下階数
・床面積1階
・床面積1階以外
・共用部分の床面積
・滅失区分
・滅失年
・住宅戸数
・住宅部分の床面積
・貸家区分
・改築年
・一部滅失部分床面積
・所在地番（未登記の家屋の地番管理を実施するため）
・市街化区域・市街化調整区域・非線引き・都市計画区域外・自治体独自の区分

※「経年減点補正率の適用区分としての用途」等の評価額計算にかかる情報について、標準化検討対象外であるが、固定資
産税システムで実装することとしてもよい。

・B市の「437:家屋現況情報でマンションフラグ、家屋の一棟を示すフラグが設定できること。(一棟物件同士の紐付けができること。)」、及び、K市の「登記ではマンション全体の情報がないため、全体
情報を入れる項目が必要です。K市では区分代表データとして１棟分の情報を持たせています。」について、WTにて必要性を確認させてください。

・H市について、285,286の検討結果を教えてください（285については次年度に課税台帳を複写できればよろしいでしょうか）。→H市

・H市の「309:家屋階層別情報が管理できること。地下2階、地上20階分以上。」について、現況情報にて地上階数・地下階数を管理することとしていますが、そちらで不足がないか確認させてください。
→H市、J市

・H市の「320:建築事由が新築、増築、改築、その他で区別できること。」について、仕様書たたき台の「建築区分」にて管理する想定ですが、問題ないでしょうか。→H市、J市

・J市の「登記・現況種類とは別に用途を設定できること。」について、内容・必要性を確認させてください。→J市

・B市の「363:住宅用地の特例判定の為、現況用途区分（経年減点補正率表の適用基準となる用途区分）を変更せずに、家屋の実際の用途が変わった場合の【住宅用途・非住宅用途・併用用途】の識別をす
る為の区分が管理・運用できること。」について内容、必要性を教えてください。→B市、J市

・H市の「320:建築事由が新築、増築、改築、その他で区別できること。」について、家屋登記情報マスタの登記異動事由として管理することを想定していますが、別途管理する必要性を教えてください。

・マンションフラグ、家屋一棟フラグについて、マンションの物件同士・一棟の物件同士で紐づける機能であると確認できたことから、以下の機能を要件化する。

　同一の区分所有家屋内の各専有部分について、相互に紐づくこと。

同一の区分所有家屋内の各専有部分について、相互に紐づくこと。

【備考】
・G市の「物件を特定できる項目」については「2.2.1.」の整理番号と同等と考えています。
・G市の「不動産取得税にかかる項目」については検討対象外とします。
・H市の「284:翌年度向け家屋現況台帳が履歴取消・訂正できること。」については12. 検索・照会・履歴にて検討します。
・H市の以下の要件は評価関連の項目として検討対象外と考えています。
　－323:プレハブ区分がプレハブ居宅木質系、プレハブ居宅軽量鉄骨系、プレハブ居宅鉄筋コンクリート、プレハブ居宅鉄骨系、ログハウス、2×4などで区別できること。
　－324:家屋任意項目（物件情報の内、テナント分離課税などのようにフラグ管理をするもの）は適用されていない項目も含め、すべて管理できること。

見切れのた
め行追加

0520 2.2.10.

以下の条件に基づき、現況調査対象を抽出し、調査実施有無を管理（登録・修正・削除）できること。

＜現況調査対象＞
・家屋登記情報を新規登録した家屋
・家屋登記情報を異動入力（増築等）した家屋

家屋
No.2_1

・１自治体のみ要求している機能です。地方税法上、市町村は現況調査を行うこととされており、調査対象を抽出する条
件を確認したいため、WTにて要検討と判断いたしました。

・たたき台に記載した調査対象の考え方については以下のとおりです。
家屋登記情報を新規登録した家屋及び家屋登記情報を異動入力（増築等）した家屋ともに、家屋評価を適切に行うにあた
り必要であるため、調査対象となると判断いたしました。

固定資産税システムで現況調査対象を抽出している確認させてください。
固定資産税システムから現況調査対象を抽出している場合には以下について確認させてください。
　①現況調査対象としている家屋の抽出条件をご教示ください。
　②現況調査対象外としている家屋の抽出条件をご教示ください。

【事務局修正案】
現況調査は、主に評価にかかる事務であることと、固定資産税システム上で実装していない自治体が多いことから、本要件は標準化検討対象範囲外と整理いたします。

＜参考＞
　回答のあった６団体中５団体が固定資産税システムから抽出せず、１団体はEUC機能として抽出しているとのことです。

現況調査の進行管理機能については、土地と同様に、標準化検討対象外とする。

2.2.10.

以下の条件に基づき、現況調査対象を抽出し、調査実施有無を管理（設定・保持・修正）できること。

＜現況調査対象＞
・家屋登記情報を新規登録した家屋
・家屋登記情報を異動入力（増築等）した家屋

0530 2.2.11.

家屋調査用に家屋明細情報（家屋評価調書）を印字した帳票を出力できること。

家屋
No.2_1

自治体への事前確認の結果、現況調査用の調査票を固定資産税システムから出力している場合は、標準化検討対象といた
します。サブシステムから出力している場合は、標準化検討対象外といたします。
なお、標準化検討対象外となった場合であっても、家屋評価にかかる機能であるため、固定資産税システムに本機能が実
装されていても問題ございません。

・現況調査用の調査票について、以下について確認させてください。
　①固定資産税システム／サブシステムどちらから調査票を出力しているのか。
　②固定資産税システムから出力している場合は、前年度の家屋評価調書を出力しているか。
　　（異なる場合はその帳票名やデータ項目をご教示ください。）

・家屋現況調査を外部委託している場合には、必要な機能についてご教示ください。（データの取り込み機能など）

【備考】
本機能については帳票要件にて検討します。

変更なし

帳票WTにて検討する。

2.2.11.

家屋調査用に家屋明細情報（家屋評価調書）を印字した帳票を出力できること。

0540 2.2.12. 棟管理

主棟、附属棟にかかる家屋（補充）課税台帳の各項目を、一括で管理（登録・修正・削除）できること。

家屋
No.2_3

1自治体のみ要求している機能です。用途及び必要性について確認させてください。 ・D市における次の機能の用途と必要性を確認させてください。
　「187:主棟、附属棟をひとつの異動で入力が行えること。
　　188:主棟の変更は個々の附属棟を異動する事なく行えること。（新規につくったところへ移動）

【WT検討事項】
・主棟、附属棟において、一括で管理できる項目について確認させてください。（納税義務者以外の情報がない場合は、本要件を削除といたします。）
・E市の「新築の軽減対象の判定を行う場合、１棟管理を行っていればその対象家屋の軽減が適応可能かどうか自動で判定ができ適正な課税につながる。」について具体的にどの情報を一括して設定・修正
できればよいのか確認させてください。→E市
・D市の「188:主棟の変更は個々の附属棟を異動する事なく行えること。（新規につくったところへ移動）」について、一括ではなく個別に修正すれば対応できると考えますが、確認させてください。→D
市、F市
・I市の「登記上１棟の家屋を別々に管理すると、移転漏れの原因になる。また、証明書が２つになってしまうといった種々の問題が発生する。」について、WTにて検討させてください。

本要件を削除する。

2.2.12. 棟管理

主棟、附属棟にかかる家屋（補充）課税台帳の各項目を、一括で管理（設定・保持・修正）できること。

0550 2.2.13.

主棟と増築棟を設定し、紐づけできること。

家屋
No.2_3

４自治体が要求しておりませんが、家屋を複数棟増築する場合もあるため、一般的に利用されている機能であり、必須機
能であると判断いたしました。

・B市における次の機能の用途と必要性を確認させてください。
　「417:新築、増築：画面から新築・増築分の入力ができること。画面から課税漏れ家屋の入力ができること。評価額の自動計算を行わないこともできること。」

・D市における次の機能の用途と必要性を確認させてください。
　「198:家屋物件同士を、「同一棟家屋」として関連付けを行うことができること。」

【事務局修正案】
次のとおり要件を修正いたします。「主棟と附属棟を設定し、紐づけできること。」
増築棟も附属棟の一種と考えられることから、表現を「附属棟」に統一いたしました。

・E市の「基本的に登記の表題部と意義を同じくしており、未登記についても表題部を意義を同じくするものを一括管理している。」について、ご意見の主旨をお聞かせください。→E市

・D市の「198:家屋物件同士を、「同一棟家屋」として関連付けを行うことができること。」について、利用場面を教えてください。現在の仕様書たたき台の記載で不足かも教えてください。→D市

次のとおり要件を修正する。「主棟と附属棟を設定し、紐づけできること。」
増築棟も附属棟の一種と考えられることから、表現を「附属棟」に統一した。

2.2.13.

主棟と附属棟を設定し、紐づけできること。

【事務局修正案】
・6団体の運用を踏まえ、以下のアラートを要件化いたします。
　また、エラーとすべきものについても検討します
＜アラートとする条件＞
・用途や面積の修正があった場合に、正しい評価額等に修正するための計算を実施していない場合
・登録された所在地が土地登記情報マスタにない場合
・納税義務者が死亡者である場合。
・登記情報と現況情報が異なる場合。
・非課税家屋の所有者が変わった場合に、非課税家屋のままとなっている場合。
・主棟と附属棟を紐づける入力を行うとき、当該附属棟が既に他の主棟と紐づいている場合
＜エラーとする条件＞
・必要項目の入力漏れ
・非課税・特例情報においての適用面積アラーム（課税面積より非課税・特例面積が大きい等）
・1階床面積が合計床面積より大きい場合

【WT検討事項】
・E市における、次の条件についてエラーとするかアラートとするかを確認させてください。
　「現況階層2階で1階床面積が未入力の時」
・C市における、次のアラート機能について内容を確認させてください。評価にかかるアラートであると考えております。評価の場合は検討対象外となります。
　「木非区分とそれに対する用途コード（経年補正率コード）のアラート」
・G市における、次のアラート機能についてどのようなケースを想定しているか確認させてください。
　「台帳閉鎖入力時に、登記年月日時点では台帳が閉鎖されている場合」
・J市について、登記情報と現況情報がどの情報が異なる場合にアラート表示とすべきか確認させてください（例：床面積）。「・登記情報と現況情報が異なる場合。」
・J市及びC市における評価額等の修正未実施のアラートについて、項目の入力時のアラートとすべきか、チェックリストとして出力すべきか、確認させてください。
「一部滅失・現況種類変更処理等の評価額に影響を与える処理をした際に、評価額の再設定が行われていない場合。」「計算未実施（用途や面積の修正があった場合に、正しい評価額等に修正するための
計算を実施していない場合）」
・K市における次の機能について、詳細を確認させてください。
「重複キーチェック、日付チェック、」
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の対応

標準化候補検討

WT　当日検討内容
WT実施後の修正版 WT実施後の団体確認を踏まえた償却資産の修正版

0560 2.2.14. 分合棟処理

分棟・合棟処理ができること。
＜分棟処理＞
　・元となる棟を選択する。
　・分棟数を選択する。
　・床面積（1階・1階以外）を手入力する。
　・家屋登記情報及び家屋現況情報の、「床面積（1階・1階以外）」以外の項目は分棟先へ引き継がれる。
　・分棟処理の履歴が管理（登録）される。

＜合棟処理＞
　・元となる棟を複数選択する。
　・家屋登記情報及び家屋現況情報の、「床面積（1階・1階以外）」以外の項目を合棟先へ引き継がれる。
　・床面積（1階・1階以外）を手入力する。
　・元となる棟は閉鎖される。
　・合棟先となる棟で、元となった棟の履歴が管理（登録）される。
　・合棟処理の履歴が管理（登録）される。

家屋
No.2_3

分棟とは、既存の1棟を、構造上独立した2棟以上に分けることです。また、合棟（合体）とは、2棟以上を、構造上1つの
建物とすることです。

分合棟処理において、元となる棟の情報のうち、どの情報を分合棟先へ引き継ぐのか、確認させてください。 ※基本的に、2.1.9.と連動した修正を行います。

【WT検討事項】
・仕様書に未記載の9団体中、3団体は未実装との回答を得ました。本要件のオプション機能化の可否をWTにて検討します。

・I市の「現行システムに機能の搭載あり。導入予定である次期システムにおける要件定義については今後検討予定。」について、検討結果（必要性）を確認させてください。　→I市

【備考】
・E市から、「仕様書たたき台について、㎡当たり再建築費評点数をベースに取り扱う市町村と本市のように総再建築費評点数（経年判定のために㎡当たりを表示）の使用損が混在しているため、その点を
整理されたい。」とのご指摘をいただいておりますが、具体的に混在していると思われる要件をご教示ください。なお、再建築費評点数については評価にかかる事項であるため、標準化検討対象外となり
ます。

2.1.9.と同様の整理

2.2.14. 分合棟処理

分棟・合棟処理ができること。
＜分棟処理＞
　・元となる棟を選択する。
　・分棟数を選択する。
　・床面積（1階・1階以外）を手入力する。
　・家屋登記情報及び家屋現況情報の、「床面積（1階・1階以外）」以外の項目は分棟先へ引き継がれる。
　・分棟処理の履歴が管理（登録）される。

＜合棟処理＞
　・元となる棟を複数選択する。
　・家屋登記情報及び家屋現況情報の、「床面積（1階・1階以外）」以外の項目を合棟先へ引き継がれる。
　・床面積（1階・1階以外）を手入力する。
　・元となる棟は閉鎖される。
　・合棟先となる棟で、元となった棟の履歴が管理（登録）される。
　・合棟処理の履歴が管理（登録）される。

0570 2.2.15.

分棟・合棟処理のアラートが表示できること。
　＜アラート表示とする条件＞
　　・
　　・

家屋
No.2_3

要求している自治体はありませんが、正確な分棟・合棟処理を行うため、必須機能であると判断いたした。 業務上、アラートとして表示している事項がございましたら、ご教示ください。 【事務局修正案】※2.1.14.を要件化する場合は以下の内容で検討
・1団体の運用を踏まえ、以下のアラートを要件化いたします。
　また、エラーとすべきものについても検討します

＜アラートとする条件＞
・登録された所在地が土地登記情報マスタ上に登録されていない場合

＜エラーとする条件＞
・特に無し。

【WT検討事項】
・J市における評価額等の修正未実施のアラートについて、項目の入力時のアラートとすべきか、チェックリストとして出力すべきか、確認させてください。

2.1.10.と同様の整理

2.2.15.

分棟・合棟処理のアラートが表示できること。
　＜アラート表示とする条件＞
　　・
　　・

0580 2.2.16. 特記事項管理

一棟単位で、特記事項（メモ欄）の管理が可能であること。

家屋
No.2_3

・２自治体では要求されておりませんが、台帳項目で管理しきれない情報（苦情の応対記録や、納税義務者と賦課決定処
分について係争中など）や引継ぎ内容等を記録するため、一般的に利用されている機能であり、必須機能と判断いたしま
した。

・メモとして登録できる文字数や、登録できるメモ数については、業務側での標準化検討は難しいと想定しております。
APPLICに対して標準化できるか確認いたします。

・２自治体において、画面上でメモが登録されていることを確認できる機能を要求しておりますが、画面表示・操作性に
係る機能であるため標準化検討対象外となります。

・メモの管理について現行運用について以下のどれに該当するか確認させてください。
　①経年管理
　②年度毎
　③上記2つとも

・D市における次の機能の用途と必要性を確認させてください。
　「27:「登録日」「有効期限」を管理でき、有効期限切れのメモについて表示・非表示を切り替えることができること。」

【事務局修正案】
・本要件は、2.2.1.の課税台帳上の管理項目に記載することといたします。課税台帳は前年度の情報をコピーして作成されるため、結果的に経年管理が可能と考えています。

　参考　①：1団体　／　②：1団体　／　③：4団体　／　該当なし：1団体（内容から経年管理と推察）

【WT検討事項】
・D市の　「27:「登録日」「有効期限」を管理でき、有効期限切れのメモについて表示・非表示を切り替えることができること。」について、メモ本文の登録でも問題ないと考えますが、本機能の必要性
をWTにて確認させてください。
・G市の「増築分、附属家」についてどのようなケースを想定しているか、どのような単位で課税台帳を作成しているか確認させてください。

・本要件は、2.2.1.の課税台帳上の管理項目に記載することといたします。課税台帳は前年度の情報をコピーして作成されるため、結果的に経年管理が可能と考えている。

2.2.16. 特記事項管理

【2.2.1.へ統合】

一棟単位で、特記事項（メモ欄）の管理が可能であること。

0590 2.2.17.
家屋評価情報・課
税標準額関連情報
管理

家屋評価情報・課税標準額関連情報を管理（登録・修正・削除）できること。
＜家屋評価情報＞
・評価額

＜課税標準額関連情報＞
・課税標準額
・課税標準額の特例措置による軽減額

家屋
No.2_5
家屋
No.2_7

固定資産税システムで管理すべき家屋評価情報及び課税標準額関連情報については、本標準仕様書上で定義する必要があ
ります。

・固定資産税システムで管理すべき評価情報について、確認させてください。
　※評価額だけでよいのか。
・課税標準額関連情報として、どういったものがあるかご教示ください。

【事務局修正案】
・本要件を削除し、1.2.1.における土地評価情報及び課税標準額関連情報の項目の詳細として記載いたします。

【WT検討事項】
・各団体の運用を踏まえ、「再建築費単価」、「再建築費評点数」、「理論評価額」、「１点単価」、「評点補正率」、「不均衡率」、「経年減点補正率」、「積雪寒冷地補正率」、「損耗補正率」につ
いては評価にかかる項目と判断し、検討対象外とします。

・I市からご提示いただいた各項目について、固定資産税システム側における用途を確認させてください。

・E市「再建築費から税相当額算出過程がわかる情報を表示することで、適切な課税処理が行えると考える」について要件の主旨を教えてください。→E市

・K市の「所在情報としての所在地番とは別に現況地番（登記の地番と違う場合がある）も必要。」について、登記上の地番とは別に現況地番を設定するケースを教えてください。また、本仕様書では現況
情報として地番を保持することを想定していますが、そちらの機能で不足がないか確認ください。→K市

【備考】
・帳票出力時の印字項目として必要な項目については、帳票WTにて帳票の印字項目を検討した後に、検討することといたします。

・本要件を削除し、2.2.1.における家屋評価情報及び課税標準額関連情報の項目の詳細として記載する。

2.2.17.
家屋評価情報・課
税標準額関連情報
管理

【2.2.1.へ統合】

家屋評価情報・課税標準額関連情報を管理（設定・保持・修正）できること。
＜家屋評価情報＞
・評価額

＜課税標準額関連情報＞
・課税標準額
・課税標準額の特例措置による軽減額

0600 2.2.18.
家屋評価システム
連携（入力）

家屋評価システムと連携し、家屋評価情報を取り込み、一括更新できること。

家屋
No.2_5
家屋
No.2_7

家屋評価情報の管理及び評価額・再建築表点数の算出を固定資産税システム側で実装する場合には本機能は不要となりま
すが、家屋評価システム側で実装する場合には必要となるため、オプション機能と判断いたしました。

D市の次の機能については、評価計算にかかる機能であるため、標準化検討対象外となります。「284:CSVやエクセル形式
等のﾃﾞｰﾀを一括でシステムに取り込むことができ、かつその数値を使用して評価計算ができること。」

・I市における次の機能の用途と必要性を確認させてください。
　「80:家屋評価システムと連携し、単なる一棟新築以外(増築・評価分割等)の新規課税分の家屋評価情報（家屋基本情報、家屋評価結果情報（評価額、再建築費評点、経年減点補正率、評点一点当たりの
価額等））データを取り込み、一括更新できること。※増築や評価分割についてもひとつの家屋データとして連携できること」

・課税標準額関連情報（課税標準額を除く。）を家屋評価システム側で管理する場合には、管理項目をご教示ください。連携項目として、本要件に追記することとなります。

本要件は当初の仕様書たたき台の記載から、変更無しといたします。

【WT検討事項】
・F市の「現行では実装されていないが、事務量削減のため必要と思われる。」について、現在のたたき台の記載で問題ないか教えてください。
・J市が挙げている「増築家屋のデータ取り込み」について、内容を確認させてください（増築家屋については、評価額が増額されれば良いということか）。

2.2.18.
家屋評価システム
連携（入力）

家屋評価システムと連携し、家屋評価情報を取り込み、一括更新できること。

0610 2.2.19. 家屋評価額算出

【標準化検討対象外】

地方税法第388条から第422条の3の規定(固定資産の評価及び価格の決定)に基づき、家屋の評価額の算出ができるこ
と。

_

家屋評価を固定資産税システムで実現している場合であっても、家屋評価機能は標準化検討対象外であるため、固定資産
税システムに実装されていても問題ありません。

標準化検討対象外 標準化検討対象範囲外 標準化検討対象外とする。

2.2.19. 家屋評価額算出

【標準化検討対象外】

地方税法第388条から第422条の3の規定(固定資産の評価及び価格の決定)に基づき、家屋の評価額の算出ができること。

0620 2.2.20.
固定資産税の課税
標準額算出

評価情報及び課税標準額関連情報により、課税標準額の算出ができること。
みなし方式だけでなく、類似土地負担水準方式と自治体平均負担水準方式で課税標準額の算出ができること。
負担調整措置が適用される場合には、本則課税標準額と負担調整後の課税標準額の算出ができること。

_

課税標準額算出にかかる機能の検討について、現時点では保留といたします。 現行運用において、課税標準額の算出機能を固定資産税システム・家屋評価システムどちらで実装しているか、確認させてください。 当初の仕様書たたき台の記載から、変更無しといたします。

【備考】
・課税標準額の特例については、5. 特例・非課税情報管理にて、検討いたします。
・概要調書については別途検討します。

変更なし

・（2.2.1.に記載）評価替えの機能については標準化検討対象外であるが、固定資産税システムで実装することも可である旨を記載する。

2.2.20.
固定資産税の課税
標準額算出

評価情報及び課税標準額関連情報により、課税標準額の算出ができること。
負担調整措置が適用される場合には、本則課税標準額と負担調整後の課税標準額の算出ができること。

0621 新規
都市計画税の課税
標準額算出

評価情報及び課税標準額関連情報により、課税標準額の算出ができること。
みなし方式だけでなく、類似土地負担水準方式と自治体平均負担水準方式で課税標準額の算出ができること。
負担調整措置が適用される場合には、本則課税標準額と負担調整後の課税標準額の算出ができること。

_

【事務局修正案】
固定資産税にかかる課税標準額の算出機能と同様に、本機能は必須機能といたします。
また、次の記載を追加いたします。「※固定資産税システム内に課税標準額の算出機能を実装することを想定しているが、家屋評価システム側で同等機能を実装することも可とする。」

変更なし

WT前の新規
都市計画税の課税
標準額算出

評価情報及び課税標準額関連情報により、課税標準額の算出ができること。
負担調整措置が適用される場合には、本則課税標準額と負担調整後の課税標準額の算出ができること。

3. 償却資産管理 3. 償却資産管理

3.1. 償却資産課税台帳管理 3.1. 償却資産課税台帳管理

0630 3.1.1.
償却資産課税台帳
管理

償却資産課税台帳は、納税義務者ごとに、様式記載事項（地方税法施行規則第26号様式に掲げる事項）に加え、以下の
情報（様式記載事項は除く）を管理（設定、保持、修正）できること。
・申告情報（みなし申告情報含む。）
・申告内容確認調査結果情報
・増加償却率情報
・納税義務者情報
・申告書等の発送情報
・物的非課税・特例情報
・一品ごとの適用する特例・非課税類型、特例率、適用開始年度
・適用する固定資産税の不均一課税類型
・一品ごとの適用する減免類型、減免率、適用を開始した日及び終了した日
・更正事由及び更正年月日
・申告受付日
・申告区分（全資産申告、増減資産申告）
・申告種類

※特例率及び減免率については、選択した特例・非課税類型、減免類型ごとに、あらかじめ設定された割合が自動入力
されることとする。

償却資産
No.1_6
償却資産
No.1_7
償却資産
No.3_3
償却資産
No.3_5
償却資産
No.3_8
償却資産
No.4_6
償却資産
No.5_4

全自治体で要求しているとおり、償却資産課税台帳上の情報を管理することは、課税するために必要であるため、必須機
能と判断いたしました。

償却資産課税台帳上の情報としてデータ項目に過不足がないかご確認ください。

・D市において要求している「新規入力を行う場合に、類似した一品情報を複写し登録することができること。」の機能について、必要性を確認させてください。

【事務局修正案】
・仕様書の記載ぶりを、1.2.1.、2.2.1.と合わせました。
・7団体の運用を踏まえ、一品情報の複写登録機能をオプション機能として、別途、要件化（3.1.1.の下に追加）いたします。

【WT検討事項】
・1/1（元旦）取得フラグを必要としている団体があるため、要否を検討させてください。
・（3.1.15.より）以下の項目を申告種類として必要としている団体があることから、WTにて要否を検討いたします。「未申告、資産無し、一品増減無し、一品増減有り、電算申告、電算一品有り、知事配
分、大臣配分、休業中、廃業・倒産・転出」

【02版からの修正】
・削除「物的非課税・特例情報」
　追加「・一品ごとの適用する特例・非課税類型、特例率、適用開始年度」
　　　「・適用する固定資産税の不均一課税類型」
　　　「・一品ごとの適用する減免類型、減免率、適用を開始した日及び終了した日」
　　　「※特例率及び減免率については、選択した特例・非課税類型、減免類型ごとに、あらかじめ設定された割合が自動入力されることとする。」

以下の事項を追記

①二重下線を追記
・申告種類（書面、eLTAX）
・管理方法区分（未申告、資産なし、知事配分、大臣配分、廃業）

②オプション機能として追加
・1/1取得資産フラグ

③オプション機能として追加
・大規模の償却資産フラグ（新設大規模償却資産含む）

※3.1.20.の修正案①、②のとおりで支障がなければ、3.1.1.に以下の要件を追記する。
「・申告書等（償却資産申告書・種類別明細書・申告はがき・申告の手引）作成停止フラグ
　・プレ申告データの作成停止フラグ」

※①について、H市、I市からご要望あったため追記。 3.1.1.
償却資産課税台帳
管理

償却資産課税台帳は、納税義務者ごとに、様式記載事項（地方税法施行規則第26号様式に掲げる事項）に加え、以下の情報
（様式記載事項は除く）を管理（設定、保持、修正）できること。
・申告情報（みなし申告情報含む。）
・申告内容確認調査結果情報
・増加償却率情報
・納税義務者情報
・申告書等の発送情報
・物的非課税・特例情報
・一品ごとの適用する特例・非課税類型、特例率、適用開始年度
・適用する固定資産税の不均一課税類型
・一品ごとの適用する減免類型、減免率、適用を開始した日及び終了した日
・更正事由及び更正年月日
・申告受付日
・申告区分（全資産申告、増減資産申告）
・申告種類（書面、eLTAX）
・管理方法区分（未申告、資産なし、知事配分、大臣配分、廃業）
・申告書等（償却資産申告書・種類別明細書・申告はがき・申告の手引）作成停止フラグ
・プレ申告データの作成停止フラグ
・1/1取得資産フラグ
・大規模の償却資産フラグ（新設大規模償却資産含む）

※特例率及び減免率については、選択した特例・非課税類型、減免類型ごとに、あらかじめ設定された割合が自動入力され
ることとする。

＜質問１＞
H市様、I市様より、管理方法区分についてご要望がありましたので、これで
過不足ないか、ご確認をお願いします。
なお、事務局としては、「資産の増減のあるなし」フラグは、メモ機能で代
用できると思いますので、不要ではないかと推察しています。

質問1への以下の回答を踏まえて、それぞれ以下のとおり対応いたします。

・A市：特例の「終了年度」の管理が必要。
→事務局：機能要件5.1.1.で特例の対象年度（○年度分）を設定しているため、特例の終了年度は自動的に適用されます。ま
た、帳票要件No.155「特例対象資産リスト」の帳票概要に「適用終了年度」が記載される旨を明記しております。

・C市：受付番号が必要
→事務局：管理項目として、整理番号として追加いたします。

・I市：明細（一品）登録、サマリー（合計）登録の区分が必要。また、申告書が、市所定の様式のものか、事業者独自のも
のかの区別が必要。
・H市：オプションで良いので、電算処理か一般処理かがわかるフラグを追加していただきたいです。
→事務局：オプション機能として「電算処理フラグ　※電算処理とは、納税義務者が所有する全ての償却資産について、評価
額等まで計算して申告する処理方式のこと。」及び「種類別明細書を登録せずに、償却資産申告書のみを登録するフラグ」を
追加いたします。

・G市：都では申告区分を「電算申告（全資産申告）、一般申告（増減申告）、配分資産、大規模資産」としている。また、
管理方法区分という区分はない。調査結果区分として「該当資産なし」、「免税点未満」を管理している。（このほか、各種
調査結果を選択する区分となる）
→事務局：ご意見を踏まえて、管理方法区分の中に「免税点未満」を追加いたします。

償却資産課税台帳は、納税義務者ごとに、様式記載事項（地方税法施行規則第26号様式に掲げる事項）に加え、以下の情報
（様式記載事項は除く）を管理（設定、保持、修正）できること。
・申告情報（みなし申告情報含む。）
・申告内容確認調査結果情報
・増加償却率情報
・納税義務者情報
・申告書等の発送情報
・物的非課税・特例情報
・一品ごとの適用する特例・非課税類型、特例率、適用開始年度
・適用する固定資産税の不均一課税類型
・一品ごとの適用する減免類型、減免率、適用を開始した日及び終了した日
・更正事由及び更正年月日
・申告受付日
・申告区分（全資産申告、増減資産申告）
・電算処理フラグ
・種類別明細書を登録せずに、償却資産申告書のみを登録するフラグ
・申告種類（書面、eLTAX）
・管理方法区分（未申告、資産なし、知事配分、大臣配分、廃業、免税点未満）
・償却資産申告書・種類別明細書・申告はがき作成停止フラグ
・プレ申告データの作成停止フラグ
・1/1（元旦）取得フラグ
・大規模の償却資産フラグ（新設大規模償却資産含む）
・整理番号

※特例率及び減免率については、選択した特例・非課税類型、減免類型ごとに、あらかじめ設定された割合が自動入力される
こととする。
※作成停止フラグについては、償却資産申告書・種類別明細書・申告はがきごとに個別及び一括で設定できること。
※電算処理とは、納税義務者が所有する全ての償却資産について、評価額等まで計算して申告する処理方式のこと。

②について、固定資産税は１月１日時点で資産を所有している場合に課税されるものであるところ、第26号様式の種類別明細書では、資産１品ごとに「取得年月」を記入することになっている。
　例えば、Ｎ年度申告分の資産において、種類別明細書に「Ｎ年１月」に取得した資産が、本当に１月１日に所有している資産なのかを備忘的に確認する必要がある。（アラート要件としても検討）。

　なお、「そもそも、種類別明細書を「取得年月日」と改正してはどうか」とのご提案がありましたが、償却資産の申告書・種類別明細書の改正は、事業者や税理士等との調整が必要であること、年月日ま
で記入することとなった場合は事業者等の負担が大きくなることから、今回は「フラグ立て」で対応すべきではないかと考えている。

・（3.1.6.より）
　各団体（A市・G市・K市）のご意見を踏まえて、申告の手引はシステムで管理している帳票ではないため、標準化検討対象
外といたします。
　また、申告書等の文言を以下のとおり修正する。
　　新：「償却資産申告書・種類別明細書・申告はがき　」
　　旧：「申告書等（償却資産申告書・種類別明細書・申告はがき・申告の手引）」

・（3.1.7.より）
　F市：入力方法区分（一品・電算）ごとに作成を選択できるようにしてほしいです。（電算申告の申告者には申告はがきの
み作成・送付するような運用を想定）
→事務局：ご意見を踏まえて、機能要件3.1.1.に次の記載を明記いたします。「※作成停止フラグについては、償却資産申告
書・種類別明細書・申告はがきごとに個別及び一括で設定できること。」

見切
れの
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③について、7/7のＷＴでは「大規模償却資産は適用団体が僅少であるため標準化対象外」と申し上げましたが、その後の事務局（総務省）内での調整の結果、あくまで市町村の固定資産税（償却資産）の
範疇であるため、大規模の償却資産であることの「フラグ立て」を設ける必要があることとなった。

ただし、「大規模の償却資産」は、
・G市及び政令指定都市は制度対象外であること
・本制度は、市町村の人口規模に応じた課税限度額を超える場合に限って、道府県が課税できるものであること
・実績が僅少（R元で全国で４団体）であることから、オプション機能とする。

　なお、I市からご要望のあったアラート要件化についても検討する。

＜質問２＞
1/1（元旦）取得フラグについて、
①オプション機能とする
②必須機能とする
③アラート要件とする
とお聞きしたところ、
①３団体、②４団体であったことから、本項目に、

・1/1取得資産フラグ

をオプション機能として追加したいと思いますが、いかがでしょうか？

質問2への以下の回答を踏まえて、1/1（元旦）取得フラグを必須とすることを考えております。

・F市：課税客体の取得年月に関することなので、オプションではなく必須としては？
・I市：現在、1/1取得資産フラグがない団体では、どのように計算させているのか伺いたい（I市では、1/1取得資産を前年12
月に取得した資産として計算している）
　1/1取得資産フラグ機能を有しているシステムから、有していないシステムに更改することがあった場合、データ移行の
際、1/1取得の資産の評価額が１年分ずれてしまうのではないかという懸念があります。

見切
れの
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＜質問３＞
左記について、ご意見等あればご回答ください。

質問3への回答について、都道府県分の大規模償却資産については、標準化の検討対象外（市町村のシステムの標準化なの
で）とし、事務局案のままといたします。

＜参考＞
・G市：償却資産にかかる業務は主に、評価課税業務と、調査業務に分けることができると思うが、標準化の対象は評価課税
業務にかかる部分のみと認識しているが相違ないでしょうか。調査手法は自治体により異なるものであり、システムに登録す
べき内容も異なるものと考える。そのため、調査業務にかかるシステムは標準化の対象外と考える。
→事務局：償却資産業務のうち固定資産税システムを利用している業務については、標準化検討対象と整理しております。調
査結果等をシステムに登録している場合は、登録内容についても標準化検討対象となります。

0631 新規1

一品情報について、新規入力を行う場合に、類似した一品情報を複写し登録することができること。 【事務局修正案】
3.1.1.から、本要件をオプション機能として追加することとしたものです。

変更なし

WT前の新規

一品情報について、新規入力を行う場合に、類似した一品情報を複写し登録することができること。 変更なし 一品情報について、新規入力を行う場合に、類似した一品情報を複写し登録することができること。

0632 新規2
納税義務者マスタを基に、課税台帳上の納税義務者情報を管理（設定、保持、修正）できること。 【事務局修正案】

当初の仕様書たたき台の記載から、新規に追加した要件となります。必須機能と判断しております。
変更なし

WT前の新規
納税義務者マスタを基に、課税台帳上の納税義務者情報を管理（設定、保持、修正）できること。 変更なし 納税義務者マスタを基に、課税台帳上の納税義務者情報を管理（設定、保持、修正）できること。

0640 3.1.2.

資産単位・納税義務者単位で、以下の事項を経年で管理（設定、保持、修正）できること。
・特記事項（メモ欄）※該当年度のみ適用されるメモも管理（設定、保持、修正）できること。
・対応経過の記録
・イメージデータ 償却資産

No.1_6
償却資産
No.1_7
償却資産
No.3_3
償却資産
No.3_5
償却資産
No.3_8
償却資産
No.4_6
償却資産
No.5_4
償却資産
No.6_1

・１自治体（I市）では要求されておりませんが、台帳項目で管理しきれない情報（苦情の応対記録や、納税義務者と賦課
決定処分について係争中など）や引継ぎ内容等を記録するため、一般的に利用されている機能であり、必須機能と判断い
たしました。

・メモとして登録できる文字数や、登録できるメモ数については、業務側での標準化検討は難しいと想定しております。
APPLICに対して標準化できるか確認いたします。

・２自治体（C市・H市）において、画面上でメモが登録されていることを確認できる機能を要求しておりますが、画面表
示・操作性に係る機能であるため標準化検討対象外となります。

・現行、運用されているメモの管理について、以下のどれに該当するか確認させてください。
　①経年管理
　②年度毎
　③上記2つとも

・本機能を要求していない１自治体（I市）におかれましては、必要性を確認させてください。

・B市では物件単位でのメモ機能も要求しておりますが、他自治体における必要性を確認させてください。

・H市ではメモとしてのイメージデータの登録機能を要求しておりますが、他自治体における必要性を確認させてください。

・E市では対応経過記録の機能を要求しておりますが、他自治体における必要性を確認させてください。

【事務局修正案】
・8団体の運用を踏まえ、メモは経年管理を前提とした機能といたします。課税台帳は前年度の情報をコピーして作成されるため、次年度にもメモがコピーされる想定です。年度単位のメモは、オプション
機能といたします。
　参考　①：6団体　／　②：0団体　／　③：3団体

・資産単位のメモは、8団体の運用を踏まえ、オプション機能といたします。
　参考　必要：2団体　／　不要：6団体

・イメージデータの登録機能は、6団体の運用を踏まえ、オプション機能といたします。
　参考　必要：2団体（eLTAX経由の添付文書を電子データとして管理するため等）　／　不要：4団体

・対応経過の記録機能は、4団体の運用を踏まえ、必須機能といたします。
　参考　必要：3団体　／　どちらでもよい：1団体

以下の文言を削除
「・イメージデータの登録機能は、6団体の運用を踏まえ、オプション機能といたします。」

※イメージデータは、資料原本の保管方法に関しての機能であるため、標準化検討対象範囲外とする（1.1.5、2.1.6と同じ）。
ただし、検討対象範囲外とした場合であっても、固定資産税システム及びサブシステムでの実装は可能。

3.1.2.

資産単位・納税義務者単位で、以下の事項を経年で管理（設定、保持、修正）できること。
・特記事項（メモ欄）※該当年度のみ適用されるメモも管理（設定、保持、修正）できること。
・対応経過の記録

変更なし 資産単位・納税義務者単位で、以下の事項を経年で管理（設定、保持、修正）できること。
・特記事項（メモ欄）※該当年度のみ適用されるメモも管理（設定、保持、修正）できること。
・対応経過の記録

0650 3.1.3.

新規事業者を一括で登録できること。

償却資産
No.1_6

新規事業者の一括登録機能は業務効率化に寄与できるため必要な機能ですが、１自治体（E市）のみの要求のため、WTにて
要検討と判断いたしました。

・本機能を要求してない自治体における、本機能の必要性をご確認ください。

・新規事業者把握のために、他課から情報提供を受けているかご教示ください。

【事務局修正案】
・各団体の運用を踏まえ、本要件を必須機能といたします。

【備考】
・APPLIC税TFに対して、本要件のシステム上の実現可否について、確認いたします。（実現している場合には、どのような新規事業者情報を取り込んでいるのか等）

4.1.2.に統合となるため、本要件は削除。

※納税義務者情報（宛名情報など）については、土地・家屋・償却資産全体で、4.1.2で管理することとなっている。

3.1.3.

新規事業者を一括で登録できること。

0660 3.1.4.
前年度償却資産課
税台帳情報引継ぎ

前年度に申告の実績がある場合は、前年度の実績を引き継いで次年度向け償却資産課税台帳を作成できること。
また、前年度の償却資産課税台帳上の評価額及び減価残存率を自動で更新し、次年度向け償却資産課税台帳に登録でき
ること。
また、閉鎖した事業主については、次年度向け償却資産課税台帳を作成しないようにできること。

償却資産
No.1_1

・５自治体（C市以外）で要求されているとおり、本機能は業務効率化及び過誤防止の観点から必須機能と判断いたしまし
た。

・H市では詳細に次年度データ作成の流れを記載しておりますが、前年度の実績を引き継いで次年度情報を作成できれば問
題ないと考え、たたき台への反映は不要であると判断いたしました。

左記「考え方・根拠」に記載の方針で問題ないかご確認ください。 【事務局修正案】
・未申告者等に対するみなし課税をしている場合を想定し、以下のとおり本要件の記載を修正いたします。
　「納税義務者登録がある者については、前年度の実績を引き継いで次年度向け償却資産課税台帳を作成できること。また、閉鎖した事業主については、次年度向け償却資産課税台帳を作成しないように
できること。」

【WT検討事項】
D市から次のご意見をいただいておりますが、以下の要件の内容をご教示ください。
「本市では閉鎖した事業主にも申告書を送付し、全資産減少（廃棄、譲渡）の申告を依頼しています。
たたき台どおりとなると適正な資産管理ができないのではと感じます。」

・事務局修正案では次の記載が削除されておりましたが復活する。
「また、前年度の償却資産課税台帳上の評価額及び減価残存率を自動で更新し、次年度向け償却資産課税台帳に登録できること。」

・次の記載を修正。
旧「また、閉鎖した事業主については、次年度向け償却資産課税台帳を作成しないようにできること。」
新「さらに、廃業や資産譲渡等により申告すべき資産を所有しなくなった事業者については、次年度向け償却資産課税台帳を作成しないようにできること。」

※I市、C市からの要望を踏まえて修正。
特に「閉鎖」という文言については、償却資産は事業用資産を所有しなければ課税しないものであるため、「廃業や資産譲渡等によって」という具体例を置いた上で、「申告すべき資産を所有しなくなった
事業者」と定義しておけば対応できるものと考える。

3.1.4.
前年度償却資産課
税台帳情報引継ぎ

前年度に申告の実績がある場合は、前年度の実績を引き継いで次年度向け償却資産課税台帳を作成できること。
また、前年度の償却資産課税台帳上の評価額及び減価残存率を自動で更新し、次年度向け償却資産課税台帳に登録できるこ
と。
さらに、廃業や資産譲渡等により申告すべき資産を所有しなくなった事業者については、次年度向け償却資産課税台帳を作
成しないようにできること。

「WT　当日検討内容」の「修正方針」について、ご意見等あればご回答くだ
さい。

事務局案のままといたします。

＜参考＞
・F市：申告すべき資産を所有しなくなった事業者について、次年度向け償却資産課税台帳は作成されないが、申告者登録は
作成される仕様でしたら賛成です。（資産がないが、閉鎖要件を満たさないので、申告者登録は継続する運用を想定）
→事務局：経年で、納税義務者情報は保持されるため、問題ありません。

前年度に申告の実績がある場合は、前年度の実績を引き継いで次年度向け償却資産課税台帳を作成できること。
また、前年度の償却資産課税台帳上の評価額及び減価残存率を自動で更新し、次年度向け償却資産課税台帳に登録できるこ
と。
さらに、廃業や資産譲渡等により申告すべき資産を所有しなくなった事業者については、次年度向け償却資産課税台帳を作成
しないようにできること。

0670 3.1.5.
償却資産課税台帳
情報の自動更新

前年度の申告情報を基に、償却資産課税台帳上の情報を自動で更新できること。

償却資産
No.1_2

職員負担軽減のために必要な機能ですが、１自治体（I市）のみの要求であるため、WTにて要検討と判断いたしました。 本機能を要求していない自治体におかれましては、必要性を確認させてください。 【事務局修正案】
・本要件を削除し、3.1.4.の要件に包含して記載いたします。

本要件を削除し、3.1.4.の要件に包含して記載

3.1.6.
償却資産課税台帳
情報の自動更新

前年度の申告情報を基に、償却資産課税台帳上の情報を自動で更新できること。

0680 3.1.6. 申告書作成

償却資産申告書、種類別明細書を作成できること。

償却資産
No.1_3
償却資産
No.2_3

５自治体（C市以外）が要求しているとおり、事業者に対して償却資産申告書及び種類別明細書を送付するため、必須機能
と判断いたしました。

※様式や出力項目は帳票WTにて検討いたします。（法定様式） 当初の仕様書たたき台の記載から、変更無しといたします。 3.1.12.と平仄を合わせるため、次のとおり修正する。
旧「償却資産申告書、種類別明細書」
新「申告書等（償却資産申告書・種類別明細書・申告はがき・申告の手引）」

※3.1.12.と平仄を合わせるため。

3.1.6. 申告書作成

申告書等（償却資産申告書・種類別明細書・申告はがき・申告の手引）を作成できること。 「WT　当日検討内容」の「修正方針」について、ご意見等あればご回答くだ
さい。

・（3.1.6.より）
　各団体（A市・G市・K市）のご意見を踏まえて、申告の手引はシステムで管理している帳票ではないため、標準化検討対象
外といたします。
　また、申告書等の文言を以下のとおり修正する。
　　新：「償却資産申告書・種類別明細書・申告はがき　」
　　旧：「申告書等（償却資産申告書・種類別明細書・申告はがき・申告の手引）」

＜参考＞
G市：自治体が事業者へ申告書を発送することは法律事項でないかとおもうが、全自治体が行っているのか。全自治体でない
のであればオプション機能でいいのではないか。また、法律化されていない業務を標準化することは難しいように思う。
→事務局：償却資産申告書・種類別明細書・申告はがきの作成機能は、評価課税業務に付随する事務であることと、システム
への実装を要望している団体が多いことから、必須機能であると考えます。また、法律化されていない業務で固定資産税シス
テムを利用している業務についても、本WTを通して、実態を確認させていただき、標準化を検討しているところです。

償却資産申告書・種類別明細書・申告はがきが作成できること。
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【仕様書たたき台】標準仕様書（機能）_04_固定資産税 構成員　WT前ご意見

集計版

修正方針 機能名称 仕様書たたき台 団体への確認事項 団体回答（9/11）を踏まえた修正方針 団体回答(9/11)を踏まえた再修正案（仕様書たたき台）要件の考え方・根拠 検討項目（論点案） 検討項目（論点）機能名称 仕様書たたき台
業務フローと

の対応

標準化候補検討

WT　当日検討内容
WT実施後の修正版 WT実施後の団体確認を踏まえた償却資産の修正版

0690 3.1.7.

償却資産申告書、種類別明細書を一括で作成できること。

償却資産
No.1_3
償却資産
No.2_3

業務効率性の観点から、一括作成機能は必要です。ただし、償却資産申告書、種類別明細書の出力を外部印刷委託により
行っている場合は不要となるため、オプション機能と判断いたしました。

左記「考え方・根拠」に記載の方針で問題ないかご確認ください。

E市の山分け設定について確認させてください。

当初の仕様書たたき台の記載から、変更無しといたします。 3.1.12.と平仄を合わせるため、次のとおり修正する。
旧「償却資産申告書、種類別明細書」
新「申告書等（償却資産申告書・種類別明細書・申告はがき・申告の手引）」

※3.1.12.と平仄を合わせるため。

3.1.7.

申告書等（償却資産申告書・種類別明細書・申告はがき・申告の手引）を一括で作成できること。 「WT　当日検討内容」の「修正方針」について、ご意見等あればご回答くだ
さい。

・（3.1.6.より）
　各団体（A市・G市・K市）のご意見を踏まえて、申告の手引はシステムで管理している帳票ではないため、標準化検討対象
外といたします。
　また、申告書等の文言を以下のとおり修正する。
　　新：「償却資産申告書・種類別明細書・申告はがき　」
　　旧：「申告書等（償却資産申告書・種類別明細書・申告はがき・申告の手引）」

・F市：入力方法区分（一品・電算）ごとに作成を選択できるようにしてほしいです。（電算申告の申告者には申告はがきの
み作成・送付するような運用を想定）
→事務局：ご意見を踏まえて、機能要件3.1.1.に次の記載を明記いたします。「※作成停止フラグについては、償却資産申告
書・種類別明細書・申告はがきごとに個別及び一括で設定できること。」

償却資産申告書・種類別明細書・申告はがきが一括で作成できること。

0700 3.1.8.

償却資産申告書及び種類別明細書の外部印刷委託用データを作成できること。

償却資産
No.2_3

償却資産申告書、種類別明細書の出力を外部印刷委託により行っている場合は必要となる機能です。ただし、印刷委託を
していない場合は不要となるため、オプション機能と判断いたしました。

左記「考え方・根拠」に記載の方針で問題ないかご確認ください。 当初の仕様書たたき台の記載から、変更無しといたします。 3.1.12.と平仄を合わせるため、次のとおり修正する。
旧「償却資産申告書、種類別明細書」
新「申告書等（償却資産申告書・種類別明細書・申告はがき・申告の手引）」

※3.1.12.と平仄を合わせるため。 3.1.8.

申告書等（償却資産申告書・種類別明細書・申告はがき・申告の手引）の外部印刷委託用データを作成できること。 「WT　当日検討内容」の「修正方針」について、ご意見等あればご回答くだ
さい。

・（3.1.6.より）
　各団体（A市・G市・K市）のご意見を踏まえて、申告の手引はシステムで管理している帳票ではないため、標準化検討対象
外といたします。
　また、申告書等の文言を以下のとおり修正する。
　　新：「償却資産申告書・種類別明細書・申告はがき　」
　　旧：「申告書等（償却資産申告書・種類別明細書・申告はがき・申告の手引）」

償却資産申告書・種類別明細書・申告はがきの外部印刷委託用データを作成できること。

0710 3.1.9.

複写式の償却資産申告書の作成ができること。

償却資産
No.2_3

１自治体（B市）のみの要求です。申告書を複写式とすることについては、自治体の運用によって異なるため、オプション
機能と判断いたしました。

左記「考え方・根拠」に記載の方針で問題ないかご確認ください。 当初の仕様書たたき台の記載から、変更無しといたします。 左記から変更なし

3.1.9.

複写式の償却資産申告書の作成ができること。 変更なし
★事務局再検討の結果、種類別明細書も追加いたします。

複写式の償却資産申告書及び種類別明細書の作成ができること。

0720 3.1.10.

前年度の申告が免税点未満の納税義務者へ償却資産異動状況を確認する通知が出せること。

償却資産
No.2_3
償却資産
No.2_5

２自治体（E市・H市）で要求されておりますとおり、事業者負担の軽減及び自治体の事務コスト（申告書の郵送費削減な
ど）軽減のために、すでに課税台帳に登録されている事業者のうち前年度の申告内容で免税点未満（償却資産に係る課税
標準額の合計が150万円未満）となる場合は申告書に替えて往復はがきを用いた簡易申告とする運用をしている自治体があ
ります。職員負担軽減のため必須機能と判断いたしました。

本機能を要求してない自治体におかれましては、必要性を確認させてください。

※様式や出力項目は帳票WTにて検討いたします。

当初の仕様書たたき台の記載から、変更無しといたします。

【備考】
・帳票における印字項目の標準化の要否については、第1回目の帳票WTにて検討することとなります。

以下のとおり修正。
旧「前年度の申告が免税点未満の納税義務者へ償却資産異動状況を確認する通知が出せること。」
新「前年度の課税標準額が一定額以下の納税義務者へ償却資産異動状況を確認する通知が出せること。」

※G市、E市からのご意見を踏まえて修正（3.1.13.２ポツ目と平仄を合せる）。

3.1.10.

前年度の課税標準額が一定額以下の納税義務者へ償却資産異動状況を確認する通知が出せること。 「WT　当日検討内容」の「修正方針」について、ご意見等あればご回答くだ
さい。

事務局案のままといたします。

＜参考＞
・G市：償却資産にかかる業務は主に、評価課税業務と、調査業務に分けることができると思うが、標準化の対象は評価課税
業務にかかる部分のみと認識しているが相違ないでしょうか。調査手法は自治体により異なるものであり、システムに登録す
べき内容も異なるものと考える。そのため、調査業務にかかるシステムは標準化の対象外と考える。
→事務局：償却資産業務のうち固定資産税システムを利用している業務については、標準化検討対象と整理しております。調
査結果等をシステムに登録している場合は、登録内容についても標準化検討対象となります。

前年度の課税標準額が一定額以下の納税義務者へ償却資産異動状況を確認する通知が出せること。

0730 3.1.11.

償却資産申告書の印刷時にマイナンバーの表示有無（******とするかどうか）を選択できること。

償却資産
No.2_3

１自治体（I市）のみの要求です。マイナンバー提出済みの事業者から再度マイナンバーを提出させることは不要とする運
用を、事業者負担軽減の観点から実施している自治体があります。
マイナンバーの要件については他税目とも調整しつつ整理いたします。

本機能を要求してない自治体におかれましては、必要性を確認させてください。 6団体から必要とされる機能です。当初の仕様書たたき台の記載から、変更無しといたします。
※　マイナンバーの要件については他税目とも調整しつつ整理いたします。

左記から変更なし

3.1.11.

償却資産申告書の印刷時にマイナンバーの表示有無（******とするかどうか）を選択できること。 変更なし 償却資産申告書の印刷時にマイナンバーの表示有無（******とするかどうか）を選択できること。

0740 3.1.12.
申告書発送情報管
理

申告書等（償却資産申告書・種類別明細書・申告はがき・申告の手引）の発送情報の管理（設定、保持、修正）ができ
ること。
＜申告書等の発送情報＞
・発送履歴
・発送有無
・発送日
・発送/停止希望情報
・前年の発送/停止希望情報
・申告書等の送付先情報

償却資産
No.2_1
償却資産
No.2_2

４自治体（B市・D市・H市・I市）で要求しているとおり、申告書の発送漏れを防ぐために、申告書の発送情報の管理は、
必須機能と判断いたしました。

※償却資産申告書の送付先情報の管理については、4.1.所有者等管理にて検討いたします。

・本機能を要求してない自治体におかれましては、必要性を確認させてください。

・申告書の発送情報について過不足がないかご確認ください。

【事務局修正案】
・発送履歴については、12.検索・照会・履歴で要件化するため、本要件化から削除いたします。
・発送有無は発送日に包含されるため、本要件化から削除いたします。
・申告書等の送付先情報については、4.納税義務者管理にて要件化するため、本要件化から削除いたします。

【WT検討事項】
以下の機能または管理項目を必要としている団体があるため、WTにて要否を検討いたします。
・発送情報に発送物（申告書またははがき）が分かる項目
・合算先と連動させる項目
・電子申告利用者でプレ申告データを送付している納税義務者について送付履歴を管理し、該当者は申告書の発送停止を選択できる機能
・税理士宛に送付する場合のフラグ

【備考】
・K市の要望として、次の事項が挙げられておりますが、3.1.20.にて検討いたします。
「・左記の機能が実装される場合は、eLTAXのプレ申告についても同様に管理できるようにしたい。」
・課税台帳上の情報を年度管理する前提であるため、本要件も年度管理を前提としております。

以下の項目を追記します
・発送物情報

※E市からのご意見を踏まえて修正。

3.1.12.
申告書発送情報管
理

申告書等（償却資産申告書・種類別明細書・申告はがき・申告の手引）の発送情報の管理（設定、保持、修正）ができるこ
と。
＜申告書等の発送情報＞
・発送日
・発送/停止希望情報
・前年の発送/停止希望情報
・発送物情報

「WT　当日検討内容」の「修正方針」について、ご意見等あればご回答くだ
さい。

・（3.1.20.より）
　K市：プレ申告データについても紙申告書と同様に発送の有無や発送履歴を課税システムで管理したい。
　→事務局：ご意見を踏まえて、機能要件3.1.12.を次のとおり修正いたします。
　　　　　新「償却資産申告書・種類別明細書・申告はがき・プレ申告データの発送情報の管理（設定、保持、修正）ができ
ること。」
　　　　　旧「申告書等（償却資産申告書・種類別明細書・申告はがき・申告の手引）の発送情報の管理（設定、保持、修
正）ができること。」

＜参考＞
・G市：償却資産にかかる業務は主に、評価課税業務と、調査業務に分けることができると思うが、標準化の対象は評価課税
業務にかかる部分のみと認識しているが相違ないでしょうか。調査手法は自治体により異なるものであり、システムに登録す
べき内容も異なるものと考える。そのため、調査業務にかかるシステムは標準化の対象外と考える。
→事務局：償却資産業務のうち固定資産税システムを利用している業務については、標準化検討対象と整理しております。調
査結果等をシステムに登録している場合は、登録内容についても標準化検討対象となります。

償却資産申告書・種類別明細書・申告はがき・プレ申告データの発送情報の管理（設定、保持、修正）ができること。
＜申告書等の発送情報＞
・発送日
・発送/停止希望情報
・前年の発送/停止希望情報
・発送物情報

0750 3.1.13.

一定の条件（前年度の課税標準額が一定額以下の場合、廃業した場合、該当資産が無い場合、発送/停止希望情報等）
を指定し、申告書の送付停止処理ができること。

償却資産
No.2_2

申告書の引き抜き作業負荷が軽減されるため業務効率化の観点から必要な機能ですが、１自治体（I市）のみの要求である
ため、WTにて要検討と判断いたしました。

・本機能を要求してない自治体におかれましては、必要性を確認させてください。
・併せて、一定の条件の内容についても、確認させてください。

【事務局修正案】
本要件の記載ぶりを次のとおり修正いたします。
「以下の条件を指定し、申告書等の送付停止処理ができること。
　・前年度の課税標準額が一定額以下の場合
　・廃業した場合
　・該当資産が無い場合
　・発送/停止希望情報」
※緑字（必要性について疑義がある）の記載は、黒字化し、必須機能といたします。

【備考】
本要件は、送付停止とする条件を詳細化するための要件となります（条件が少数である場合は、3.1.12.に包含して記載することも可能です。）。

以下のように修正。
「申告書等について、以下の条件を指定し、発送物別に送付停止処理ができること。
　・前年度の課税標準額が一定額以下の場合
　・廃業や資産譲渡等により申告する資産がないした場合
　・該当資産が無い場合
　・発送/停止希望情報」

※発送する物別に送付の停止処理が出来ればよいので、「発送物別に」と追記します。
また、２ポツ目は、3.1.10と平仄を合せます。
さらに、３ポツ目は２ポツ目に包含されるため削除します。 3.1.13.

申告書等について、以下の条件を指定し、発送物別に送付停止処理ができること。
　・前年度の課税標準額が一定額以下の場合
　・廃業や資産譲渡等により申告する資産がない場合
　・発送/停止希望情報

「WT　当日検討内容」の「修正方針」について、ご意見等あればご回答くだ
さい。

・（3.1.6.より）
　各団体（A市・G市・K市）のご意見を踏まえて、申告の手引はシステムで管理している帳票ではないため、標準化検討対象
外といたします。
　また、申告書等の文言を以下のとおり修正する。
　　新：「償却資産申告書・種類別明細書・申告はがき　」
　　旧：「申告書等（償却資産申告書・種類別明細書・申告はがき・申告の手引）」

＜参考＞
・G市：償却資産にかかる業務は主に、評価課税業務と、調査業務に分けることができると思うが、標準化の対象は評価課税
業務にかかる部分のみと認識しているが相違ないでしょうか。調査手法は自治体により異なるものであり、システムに登録す
べき内容も異なるものと考える。そのため、調査業務にかかるシステムは標準化の対象外と考える。
→事務局：償却資産業務のうち固定資産税システムを利用している業務については、標準化検討対象と整理しております。調
査結果等をシステムに登録している場合は、登録内容についても標準化検討対象となります。

償却資産申告書・種類別明細書・申告はがき・プレ申告データについて、以下の条件を指定し、発送物別に送付停止処理がで
きること。
　・前年度の課税標準額が一定額以下の場合
　・廃業や資産譲渡等により申告する資産がない場合
　・発送/停止希望情報

見切
れの
ため
行追
加

0760 3.1.14.

全申告者リスト(発送簿)を出力できること。

償却資産
No.2_2

４自治体（B市・D市・H市・I市）で要求しているとおり、申告書の発送漏れを防ぐために、発送簿の出力機能は、必須機
能と判断いたしました。

左記「考え方・根拠」に記載の方針で問題ないかご確認ください。 【事務局修正案】
J市のご意見を踏まえ、次のとおり修正いたします。
「全申告者リスト(発送簿)を紙及びデータで作成できること。」

以下のように修正。
「全申告者リスト(発送簿及び受付簿)を紙及びデータで作成できること。」

※帳票要件上、「受付簿」（帳票要件No.100の申告状況一覧が該当)が定義されていますが、機能要件自体に当該資料を出力する機能が無かったので追加します。
なお、帳票要件の名称については、固定資産税のみならず全税目に関わることであることから、別途、整理する予定です。

3.1.14.

全申告者リスト(発送簿及び受付簿)を紙及びデータで作成できること。 「WT　当日検討内容」の「修正方針」について、ご意見等あればご回答くだ
さい。

事務局案のままといたします。

＜参考＞
・G市：内部帳票は標準化対象外では？
→集計表や一覧表における分析等の観点の違いから、必要となる出力条件や出力区分、印字項目が異なる場合等があり、カス
タマイズの要因となっているため、標準化検討対象と整理しております。

全申告者リスト(発送簿及び受付簿)を紙及びデータで作成できること。

0770 3.1.15. 申告情報管理

申告区分（全資産申告、増減資産申告）に応じて、申告情報（償却資産申告書・種類別明細書）及び申告受付情報の管
理（設定、保持、修正）ができること。

＜申告受付情報＞
・管理方法区分
・申告区分
・申告書受付年月日　等

償却資産
No.3_2
償却資産
No.3_3
償却資産
No.3_4
償却資産
No.3_5
償却資産
No.3_8
償却資産
No.4_6
償却資産
No.5_4

・６自治体が要求しているとおり、申告情報を管理するために、必須機能と判断いたしました。

・申告情報については、本要件では検討せずに、後段の要件でそれぞれ検討させていただきます。

・申告受付情報について、過不足がないか確認させてください。 【事務局修正案】
・本要件を削除し、3.1.1.に統合いたします。

本要件を削除し、3.1.1.に統合

3.1.15. 申告情報管理

申告区分（全資産申告、増減資産申告）に応じて、申告情報（償却資産申告書・種類別明細書）及び申告受付情報の管理
（設定、保持、修正）ができること。

＜申告受付情報＞
・管理方法区分
・申告区分
・申告書受付年月日　等

0780 3.1.16.

簡易申告はがき等によるみなし申告情報の登録ができること。

＜申告情報（みなし申告情報）＞
・申告書不要フラグ

償却資産
No.3_4
償却資産
No.3_5
償却資産
No.3_8

４自治体（B市、D市、E市、H市）で要求されているとおり、事業者負担の軽減及び自治体の事務コスト（申告書の郵送費
削減など）軽減のために、往復はがき等で資産異動の確認を行う運用をしている自治体があります。ただし、自治体に
よって運用が異なるため、WTにて要検討と判断いたしました。

本機能を要求してない自治体におかれましては、必要性を確認させてください。

※様式や出力項目は帳票WTにて検討いたします。

【事務局修正案】
3.1.1.及び3.1.12.に包含されているため、本要件を削除いたします。

3.1.1.及び3.1.12.に包含されているため、本要件を削除

3.1.16.

簡易申告はがき等によるみなし申告情報の登録ができること。

＜申告情報（みなし申告情報）＞
・申告書不要フラグ

0790 3.1.17.

申告情報の電子データ（パンチデータやOCRデータ）の取り込みができること。
償却資産
No.3_3
償却資産
No.3_5
償却資産
No.3_8

・５自治体（I市以外）で要求しているとおり、申告書の電子データの取り込み機能は①業務の効率化②過誤防止の2点に
寄与できるものと考え、必須機能と判断いたしました。

左記「考え方・根拠」に記載の方針で問題ないかご確認ください。 当初の仕様書たたき台の記載から、変更無しといたします。 変更なし

3.1.17.

申告情報の電子データ（パンチデータやOCRデータ）の取り込みができること。 変更なし 申告情報の電子データ（パンチデータやOCRデータ）の取り込みができること。

0800 3.1.18.

申告内容を年度ごとに一括で複写できること。

－

１自治体（I市）のみの要求ですが、過年度分もまとめて申告された場合などに、本機能により業務効率化が図れるため、
必須機能と判断いたしました。

本機能を要求していない自治体におかれましては、必要性を確認させてください。 【事務局修正案】
各団体からのご意見を踏まえ、次のとおり記載を修正いたします。
「過年度更正時に複数年度を選択して、償却資産課税台帳上の情報を管理（設定、保持、修正）できること。」

変更なし

3.1.18.

過年度更正時に複数年度を選択して、償却資産課税台帳上の情報を管理（設定、保持、修正）できること。 変更なし 過年度更正時に複数年度を選択して、償却資産課税台帳上の情報を管理（設定、保持、修正）できること。

0810 3.1.19.
電子申告情報登録
（eLTAX連携）

eLTAXと連携して、電子申告情報を更新・管理（設定、保持、修正）できること。
種類別明細書についても取り込むことができること。

償却資産
No.3_2
償却資産
No.3_3

・自治体によっては、電子申告情報を紙で出力し、手入力により登録を行っておりますが、業務負担が大きいものと想定
しております（予算制約上の理由から導入できていないものと推察しております。）。本機能を実装することにより、①
業務の効率化②過誤防止の2点に寄与できるものと考え、必須機能と判断いたしました。

※ eLTAX連携に必要なデータ項目につきましては、地方税共同機構に確認いたします。

本機能を要求していない自治体におかれましては、必要性を確認させてください。 当初の仕様書たたき台の記載から、変更無しといたします。

【備考】
・eLTAXからデータ取り込み時に、アラートがでる機能については、3.1.23.にて検討いたします。
　－前年度申告情報との整合性チェックなど

変更なし

3.1.19.
電子申告情報登録
（eLTAX連携）

eLTAXと連携して、電子申告情報を更新・管理（設定、保持、修正）できること。
種類別明細書についても取り込むことができること。

変更なし eLTAXと連携して、電子申告情報を更新・管理（設定、保持、修正）できること。
種類別明細書についても取り込むことができること。

0820 3.1.20.
電子申告情報出力
（eLTAX連携）

前年度の申告情報を基に、プレ申告データを作成できること。

償却資産
No.2_3
償却資産
No.2_5

事業者の申告負担軽減の観点から、本機能は必須機能であると判断いたしました。

※ eLTAX連携に必要なデータ項目につきましては、地方税共同機構に確認いたします。

本機能を要求していない自治体におかれましては、必要性を確認させてください。 【事務局修正案】
・地方税共同機構からのコメントを踏まえ、次のとおり要件を修正いたします。「前年度の課税情報を基に種類別明細データまで含めたプレ申告データを作成できること。」
・次の機能について、オプション機能といたします。「eLTAXと固定資産税システムを自動連携できること。」

【WT検討事項】
・K市の要望として、次の事項が挙げられておりますが、以下の2点について確認させてください。
　「・左記の機能が実装される場合は、eLTAXのプレ申告についても同様に管理できるようにしたい。」
①プレ申告データの作成停止を管理する必要があるか確認させてください。
　また、必要である場合は、紙の申告書の発行停止情報と一元化するか、別とするかについて確認させてください。
②プレ申告データを作成する納税義務者に対して、紙の申告書等の作成の停止有無を選択できる必要があるか、確認させてください。

以下を必須要件とする。

①また、納税義務者ごとに、プレ申告データ作成停止フラグを立てられること。

②さらに、プレ申告データを作成した納税義務者については、個別または一括で紙の申告書等の作成停止フラグを立てられること。

※上記①、②の修正案のとおりで支障がなければ、3.1.1.に以下の要件を追記する。
「・申告書等（償却資産申告書・種類別明細書・申告はがき・申告の手引）作成停止フラグ
　・プレ申告データの作成停止フラグ」

3.1.20.
電子申告情報出力
（eLTAX連携）

前年度の申告情報を基に、プレ申告データを作成できること。
また、納税義務者ごとに、プレ申告データ作成停止フラグを立てられること。
さらに、プレ申告データを作成した納税義務者については、個別または一括で紙の申告書等の作成停止フラグを立てられる
こと。

「WT　当日検討内容」の「修正方針」の①について、ご意見等あればご回答
ください。

・K市：プレ申告データについても紙申告書と同様に発送の有無や発送履歴を課税システムで管理したい。
→事務局：ご意見を踏まえて、機能要件3.1.12.を、次のとおり修正いたします。
　　　　　新「償却資産申告書・種類別明細書・申告はがき・プレ申告データの発送情報の管理（設定、保持、修正）ができ
ること。」
　　　　　旧「申告書等（償却資産申告書・種類別明細書・申告はがき・申告の手引）の発送情報の管理（設定、保持、修
正）ができること。」

＜参考＞
・A市：利用届け出をおこなっているケースであればプレ申告を無条件に作成してよいと考えている。
→全てのeLTAX申告者に対してプレ申告を送付する運用とするかについては、各団体の判断によるところです。

前年度の申告情報を基に、プレ申告データを作成できること。
また、納税義務者ごとに、プレ申告データ作成停止フラグを立てられること。
さらに、プレ申告データを作成した納税義務者については、個別または一括で紙の申告書等の作成停止フラグを立てられるこ
と。

見切
れの
ため
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加

※①左記を加えないと、全ての事業者に対してプレ申告データを作成しなければならなくなるため追加。

②プレ申告データを送付している納税義務者であれば、紙の申告書等の送付が不要となる場合があるため追加。

「WT　当日検討内容」の「修正方針」の②について、ご意見等あればご回答
ください。

質問2については特にご意見なし。

0830 3.1.21.
令和2年度以降の償
却資産申告時期の
見直しへの対応

・令和2年度以降の償却資産申告時期の見直しにあたり、償却資産申告時期が従来方式か新方式か、チェック項
目式で管理できること。
・新方式を選択した法人については、決算日を管理できること。
・新方式の申告期限をシステム上に表示すること。
・法人ごとに決算期を管理できること。また、それぞれの申告期限（決算日から２か月以内）に応じて催告対
象法人を抽出できること。
・新方式を選択した法人のリスト管理ができること。
・新方式を選択した法人のうち１月～10月決算*の法人については、価格決定した税額を、土地・家屋分と償却
資産分で分けて管理・納期設定できること。（２・３・４期、３・４期、４期のみのパターン）
・償却資産分のみの納税通知書・納付書を出力できること。

－

１自治体（I市）で要求されているものの、令和2年6月時点においても、制度改正の検討段階であるため、本機能の実装は
不要と判断いたしました。

左記「考え方・根拠」に記載の方針で問題ないかご確認ください。 当初の仕様書たたき台の記載から、変更無しといたします。 変更なし

3.1.21.
令和2年度以降の償
却資産申告時期の
見直しへの対応

0840 3.1.22. アラート表示

償却資産課税台帳上の情報を管理（設定、保持、修正）及び更新する際にアラートが表示できること。
　＜アラート表示とする条件＞
　　・
　　・

償却資産
No.3_3
償却資産
No.3_5
償却資産
No.3_8
償却資産
No.3_10
償却資産
No.4_6
償却資産
No.5_4
償却資産
No.6_1

・４自治体（B市、D市、E市、I市）では要求されているとおり、本機能は正確な申告情報を登録するために一般的に利用
されており、必須機能と判断いたしました。

・業務上、アラートとして表示している事項がございましたら、ご教示ください。 【事務局修正案】
・5団体の運用を踏まえ、以下のアラートを要件化いたします。
　また、エラーとすべきものについても検討します

＜アラートとする条件＞
・一品一覧画面に遷移する時
・新規資産登録時
・一品削除時
・資産一部減少後の再計算時
・更新時
・過年度の資産内容を修正した場合に、翌年度以降も台帳情報の更新が必要
・新規事業者の一括登録に際して、登録済みの義務者を重複して登録しないようにチェックする機能
・eLTAXからデータ取り込み時に、前年度申告情報との整合が合わない場合（3.1.20.より）

＜エラーとする条件＞
・資産の種類、名称が未入力
・取得年月が未入力、未到来
・取得価額が未入力、0円
・耐用年数が未入力、1年
・前年度に一品登録のある資産が現年度に存在しない。（減少になっていない）
・現年度申告の登録であるにも関わらず、取得年月が次年度申告対象年月である場合
・土地及び家屋で非課税の処理がされている義務者を課税で価格決定する場合

【WT検討事項】
・J市が挙げている「・過年度の資産内容を修正した場合に、翌年度以降も台帳情報の更新が必要」について、内容を確認させてください。

【備考】
・上記、事務局案におけるアラート及びエラーとする条件については、過不足がないか、APPLIC税TFに確認することといたします。

事務局案におけるエラー・アラート要件については、土地・家屋と共に、別途、整理。

なお、以下の要件をアラートとして追記。
・Ｎ年度の申告において、取得年月がＮ年１月の資産が存在する場合
・新規３の算出の結果、大規模の償却資産（新設大規模償却資産を含む。）が存在する場合

以下の要件はエラーから、アラートにする。
・前年度に一品登録のある資産が現年度に存在しない。

※アラート要件の追記について、それぞれ3.1.1.②及び同③参照。
事務局再確認の結果、次の要件はエラーではなく、アラートが適当と考える。「・前年度に一品登録のある資産が現年度に存在しない。（減少になっていない）」

3.1.22. アラート表示

償却資産課税台帳上の情報を管理（設定、保持、修正）及び更新する際にアラートが表示できること。

＜アラートとする条件＞
・一品一覧画面に遷移する時
・新規資産登録時
・一品削除時
・資産一部減少後の再計算時
・更新時
・過年度の資産内容を修正した場合に、翌年度以降も台帳情報の更新が必要
・新規事業者の一括登録に際して、登録済みの義務者を重複して登録しないようにチェックする機能
・eLTAXからデータ取り込み時に、前年度申告情報との整合が合わない場合
・前年度に一品登録のある資産が現年度に存在しない。

＜エラーとする条件＞
・資産の種類、名称が未入力
・取得年月が未入力、未到来
・取得価額が未入力、0円
・耐用年数が未入力、1年
・現年度申告の登録であるにも関わらず、取得年月が次年度申告対象年月である場合
・土地及び家屋で非課税の処理がされている義務者を課税で価格決定する場合
・Ｎ年度の申告において、取得年月がＮ年１月の資産が存在する場合
・新規３の算定の結果、大規模の償却資産（新設大規模償却資産を含む。）が存在する場合

変更なし 償却資産課税台帳上の情報を管理（設定、保持、修正）及び更新する際にアラートが表示できること。

＜アラートとする条件＞
・一品一覧画面に遷移する時
・新規資産登録時
・一品削除時
・資産一部減少後の再計算時
・更新時
・過年度の資産内容を修正した場合に、翌年度以降も台帳情報の更新が必要
・新規事業者の一括登録に際して、登録済みの義務者を重複して登録しないようにチェックする機能
・eLTAXからデータ取り込み時に、前年度申告情報との整合が合わない場合
・前年度に一品登録のある資産が現年度に存在しない。

＜エラーとする条件＞
・資産の種類、名称が未入力
・取得年月が未入力、未到来
・取得価額が未入力、0円
・耐用年数が未入力、1年
・現年度申告の登録であるにも関わらず、取得年月が次年度申告対象年月である場合
・土地及び家屋で非課税の処理がされている義務者を課税で価格決定する場合
・Ｎ年度の申告において、取得年月がＮ年１月の資産が存在する場合
・新規３の算定の結果、大規模の償却資産（新設大規模償却資産を含む。）が存在する場合

見切
れの
ため
行追
加

0850 3.1.23.
申告内容確認調査
結果情報管理

申告内容確認調査（電話確認、資料提供依頼、実地調査）結果情報を登録できること。

＜申告内容確認調査結果情報＞
・調査日
・確認結果
・申告内容の修正が必要となる資産
・申告漏れ資産

償却資産
No.5_4

申告内容確認調査結果を記録するためにも、本機能は必要かと思いますが、１自治体（H市）のみの要求であるため、オプ
ション機能と判断いたしました。

・本機能を要求していない自治体におかれましては、必要性を確認させてください。

・必須機能またはオプション機能とする場合は、データ項目に過不足がないかご確認ください。

当初の仕様書たたき台の記載から、変更無しといたします。 ＜申告内容確認調査結果情報＞
・調査日
・確認結果
・申告内容の修正が必要となる資産
・申告漏れ資産

※実務上、使用実例がないことが確認できたため、３ポツと４ポツは削除。
3.1.23.

申告内容確認調査
結果情報管理

申告内容確認調査（電話確認、資料提供依頼、実地調査）結果情報を登録できること。

＜申告内容確認調査結果情報＞
・調査日
・確認結果

「WT　当日検討内容」の「修正方針」について、ご意見等あればご回答くだ
さい。

事務局案のままといたします。

＜参考＞
・G市：償却資産にかかる業務は主に、評価課税業務と、調査業務に分けることができると思うが、標準化の対象は評価課税
業務にかかる部分のみと認識しているが相違ないでしょうか。調査手法は自治体により異なるものであり、システムに登録す
べき内容も異なるものと考える。そのため、調査業務にかかるシステムは標準化の対象外と考える。
→事務局：償却資産業務のうち固定資産税システムを利用している業務については、標準化検討対象と整理しております。調
査結果等をシステムに登録している場合は、登録内容についても標準化検討対象となります。

申告内容確認調査（電話確認、資料提供依頼、実地調査）結果情報を登録できること。

＜申告内容確認調査結果情報＞
・調査日
・確認結果

0860 3.1.24. 配分資産管理

大臣配分、知事配分通知に基づき、配分資産の管理（設定、保持、修正）ができること。
（大臣配分、知事配分の申告について同一宛名で管理でき、市長決定分と別途処理できること。）
（大臣配分、知事配分の申告について同一宛名で管理でき、市長決定分と合算して賦課できること）

償却資産
No.6_1

償却資産のうち船舶や鉄軌道などについては、地方税法上の総務大臣（知事）配分制度に基づき、総務大臣又は都道府県
知事が価格を決定し、その配分を市町村に通知し、それに基づき市町村が課税することとなります。ほぼすべての自治体
が利用する機能であるため、配分資産の管理機能は必須であると判断いたしました。

大臣配分、知事配分の配分資産について、市長決定分の資産と、別途処理または合算して賦課処理できることの必要性を確認させてください。 当初の仕様書たたき台の記載から、変更無しといたします。 変更なし

3.1.24. 配分資産管理

大臣配分、知事配分通知に基づき、配分資産の管理（設定、保持、修正）ができること。
（大臣配分、知事配分の申告について同一宛名で管理でき、市長決定分と別途処理できること。）
（大臣配分、知事配分の申告について同一宛名で管理でき、市長決定分と合算して賦課できること）

変更なし 大臣配分、知事配分通知に基づき、配分資産の管理（設定、保持、修正）ができること。
（大臣配分、知事配分の申告について同一宛名で管理でき、市長決定分と別途処理できること。）
（大臣配分、知事配分の申告について同一宛名で管理でき、市長決定分と合算して賦課できること）

0870 3.1.25. 増加償却率管理

増加償却率の設定を任意で更新できること。

＜増加償却率情報＞
・増加償却届出フラグ
・例外耐用年数適用区分

－

５自治体（E市以外）で要求されているとおり、機械設備等の増加償却の設定をするために、必須機能であるといたしまし
た。

左記「考え方・根拠」に記載の方針で問題ないかご確認ください。 当初の仕様書たたき台の記載から、変更無しといたします。 変更なし

※ＷＴ中、H市様から「増加償却率の計算式」に係るご意見がありましたが、計算方法等については3.1.26.に包含されている。

3.1.25. 増加償却率管理

増加償却率の設定を任意で更新できること。

＜増加償却率情報＞
・増加償却届出フラグ
・例外耐用年数適用区分

変更なし 増加償却率の設定を任意で更新できること。

＜増加償却率情報＞
・増加償却届出フラグ
・例外耐用年数適用区分

0880 3.1.26.
償却資産評価情報
管理

地方税法第388条から第422条の3の規定(固定資産の評価及び価格の決定)に基づき、償却資産の評価額・決定価格・課
税標準額の算出ができること。

－

・６自治体で要求されているとおり、評価額・決定価格・課税標準額の算出は、賦課処理を行うために必要であるため、
必須機能であると判断いたしました。

・課税標準の特例につきましては、別途要件化しております。

・中間標準レイアウトでは、データ項目として理論帳簿価額の項目がございますが、平成20年度から理論帳簿価額制度が
廃止されたため、不要なデータ項目であると判断しております。

・左記「考え方・根拠」に記載の方針で問題ないかご確認ください。

・６自治体では要求されておりませんが、大規模の償却資産にかかる現行運用（一定の価額を超える場合にはシステム上で大規模償却資産として扱われ、課税限度額が自動設定される等）についてご教示
ください。（G市の特別区及び指定都市を除く）

当初の仕様書たたき台の記載から、変更無しといたします。

【備考】
大規模償却資産について、各団体において課税限度額を超える事例が極めて少ないことから、標準化検討対象範囲外といたします。

変更なし

※大規模の償却資産にあっては、7/7のＷＴでは「大規模償却資産は適用団体が僅少であるため標準化対象外」と申し上げましたが、その後の事務局（総務省）内での調整の結果、当該制度はあくまで市町
村の固定資産税（償却資産）の範疇であるため、機能要件上に定義することが必要と考える。

3.1.26.
償却資産評価情報
管理

地方税法第388条から第422条の3の規定(固定資産の評価及び価格の決定)に基づき、償却資産の評価額・決定価格・課税標
準額の算出ができること。

「WT　当日検討内容」の「修正方針」について、ご意見等あればご回答くだ
さい。

事務局案のままといたします。

＜参考＞
・G市：評価額の算定について、端数処理など法定化されていない部分についてどう整理するのか教えてください。
→他税目共通の要件として検討中です。

地方税法第388条から第422条の3の規定(固定資産の評価及び価格の決定)に基づき、償却資産の評価額・決定価格・課税標準
額の算出ができること。

3.1.27. 3.1.27.

0900 3.1.28.

事業所別に本社にまとめて価格決定でき、各支社（店）毎の申告データを管理（設定、保持、修正）して合算処理を行
えること。

－

事業者の事務負担軽減のために必要な機能ですが、１自治体（H市）のみの要求であるため、オプション機能と判断いたし
ました

H市以外の自治体において、本機能の必要性を確認させてください。 当初の仕様書たたき台の記載から、変更無しといたします。 変更なし

3.1.28.

事業所別に本社にまとめて価格決定でき、各支社（店）毎の申告データを管理（設定、保持、修正）して合算処理を行える
こと。

変更なし 事業所別に本社にまとめて価格決定でき、各支社（店）毎の申告データを管理（設定、保持、修正）して合算処理を行えるこ
と。

3.1.26の考え方のとおり、以下の要件を追加する。ただし、本制度はG市及び政令指定都市は対象外であることから、オプション機能とします。
「地方税法第349条の４及び同法第349条の５の規定（大規模の償却資産及び新設大規模償却資産に対する課税標準の特例等）に基づき、大規模の償却資産及び新設大規模償却資産の課税標準額の算出ができ
ること。」

※なお、地方税法第742条第２項の規定に基づく市町村から都道府県への通知については、今後、下記11.2.4の不動産取得税に関する市町村から都道府県への通知の項目と併せて検討。

WT後の新規
大規模償却資産管
理

地方税法第349条の４及び同法第349条の５の規定（大規模の償却資産及び新設大規模償却資産に対する課税標準の特例等）
に基づき、大規模の償却資産及び新設大規模償却資産の課税標準額の算出ができること。

「WT　当日検討内容」の「修正方針」について、ご意見等あればご回答くだ
さい。

事務局案のままといたします。

＜参考＞
G市
①都道府県税分への通知に必要な情報をアウトプットできること（EUCによる抜き出しが可能であれば不要）
→事務局：大規模償却資産等に係る都道府県課税分及び市町村課税分の課税標準額の算出等必要な情報は、既に事務局案に包
含されているものと認識しております。
また、そのアウトプットについても、そもそも機能要件3.1.1.でフラグ立てしているので可能となります。
また、大規模償却資産に係る都道府県への通知文面については、別途、都道府県に意見を聞いた上で検討する予定です。

②都道府県分の課税処理ができること。
→都道府県自身が行う、大規模償却資産に係る都道府県課税分の課税処理等について、都道府県のシステムで行う処理である
ため、標準化対象外となります（標準化対象外であるため、実装しても可となります）。本標準仕様書は、固定資産税の市町
村課税分のシステムの標準化を行うものです。

＜備考＞

地方税法第349条の４及び同法第349条の５の規定（大規模の償却資産及び新設大規模償却資産に対する課税標準の特例等）に
基づき、大規模の償却資産及び新設大規模償却資産の課税標準額の算出ができること。

見切
れの
ため
行追
加

左記の通り追記

※G市様からのご指摘により追記しました。

なお、基本的な考え方ですが、取得価額や評価額の算定は固定資産評価基準によるものであるため、機能としては明記しません（要件としては、3.1.26中、「地方税法第388条」に包含されるため）。
一方で、左記のように、一旦算定した取得価額及び評価額を補正する場合は、固定資産税システムにおいて処理機能を搭載する必要があることから、別途追記しています。

WT後の新規
取得価額及び評価
額の補正

固定資産評価基準第３章第１節十一に基づき、評価額の補正ができること。
また、同節十二の規定に基づき、取得価額の補正ができること。

「WT　当日検討内容」の「修正方針」について、ご意見等あればご回答くだ
さい。

変更なし 固定資産評価基準第３章第１節十一に基づき、評価額の補正ができること。
また、同節十二の規定に基づき、取得価額の補正ができること。

0910 3.1.29.
評価額、課税標準
額シミュレーショ
ン

償却資産課税台帳上の情報に基づいて、評価額、課税標準額のシミュレーションができること。

－

・３自治体（B市、C市、I市）から要求されており、課税の公正性、公平性の観点から必須機能と判断いたしました。

・税額シミュレーション機能については、5.2　当初賦課処理（償却資産）において、別途たたき台に記載しております。

以下の事項について確認させてください。
　①シミュレーション結果の保存機能の必要性
　②本番環境でのシミュレーション機能の必要性

【事務局修正案】
・シミュレーション結果の保存機能をオプション機能といたします。　
　参考　必要：4団体　／　不要：4団体

・本番環境でのシミュレーション機能を必須機能といたします。
　参考　必要：6団体　／　不要：1団体

左記から変更なし

3.1.29.
評価額、課税標準
額シミュレーショ
ン

償却資産課税台帳上の情報に基づいて、評価額、課税標準額のシミュレーションができること。
また、シミュレーション結果を保存できること。

変更なし 償却資産課税台帳上の情報に基づいて、評価額、課税標準額のシミュレーションができること。
また、シミュレーション結果を保存できること。

0920 3.1.30. 非課税資産の登録

償却資産課税台帳に付随し、非課税資産の情報を管理（設定、保持、修正）できること。
＜非課税資産の情報＞
・資産の名称
・取得年月
・適用条項

償却資産
No.3_3
償却資産
No.3_5
償却資産
No.3_8

・２自治体（H市・I市）のみの要求ですが、非課税資産については自治体の課税権が制限されているため、必須機能であ
ると判断いたしました。

・I市では非課税資産を課税標準額０として補正処理をする機能を例示して要求しておりますが、賦課処理時に適切に非課
税として扱われれば問題ないと判断しております。

左記「考え方・根拠」に記載の方針で問題ないかご確認ください。 【事務局修正案】
たたき台のとおり、記載を修正いたします。

【備考】
・概要調書作成時の抽出条件については、11. 調定・統計にて、別途検討させていただきます。

左記から変更なし

3.1.30. 非課税資産の登録

償却資産課税台帳に付随し、非課税資産の情報を管理（設定、保持、修正）できること。
＜非課税資産の情報＞
・資産の名称
・取得年月
・適用条項

変更なし 償却資産課税台帳に付随し、非課税資産の情報を管理（設定、保持、修正）できること。
＜非課税資産の情報＞
・資産の名称
・取得年月
・適用条項
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修正方針 機能名称 仕様書たたき台 団体への確認事項 団体回答（9/11）を踏まえた修正方針 団体回答(9/11)を踏まえた再修正案（仕様書たたき台）要件の考え方・根拠 検討項目（論点案） 検討項目（論点）機能名称 仕様書たたき台
業務フローと

の対応

標準化候補検討

WT　当日検討内容
WT実施後の修正版 WT実施後の団体確認を踏まえた償却資産の修正版

0930 3.1.31. 耐用年数管理

耐用年数の変更に対応できること。(誤謬訂正・法令変更)

－

４自治体（B市、D市、H市、I市）が要求しているとおり、法改正等による耐用年数の変更があるため、必須機能であると
判断いたしました。

・左記「考え方・根拠」に記載の方針で問題ないかご確認ください。

・D市において、耐用年数の変更回数を明記して要求しておりますが、他自治体においても必要な変更回数がございましたらご教示ください。

当初の仕様書たたき台の記載から、変更無しといたします。 左記から変更なし

3.1.31. 耐用年数管理

耐用年数の変更に対応できること。(誤謬訂正・法令変更) 変更なし 耐用年数の変更に対応できること。(誤謬訂正・法令変更)

3.1.32. 課税標準の特例

課税標準の特例の入力ができること。
納税義務者・資産ごとに、特例の期間及び特例率も含めて入力ができること。

－

５自治体（C市以外）が要求しているとおり、地方税法上の特例措置を適切に処理できるようにために、必須機能であると
判断いたしました。

左記「考え方・根拠」に記載の方針で問題ないかご確認ください。 【事務局修正案】
たたき台のとおり、記載を修正いたします。

土地・家屋と併せて一つの項目（5.1.1）とする、本要件は削除

※なお、G市様から「特例名ではなく、特例コードの方が管理しやすいのではないか」とのご指摘がありましたが、土地・家屋と並びで検討します。
3.1.32. 課税標準の特例

課税標準の特例の入力ができること。
納税義務者・資産ごとに、特例の期間及び特例率も含めて入力ができること。

3.1.33.

特例名を選択すると自動で特例率が適用されるよう設定できること。
また、特例については年度途中でもパラメータ設定・適用できること。
さらに、一定期間経過で特例率を自動的に切り替えることができること。

－

３自治体（B市、D市、I市）が要求しているとおり、業務効率性及び過誤防止の観点から、特例率のパラメータ設定の機能
は必須であると判断いたしました。

左記「考え方・根拠」に記載の方針で問題ないかご確認ください。 当初の仕様書たたき台の記載から、変更無しといたします。 土地・家屋と併せて一つの項目（5.1.1）とする、本要件は削除

※なお、G市様から「特例名ではなく、特例コードの方が管理しやすいのではないか」とのご指摘がありましたが、土地・家屋と並びで検討します。

3.1.33.

特例名を選択すると自動で特例率が適用されるよう設定できること。
また、特例については年度途中でもパラメータ設定・適用できること。
さらに、一定期間経過で特例率を自動的に切り替えることができること。

4. 納税義務者管理 4. 納税義務者管理

4.1. 納税義務者マスタ管理 4.1. 納税義務者マスタ管理

0960 4.1.1.
納税義務者マスタ
管理

一の納税義務者ごとに、納税義務者情報を管理（登録、修正、削除）できること。

＜納税義務者情報＞
・納税義務者番号（宛名番号）
・宛名情報
・個人番号・法人番号
・人的非課税・特例情報
・課税保留フラグ（課税保留の該当の有無）
・納税承継人情報（氏名、住所、電話番号、按分割合）
・破産管財人情報（氏名、住所、電話番号）
・相続人・包括受遺者情報（氏名、住所、電話番号、相続人代表者であるかの別）
・納税管理人情報（氏名、住所、電話番号）
・法定代理人情報（氏名、住所、電話番号）

※固定資産税システム内に納税義務者マスタ機能を実装することを想定しているが、宛名システム側で同等機能を実装
することも可とする。

※宛名システムから宛名情報を連携している場合においては、宛名システムの全件データ（納税義務者以外の個人また
は法人のデータを含む。）を納税義務者マスタに登録することも可とする。

※固定資産税システム内に納税義務者マスタ機能を実装することを想定しているが、宛名システムとして同等機能を実
装することも可とする。

－

・土地、家屋、償却資産にかかる課税台帳上の管理項目として納税義務者情報が記載されておりますが、本要件では、納
税義務者情報の内訳を詳細化しているものです。

・固定資産税業務において所有者情報（宛名情報）として管理したい項目の検討をさせていただきます。

・所有者情報については、対比表を基に作成しているため、WTにて要検討と判断いたしました。

※住民基本台帳システム等との連携機能については、別途要件化いたします。

※個人番号の扱い方については、事務局にて検討中です。

・固定資産税システム上で口座情報の管理を行っているか確認させてください。また、管理している場合には、その用途をご教示ください。

・納税義務者番号と宛名番号については、どちらも宛名システム上から宛名情報を取り込むための番号であると想定しておりますが、相違ないか確認させてください。

・現行運用における、納税管理人等の管理区分について、たたき台記載の粒度（納税承継人、破産管財人、相続人・包括受遺者、納税管理人、法定代理人）で管理しているか、相続人等と納税管理人等の2
区分で管理（詳細は特記事項（メモ）に記載するなど）しているか、ご教示ください。

・納税義務者情報として、個人または法人の別を管理する機能が必要か確認させてください。

・システム上、納税義務者情報の閉鎖処理（閉鎖フラグを立てる）を行っているか確認させてください。
　行っている場合は、その利用場面をご教示ください。

・B市における次の機能の必要性を確認させてください。
「200:納税管理人、代表相続人以外にも関係名称を複数任意で登録できること。
　201:翌年度からの管理人の設定や廃止の入力が、申請があった時点で入力できること。」

・E市における次の機能のうち生活保護の有無を管理する機能について、必要性を確認させてください。
「172:氏名、氏名カナ、住所、方書、マイナンバー、納税義務者番号、受領代表者・納税管理人・送付先情報の有無、分割課税の有無、連帯納税の有無、生活保護の有無を表示すること※システムのどこ
かで必要情報を持ち、正しく通知・税額計算できれば可」

【事務局修正案】
・納税義務者情報として、口座情報（カナ氏名、口座番号）を宛名システムまたは収納システムから参照できることを必須機能として追加いたします。（管理までは不要。）（９団体）

・納税義務者番号と宛名番号は同一の取り扱いとされていることから、次のとおり記載を修正いたします。
　旧「納税義務者番号（宛名番号）」
　新「納税義務者番号」

・たたき台の記載に加えて、その他代理人等情報（氏名、住所、電話番号、特記事項（メモ）を）の項目を必須機能として追加いたします。

・当初は個人番号・法人番号を管理することにより、個人・法人の別を管理する想定でしたが、個人・法人番号が不明な場合もあるため、納税義務者情報として、「個人・法人の別」を必須機能として
4.1.2.に追加いたします。（１０団体）

・納税義務者情報として、「閉鎖フラグ」をオプション機能として追加いたします。（運用有６団体／運用無５団体）

・納税管理人等の管理区分のうち、管理する情報として、「有効期間を設定でき、期間到来後に自動で更新されること」をオプション機能として追加いたします。（A市、C市）

・納税義務者情報として「利用者ID（eLTAX）」を必須機能として追加いたします。※eLTAX上のIDであり全国で統一の番号。（事務局）

・納税義務者情報として「返戻関係情報」を必須機能として追加いたします。返戻関係情報の具体的な内容については次回WTにて検討いたします。（事務局 10. 返戻・公示関係）

・必要とする団体があるため、生活保護の有無を管理する機能をオプション機能といたします。また、他システムとの連携により生活保護の有無を取り込みできることをオプション機能として追加いたし
ます。

・納税義務者情報として、口座情報（カナ氏名、口座番号）を宛名システムまたは収納システムから参照できることを必須機能として追加いする。（管理までは不要。）

・納税義務者番号と宛名番号は同一の取り扱いとされていることから、次のとおり記載を修正する。「納税義務者番号」

・納税継承人情報等について、以下を要件化する。
「・代理人等情報（肩書（納税承継人、破産管財人、相続人・包括受遺者、納税管理人、法定代理人、その他）、氏名、住所、電話番号、特記事項（メモ））」

・納税義務者情報として、「閉鎖フラグ」をオプション機能として追加する。

・納税管理人等の管理区分のうち、管理する情報として、「有効期間を設定でき、期間到来後に自動で更新されること」をオプション機能として追加する。

・「利用者ID（eLTAX）」をオプション機能として追加する。
→事務局再確認の結果、「納税者ID（eLTAX）」と訂正する。

・納税管理人等の管理区分を一の区分とする。区分については、5区分＋とする。

・納税義務者情報として「返戻関係情報」を必須機能として追加する。
  事務局再確認の結果、「返戻関係情報」については年度管理とする旨を記載いたします。
→「返戻関係情報」については、6.2.1.機能「名寄処理」の「名寄情報」として管理するため、本要件からは削除いたします。

・「相続人代表から納税義務者代表への一括切替機能」については、4.1.3.の一つ下に定義する。

4.1.1.
納税義務者マスタ
管理

一の納税義務者ごとに、納税義務者情報を管理（設定・保持・修正）できること。

＜納税義務者情報＞
・納税義務者番号
・宛名情報
・個人番号・法人番号
・納税者ID（eLTAX）
・返戻関係情報
・口座情報（カナ氏名、口座番号）（保持ではなく、宛名システムまたは収納システムから参照できること）
・課税保留フラグ（課税保留の該当の有無）
・閉鎖フラグ（納税義務者情報の閉鎖の有無）
・生活保護フラグ（生活保護を受けているかの有無）
・代理人等情報（肩書（納税承継人、破産管財人、相続人・包括受遺者、納税管理人、法定代理人、その他）、氏名、住
所、電話番号、特記事項（メモ））
・納税通知書等送付先情報（送付先の氏名・名称、郵便番号、住所、電話番号、送付先を設定する理由、送付先区分（納税
義務者、納税管理人、相続人代表者、法定代理人、担当税理士、担当支社））
・償却資産申告書等送付先情報（送付先の氏名・名称、郵便番号、住所、電話番号、送付先を設定する理由、送付先区分
（納税義務者、納税管理人、相続人代表者、法定代理人、担当税理士、担当支社）
※償却資産申告書等送付先情報は、納税通知書等送付先情報と送付先が異なる場合にのみに設定するもの。

※固定資産税システム内に納税義務者マスタ機能を実装することを想定しているが、宛名システム側で同等機能を実装する
ことも可とする。

【WT検討事項】
・全団体にお聞きします。納税承継人情報等の管理項目として「納税義務の有無」が必要であるか、確認させてください。（C市）

・全団体にお聞きします。「相続人代表から納税義務者代表への一括切替機能」が必要か確認させてください。（C市）

・I市にお聞きします。事務局修正案では生活保護の有無を管理し、他システムと連携し生活保護の有無を取り込みができる機能がある場合に、次の機能が不要となるか確認させてください。「一定期間内
の生活保護の開始・廃止対象者（他システムから連携した情報）と、固定資産税システム上の納税義務者を突合して抽出できる機能（宛名情報）」（I市）

・全団体にお聞きします。課税保留の運用をしている場合は、課税台帳で物件単位で課税保留を管理しているか、納税義務者マスタ上で納税義務者単位で管理しているか確認させてください。
　課税保留の制度上の整理については、保留とさせていただたきます。

【備考】
・政令市における行政区の対応につきましては、別途、検討させていただきます。

・必要とする団体があるため、生活保護の有無を管理する機能をオプション機能とする。また、他システムとの連携により生活保護の有無を取り込みできることをオプション機能として追加する。

・送付先情報は納税義務者情報として管理する。

・（4.1.2.より）・送付先情報の記載について、次の項目を追加する。また、4.1.2.から4.1.1.へ移動する。
【旧】「・送付先情報（送付先の氏名・名称、郵便番号、住所、電話番号、送付先を設定する理由、送付先区分（納税義務者、納税管理人、相続人代表者、法定代理人、担当税理士、担当支社））」
【新】「・納税通知書等送付先情報（送付先の氏名・名称、郵便番号、住所、電話番号、送付先を設定する理由、送付先区分（納税義務者、納税管理人、相続人代表者、法定代理人、担当税理士、担当支
社））
　　　　・償却資産申告書等送付先情報（送付先の氏名・名称、郵便番号、住所、電話番号、送付先を設定する理由、送付先区分（納税義務者、納税管理人、相続人代表者、法定代理人、担当税理士、担当
支社）」
・（4.1.2.より）償却資産申告書等送付先情報は、納税通知書等送付先情報と送付先が異なる場合にのみに設定するものとする。※4.1.1.に記載する。
・必要とする団体があるため、以下の機能をオプションとする。
「前年度の課税台帳を複写して、当年度の課税台帳を作成する際に、前年度の相続人代表者を当年度の共有代表者として一括設定できること。」

※宛名システムから宛名情報を連携している場合においては、宛名システムの全件データ（納税義務者以外の個人または法
人のデータを含む。）を納税義務者マスタに登録することも可とする。

0970 4.1.2.

住民記録システムまたは宛名システムから宛名情報を取り込み、納税義務者マスタ上の宛名情報を一括更新できるこ
と。
＜宛名情報＞
・宛名番号
・氏名
・住所
・電話番号
・送付先情報（送付先の氏名・名称、郵便番号、住所、電話番号、送付先を設定する理由、送付先区分（納税義務者、
納税管理人、相続人代表者、法定代理人、担当税理士、担当支社））
・支援措置情報・要注意情報
・死亡年月日

－

ほとんどんの団体が要求しているとおり、宛名システムと連携して宛名情報を連携・参照する構成が一般的であり、必須
機能であると判断いたしました。
死亡者の情報（死亡年月日）については、住民記録システムでの管理を想定して、「住民記録システムまたは宛名システ
ムから」としています。

・宛名情報の管理項目として過不足がないかご確認ください。

・現行運用において、住民記録システムから宛名情報を取り込んでいるか、ご教示ください。併せて宛名システムから宛名情報を取り込んでいるか確認させてください。

・現行運用において、住民記録システムまたは宛名システム上で、死亡年月日を管理していない場合があれば、ご教示ください。

・E市における「348:申告書やその他通知の送付先が本人と異なる場合は、その送付先を設定する理由と送付先を登録できること※登録理由⇒担当税理士　など」について、想定するケース及び利用頻度を
ご教示ください。また、他団体においても同様の機能を実装しているか確認させてください。

【事務局修正案】
・宛名情報の項目として次の項目を必須機能として追加いたします。
旧「氏名、住所、死亡年月日」
新「氏名・名称、氏名カナ・名称カナ、住所・所在地、生年月日・設立年月日、死亡年月日・閉鎖等年月日」（C市、I市、G市）

・送付先情報の記載について、次の項目を追加いたします。（事務局、E市）
【旧】「・送付先情報（送付先の氏名・名称、郵便番号、住所、電話番号、送付先を設定する理由、送付先区分（納税義務者、納税管理人、相続人代表者、法定代理人、担当税理士、担当支社））」
【新】「・納税通知書等送付先情報（送付先の氏名・名称、郵便番号、住所、電話番号、送付先を設定する理由、送付先区分（納税義務者、納税管理人、相続人代表者、法定代理人、担当税理士、担当支
社））
　　　　・償却資産申告書等送付先情報（送付先の氏名・名称、郵便番号、住所、電話番号、送付先を設定する理由、送付先区分（納税義務者、納税管理人、相続人代表者、法定代理人、担当税理士、担
当支社）」

・（4.1.1.の検討項目（論点）から再掲）
　当初は個人番号・法人番号を管理することにより、個人・法人の別を管理する想定でしたが、個人・法人番号が不明な場合もあるため、宛名情報として、「個人・法人の別」を必須機能としてに追加い
たしす。（１０団体）

【WT検討事項】
・全団体にお聞きします。納税義務者に対して死亡者情報を登録するにあたり、住民記録システム等と固定資産税システム間での突合が必要であると想定（C市の次の機能のとおり）しておりますが、左記
機能は宛名システム側で実装しているか、固定資産税システム側で実装しているか確認させてください。
　　「28:２(5) 戸籍システムの死亡者データから、指定された項目（氏名、カナ、住所、生年月日、固有番号等）により宛名を特定し、死亡者情報を自動で登録できること
　　29:２(5) 戸籍システムの死亡者データから、指定された項目（氏名、カナ、住所、生年月日、固有番号等）により宛名を特定し、死亡者情報を手動で登録できること」（C市）

・全団体にお聞きします。固定資産税業務において、性別の情報が必要か確認させてください。必要な場合は具体的な用途を確認させてください。（性別）

・宛名情報の項目として次の項目を必須機能として追加する。
旧「氏名、住所、死亡年月日」
新「氏名・名称、氏名カナ・名称カナ、住所・所在地、生年月日・設立年月日、死亡年月日・閉鎖等年月日」

・送付先情報の記載について、次の項目を追加する。また、4.1.2.から4.1.1.へ移動する。
【旧】「・送付先情報（送付先の氏名・名称、郵便番号、住所、電話番号、送付先を設定する理由、送付先区分（納税義務者、納税管理人、相続人代表者、法定代理人、担当税理士、担当支社））」
【新】「・納税通知書等送付先情報（送付先の氏名・名称、郵便番号、住所、電話番号、送付先を設定する理由、送付先区分（納税義務者、納税管理人、相続人代表者、法定代理人、担当税理士、担当支
社））
　　　　・償却資産申告書等送付先情報（送付先の氏名・名称、郵便番号、住所、電話番号、送付先を設定する理由、送付先区分（納税義務者、納税管理人、相続人代表者、法定代理人、担当税理士、担当
支社）」

・当初は個人番号・法人番号を管理することにより、個人・法人の別を管理する想定でしたが、個人・法人番号が不明な場合もあるため、宛名情報として、「個人・法人の別」を必須機能としてに追加す
る。

・償却資産申告書等送付先情報は、納税通知書等送付先情報と送付先が異なる場合にのみに設定するものとする。※4.1.1.に記載する。

・本要件のうち住民記録システムとの連携についてはオプション機能とする。（G市では住民記録システムを保有していないため。）

・死亡者情報の登録における、住民記録システム等と固定資産税システム間での突合機能については4.1.3.の二つ下に定義する。

4.1.2.

住民記録システム、宛名システムから宛名情報を取り込み、納税義務者マスタ上の宛名情報を一括更新できること。
また、次の他業務システムから宛名情報を取り込み、納税義務者マスタ上の宛名情報を一括更新できること。　
　

＜宛名情報＞
・宛名番号
・個人・法人の別
・氏名・名称
・氏名カナ・名称カナ
・住所・所在地
・生年月日・設立年月日
・死亡年月日・閉鎖等年月日
・電話番号
・支援措置情報・要注意情報
・転出先住所（予定）

＜他業務システム＞
・法人市町村民税システム
・法人事業税システム

見切れのた
め行追加

【備考】
・原則として、宛名情報に登録されている住所に納税通知書を送付することとなります。ただし、例外として宛名情報に送付先情報が登録されている場合には、送付先情報の住所に納税通知書を送付する
こととなります。

・支援措置情報、要注意情報は何を想定しているか。（G市）
　⇒支援措置情報は、DV等支援措置法の対象者情報を想定しています。
　　要注意情報は、DV疑い、クレーマなど業務上管理している機微情報を想定しています。

・メールアドレス（G市）は利用実態がないため不要と考えます。

・（3.1.3.より）事務局の再確認の結果、償却資産の運用を踏まえて、次の記載も追加する。

「また、次の他業務システムから宛名情報を取り込み、納税義務者マスタ上の宛名情報を一括更新できること。　
　
＜他業務システム＞
・法人市町村民税システム
・法人事業税システム　※オプション」

・再確認の結果要望のあった、以下のシステムとの連携については、汎用的な取り込み機能を要件化することとする。

　・保健所関係課のシステム
　・エネルギ―関係課のシステム

見切れのた
め行追加

CSV等の汎用的な形式のファイルから宛名情報を取り込み、納税義務者マスタ上の宛名情報を一括更新できること。

0980 4.1.3.

納税義務者マスタが更新された場合、課税台帳上（賦課決定後の課税台帳を除く。）の納税義務者情報も自動で更新さ
れること。

－

住民記録システムまたは宛名システムとの連携を前提に、業務の効率性に鑑み、左記システムに更新が発生した場合は宛
名情報の自動更新機能が必須であると判断しました。

・異動リストなど異動を検知する仕組みが必要か確認させてください。 【事務局修正案】
・本要件を必須機能といたします。

【WT検討事項】
・H市にお聞きします。異動リストによる検知を不要としておりますが、送付先情報の異動があった場合の運用について確認させてください。
・全団体にお聞きします。「国外転出した義務者のリスト（E市4.1.6.より）」の要否を確認させてください。
・全団体にお聞きします。賦課決定後の課税台帳についても自動更新する機能は、不要であると判断しておりますが、要否について確認させてください。（K市）

本要件を必須機能とする。

・異動リストによる検知機能を必須とし、本要件に追記する。

・「国外転出した義務者のリスト」をオプション機能として追記する。また合わせて、国外転出した義務者を特定するための「転出先住所（予定）」を宛名情報にオプションとして追加する。

4.1.3.

納税義務者マスタが更新された場合、課税台帳上（賦課決定後の課税台帳を除く。）の納税義務者情報も自動で更新される
こと。

任意の期間を指定して、当該期間内における納税義務者マスタの異動リストが出力できること。
任意の期間を指定して、当該期間内における国外転出した義務者のリストが出力できること。

・「相続人代表から納税義務者代表への一括切替機能」をオプション機能として要件化する。（4.1.1.より）

WT後の新規

前年度の課税台帳を複写して、当年度の課税台帳を作成する際に、前年度の相続人代表者を当年度の共有代表者として一括
設定できること。

・「死亡者情報の登録における、住民記録システム等と固定資産税システム間での突合機能」を必須機能として要件化する。（4.1.2.より）

WT後の新規

住民記録システムまたは宛名システムから死亡者情報（氏名、氏名カナ、住所、生年月日、死亡年月日）を取り込み、固定
資産税システム上の宛名情報（氏名、氏名カナ、住所、生年月日）により宛名を特定し、特定した者の宛名情報に死亡年月
日を自動及び手動で登録できること。

※本機能を宛名システム側で実装することも可とする。

0990 4.1.4.

納税義務者情報を管理（登録・修正・削除）する際にアラートが表示できること。
＜アラート表示とする条件＞
・死亡者以外の納税義務者について、相続人代表者を登録しようとする場合（システム上に死亡の事実が反映されてい
ないケースを想定）
・
＜エラー表示とする条件＞
・住所が市内にある納税義務者について、納税管理人を登録しようとする場合
・

－

４団体では要求として明記されていないものの、本機能は正確な納税義務者情報を登録するために一般的に利用されてお
り、必須機能と判断いたしました。

・納税義務者マスタに納税義務者情報を登録する際に、業務上、エラー及びアラートとして表示している事項がありましたらご教示ください。
　現行運用にいおいて、納税義務者マスタと同等の機能を、宛名システム側で実現している場合には、宛名システム上で、エラー及びアラートとしている条件があればご教示ください。

【事務局修正案】
以下のエラー、アラートとする条件を追加いたします。
　＜アラートとする条件＞
・死亡日の登録が無い者に対して、相続人代表者を登録する場合（住登外の場合、死亡していても、死亡日の登録がないため、エラーとすると、本来相続人代表者を登録すべきケースでも登録できなく
なってしまうため）（I市）
・既に登録されていtる納税義務者と氏名、住所等が一致する場合（C市、D市、E市、J市）
・住所が市内にある納税義務者について、納税管理人を登録しようとする場合（E市、F市）
　※上記条件は、エラーとする条件から削除いたします。
　＜エラーとする条件＞
・

【WT検討事項】
・B市にお聞きします。DV支援対象者にかかる発行抑止機能については別途要件化しておりますが、次のアラートの用途を確認させてください。
　「DV支援対象者や成年後見人を登録しようとする場合（B市）」
・I市にお聞きします。次の機能は仕様上エラーとされていることを回答されておりますが、エラー・アラートどちらとすべきか確認させてください。「・納税管理人と相続人代表者を同時に登録しようと
する場合。（I市）」
・K市にお聞きします。次のアラートについて、固定資産税システム上では口座情報を管理しない（帳票の印字項目と定義する場合は参照可）こととなっているため、不要と判断いたしますが、業務上支障
がないか確認させてください。「納税管理人取り込み時、当該納税管理人の宛名番号または所有者の宛名番号に口座情報がある場合（口座部門が別にあるため、口座廃止を知らせないといけない）（K
市）」

・以下の条件を追加する。

　＜アラートとする条件＞
・死亡日の登録が無い者に対して、相続人代表者を登録する場合（住登外の場合、死亡していても、死亡日の登録がないため、エラーとすると、本来相続人代表者を登録すべきケースでも登録できなくなっ
てしまうため）
・既に登録されている納税義務者と氏名、住所等が一致する場合
・住所が市内にある納税義務者について、納税管理人を登録しようとする場合
・既に納税承継人情報、破産管財人情報、納税管理人情報、法定代理人情報、その他代理人等情報が設定されている者に対して、相続人・包括受遺者情報を設定しようとする場合
・既に相続人・包括受遺者情報が設定されている者に対して、納税承継人情報、破産管財人情報、納税管理人情報、法定代理人情報、その他代理人等情報を設定しようとする場合

　＜エラーとする条件＞
・

・事務局の再確認の結果、以下のアラートとする条件を追加いたします。
　＜アラートとする条件＞
・新規に納税義務者を設定する際に、既に同一の宛名情報を持つ者が設定されている場合。

4.1.4.

納税義務者情報を管理（設定・保持・修正）する際にアラート・エラーが表示できること。

＜アラート表示とする条件＞
・死亡者以外の納税義務者について、相続人代表者を登録しようとする場合（システム上に死亡の事実が反映されていない
ケースを想定）
・住所が市内にある納税義務者について、納税管理人を登録しようとする場合
・既に納税承継人情報、破産管財人情報、納税管理人情報、法定代理人情報、その他代理人等情報が設定されている者に対
して、相続人・包括受遺者情報を設定しようとする場合
・既に相続人・包括受遺者情報が設定されている者に対して、納税承継人情報、破産管財人情報、納税管理人情報、法定代
理人情報、その他代理人等情報を設定しようとする場合
・新規に納税義務者を設定する際に、既に同一の宛名情報（氏名、住所）を持つ者が設定されている場合。

＜エラー表示とする条件＞
・

見切れのた
め行追加

【備考】
○次の条件は宛名システム上のエラー条件であるため、標準化検討対象外といたします。
・「外部システムから納税義務者データを取り込む際、該当する宛名コードが宛名システムに存在しない場合、エラー表示される機能があります。（F市）」

○次の機能については、共通要件化し、別途検討することといたします。
・漢字氏名に　ＪＩＳ非漢字以外、又は、ＪＩＳ第１、２水準以外　の文字を入力している場合。（G市）

見切れのた
め行追加

1000 4.1.5.

納税義務者単位で、特記事項（メモ欄）の管理（登録、修正、削除）ができること。

－

５団体（C市・D市・E市・H市・I市）より要望があったため、必須機能であると判断しています。 ７団体の運用を踏まえ、当初の仕様書たたき台の記載から、変更無しといたします。 変更なし

4.1.5.

納税義務者単位で、特記事項（メモ欄）の管理（設定・保持・修正）ができること。

1010 4.1.6.

任意の期間を指定して、当該期間内に死亡した納税義務者のリストを出力できること。

－

死亡した納税義務者のリストにより、次年度向け課税台帳上の納税義務者情報を異動処理をす気づきとなるため、必要な
機能であると判断しております。

【事務局修正案】
本要件を必須機能といたします。

オプション機能とする。

4.1.6.

任意の期間を指定して、当該期間内に死亡した納税義務者のリストを出力できること。

4.2. 共有者管理 4.2. 共有者管理

1020 4.2.1. 共有者管理

複数の個人または法人（以下、「共有者」という。）が同一の固定資産を共有している場合、納税義務者マスタ上、共
有者グループごとに、共有情報を管理（登録・修正・削除）できること。
なお、持分が異なる場合は、別々の共有者グループとして管理（登録・修正・削除）すること。
さらに、共有持分または一部共有者が不明の場合であっても設定できること。

＜共有情報＞
・全ての共有者の納税義務者情報
・共有区分（一般共有、相続共有）
・代表者のフラグ
・持分割合

－

・６自治体で要求されているとおり、共有者情報を管理するため、必須機能であると判断いたしました。

・C市、H市において、詳細に操作の流れを記載しておりますが、共有者情報の登録ができれば問題ないと判断いたしまし
た。

・現行運用について、同一の共有者であっても、持分が異なる場合は、別々の共有者グループとして管理しているか、確認させてください。
　また、同一の共有グループとして管理している場合は、別々の共有グループとして管理した場合に、業務上、支障があるか確認させてください。

・全構成員にお聞きします。次の機能の必要性及び用途を確認させてください。
　C市：「117:(8) 共有区分（一般共有、相続共有）が選択できること」
　H市：「505:構成員が不明な共有名義が登録・管理できること。」

・I市において、同じ構成員で所有する物件について、持ち分が異なる場合でも名寄せすることができる機能を要求しておりますが、他自治体における必要性を確認させてください。（本機能は名寄帳にか
かる機能と思われる。）

【事務局修正案】
・共有区分に、「区分所有」を追加いたします。

【WT検討事項】
・同一の共有者であっても、持分が異なる場合は、別々の共有者グループとするか、同一とするか、WTにてメリット、デメリットを確認し、APPLIC税TFに対して照会する。

・　H市：「505:構成員が不明な共有名義が登録・管理できること。」について、本要件を必要としている団体（B市、D市、E市、F市、J市、K市）における、利用場面を確認させてください。その上で、本
要件を不要としている団体（A市、G市、H市、I市）については、左記についてどのような運用としているか確認させてください。

・全団体にお聞きします。「共有区分（一般共有、相続共有）」について、C市では以下の運用となっておりますが、本区分の要否を確認させてください。
「相続共有とは、登記所有者が死亡して、現に所有する者への課税を行う際にできる共有を指す。一般共有は、登記により共有が発生した際の区分であり、相続区分と区別している。
　C市での用途としては、納通印刷の際に「相続共有」に区分されたものに関しては「亡○○様分」のような印字されるようになっている。」

・共有区分に、「区分所有」を追加する。
・共有区分のうち「相続共有」はオプション機能とする。
・同一の構成員であれば、持分が異なる場合も、同一の共有者グループとする。同一の共有者グループの中で、資産ごとに持分を保持できることとする。

・「・全ての共有者の納税義務者情報」の記載を削除し、「各共有者について、それぞれの納税義務者情報と紐づいていること。」の記載を追記する。（事務局の再確認結果）

・本要件に区分所有も含む旨を追記する。（事務局の再確認結果）

・持分割合について、登記持分と現況持分を追記する。（事務局の再確認結果）

4.2.1. 共有者管理

複数の個人または法人（以下、「共有者」という。）が同一の固定資産を共有（区分所有を含む。）している場合、納税義
務者マスタ上、共有者グループごとに、共有情報を管理（設定・保持・修正）できること。
各共有者について、それぞれの納税義務者情報と紐づいていること。
持分が異なる場合も、同一の共有者グループとして管理（設定・保持・修正）すること。
共有持分または一部共有者が不明の場合であっても設定できること。

＜共有情報＞
・共有区分（一般共有、区分所有、相続共有）
・代表者のフラグ
・当該共有者グループが所有する資産ごとの各共有者の持分割合（登記持分、現況持分）

【備考】
・別々の共有者グループとするか同一とするかについては、WTにて検討することといたします。仮に、持分が異なる場合は別々の共有者グループとして管理することとなった場合は、免税点の判定のた
め、名寄せ処理時には、持分が異なる場合であっても名寄せできるようにいたします。（I市、J市）

1030 4.2.2.

共有情報を管理（登録・修正・削除）する際に、アラートが表示できること。
 ＜アラートとする条件＞
・持ち分合計の不一致の場合
・

＜エラーとする条件＞
・共有者の中に同一の納税義務者が2以上登録しようとする場合

－

・３自治体では要求されているとおり、本機能は正確な共有者情報を登録するために一般的に利用されており、必須機能
と判断いたしました。

・業務上、エラー・アラートとして表示している事項がございましたら、ご教示ください。

・H市における次の機能（持分がゼロの情報がデータ抽出できることについて）は、持分不明の場合を想定しているのかご教示ください。
　「509:同一構成員のダブリデータチェックの情報がデータ抽出できること。また、持分がゼロの情報がデータ抽出できること。」

【事務局修正案】
以下のエラー、アラートとする条件を追加いたします。
　＜アラートとする条件＞
・持ち分として、分子ゼロを登録しようとする場合（持ち分不明の場合は分子ゼロとする運用を想定）（H市）
　＜エラーとする条件＞
・持ち分として、分母ゼロを登録しようとする場合（A市）

【備考】
・次の条件について、持分が異なる場合に別々の共有者グループとする場合はアラートとし、同一の共有者グループとする場合はエラーといたします。「共有構成員が同一の共有宛名が既に存在する場合
（E市）」

・たたき台の記載について以下のとおり、修正いたします。（事務局）
　旧「・共有者の中に同一の納税義務者が2以上登録しようとする場合」
　新「・共有者の中に同一の納税義務者を2以上登録しようとする場合」

　旧「・持ち分合計の不一致の場合」
　新「・持ち分合計が１にならない場合」

変更なし

4.2.2.

共有情報を管理（設定・保持・修正）する際に、アラート・エラーが表示できること。
 ＜アラート表示とする条件＞
・持ち分合計の不一致の場合
・

＜エラー表示とする条件＞
・共有者の中に同一の納税義務者が2以上登録しようとする場合

5. 特例・非課税類型マスタ管理 5. 特例・非課税類型マスタ管理

5.1. 特例・非課税類型マスタ管理 5.1. 特例・非課税類型マスタ管理

0950 5.1.1. 類型マスタ管理

固定資産税・都市計画税のそれぞれについて、特例・非課税の類型ごとに特例・非課税関連情報を管理（登録・修正・
削除）できること。
＜特例・非課税関連情報＞
・課税標準特例、税額特例、非課税の別
・名称
・特例率
・対象年度
・備考

※主な特例・非課税類型については、システム上にあらかじめ設定されていることも可とする。

－

明記して管理機能を要求しているのは３自治体ですが適切に課税処理を行うために一般的に利用されている機能であるた
め、必須機能であると判断いたしました。

＜事前確認依頼＞
「別紙 特例・非課税・不均一課税・減免の登録対象に関する確認sheet」に記載の質問に回答の上、提出ください。

・類型ごとに管理する項目について、過不足がないか確認させてください。

【事務局修正案】
・人的・物的にかかる課税標準額特例・税額特例・非課税・不均一課税（後段の要件）・減免（後段の要件）については、課税台帳上に登録することといたします。
・特例・非課税関連情報として「対象となる税目（固定資産税・都市計画税）」「対象資産（土地・家屋・償却資産）」、「軽減期間」を追加いたします。

・当初たたき台の案では、固定資産税、都市計画税それぞれについて、類型を設定することとしておりましたが、類型設定時に対象となる税目を選択できることといたします。また、課税台帳上の記載も
併せて修正いたします。（事務局）
　旧「固定資産税・都市計画税のそれぞれについて、特例・非課税の類型ごとに特例・非課税関連情報を管理（登録・修正・削除）できること。」
　新「「固定資産税・都市計画税について、特例・非課税の類型ごとに特例・非課税関連情報を管理（登録・修正・削除）できること。」

【WT検討事項】
・全団体にお聞きします。同一の納税義務者（人的）にかかる課税標準額特例・税額特例・非課税・不均一課税の情報を課税台帳上に一括登録できる機能の要否を確認させてください。（必要な場合、各
課税台帳上の機能として要件化いたします。）
・C市とE市にお聞きします。特例等の対象となる地積、床面積を管理できれば問題ないか、確認させてください。（類型マスタとしての管理は不要と考えます。）

【備考】
・1.2.、2.2.、3.1.に課税台帳上の要件として、それぞれ減免処理にかかる機能を定義されているため、そちらで月割減免については充足想定です。（K市）

・人的・物的にかかる課税標準額特例・税額特例・非課税・不均一課税（後段の要件）・減免（後段の要件）については、課税台帳上に登録することとする。

・特例・非課税関連情報として「対象となる税目（固定資産税・都市計画税）」「対象資産（土地・家屋・償却資産）」、「軽減期間」を追加する。

・当初たたき台の案では、固定資産税、都市計画税それぞれについて、類型を設定することとしておりましたが、類型設定時に対象となる税目を選択できることとする。また、課税台帳上の記載も併せて修
正する。（事務局）
　旧「固定資産税・都市計画税のそれぞれについて、特例・非課税の類型ごとに特例・非課税関連情報を管理（登録・修正・削除）できること。」
　新「「固定資産税・都市計画税について、特例・非課税の類型ごとに特例・非課税関連情報を管理（設定・保持・修正）できること。」

・一の納税義務者（人的）にかかる課税標準額特例・税額特例・非課税・不均一課税の情報を課税台帳上に一括登録できる機能を各課税台帳上の必須機能として要件化する。

5.1.1. 類型マスタ管理

固定資産税・都市計画税について、特例・非課税の類型ごとに特例・非課税関連情報を管理（設定・保持・修正）できるこ
と。
＜特例・非課税関連情報＞
・対象となる税目（固定資産税・都市計画税）
・対象資産（土地・家屋・償却資産）
・課税標準特例、税額特例、非課税の別
・名称
・特例率
・対象年度
・軽減期間
・備考

※主な特例・非課税類型については、システム上にあらかじめ設定されていることも可とする。

6. 当初賦課 6. 賦課処理

6.1. 税率設定 6.1. 税率等の設定
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標準化候補検討

WT　当日検討内容
WT実施後の修正版 WT実施後の団体確認を踏まえた償却資産の修正版

1040 6.1.1.
固定資産税の税率
設定

固定資産税の税率を設定できること。

－

本要件は自治体ごとの税率を設定するために必要な機能です。 当初の仕様書たたき台の記載から、変更無しといたします。 変更なし

★事務局再検討の結果、本中項目を以下のとおり修正する。
　旧「6.1. 税率設定」
　新「6.1. 税率等の設定」 6.1.1.

固定資産税の税率
設定

固定資産税の税率を設定できること。

1050 新規

固定資産税にかかる不均一課税の類型ごとに固定資産税不均一課税情報を設定できること。
＜固定資産税不均一課税情報＞
・名称
・税率
・対象年度
・備考

※主な固定資産税の不均一課税の類型については、システム上にあらかじめ設定されていることも可とする。

－

本要件は自治体ごとの税率を設定するために必要な機能です。 不均一課税について、対象年度の管理が必要か教えてください。 【事務局修正案】
固定資産税不均一課税情報として「対象資産（土地・家屋・償却資産）」を追加いたします。

【WT検討事項】
・C市とE市にお聞きします。課税台帳上で不均一課税の対象となる地積、床面積を管理できれば問題ないか、確認させてください。（類型マスタとしての管理は不要と考えます。）

固定資産税不均一課税情報として「対象資産（土地・家屋・償却資産）」を追加する。

新規

固定資産税にかかる不均一課税の類型ごとに固定資産税不均一課税情報を設定できること。
＜固定資産税不均一課税情報＞
・対象資産（土地・家屋・償却資産）
・名称
・税率
・対象年度
・備考

※主な固定資産税の不均一課税の類型については、システム上にあらかじめ設定されていることも可とする。

1060 6.1.2.
都市計画税の税率
設定

都市計画税の税率を設定できること。
不均一課税をする際の税率も設定できること。

－

都市計画税については、課税していない団体があるため、オプション機能といたします。 【事務局修正案】
・次の記載を削除いたします。「不均一課税をする際の税率も設定できること。」

・次の記載を削除する。「不均一課税をする際の税率も設定できること。」

6.1.2.
都市計画税の税率
設定

都市計画税の税率を設定できること。

1070 新規

都市計画税の不均一課税の類型ごとに都市計画税不均一課税情報を設定できること。
＜都市計画税不均一課税情報＞
・名称
・税率
・対象年度
・備考

※主な都市計画税の不均一課税の類型については、システム上にあらかじめ設定されていることも可とする。

－

都市計画税については、課税していない団体があるため、オプション機能といたします。 当初の仕様書たたき台の記載から、変更無しといたします。

【WT検討事項】
・C市とE市にお聞きします。課税台帳上で不均一課税の対象となる地積、床面積を管理できれば問題ないか、確認させてください。（類型マスタとしての管理は不要と考えます。）

変更なし

新規

都市計画税の不均一課税の類型ごとに都市計画税不均一課税情報を設定できること。
＜都市計画税不均一課税情報＞
・名称
・税率
・対象年度
・備考

※主な都市計画税の不均一課税の類型については、システム上にあらかじめ設定されていることも可とする。

（9.1.1.より）事務局再検討の結果、納期限に関する機能を要件化する。
　・「納期限を設定できること。」

WT後の新規 納期限の設定

条例に基づき、納期限を設定できること。

6.2. 名寄帳管理 6.2. 名寄処理

1080 6.2.1. 名寄帳作成

当年度の名寄帳を作成し、納税義務者ごとに名寄帳情報を管理（登録・修正・削除）できること。

＜名寄帳情報＞
・土地課税（補充）台帳上の課税標準額の総額
・家屋課税（補充）台帳上の課税標準額の総額
・償却資産課税台帳上の課税標準額の総額
・上記の総額
・税額特例措置による軽減額
・固定資産税額・都市計画税額（当初賦課処理後の税額及び更正後の税額）
・適用を受ける減免の類型、類型ごとの減免額
・ 賦課・共通

No.1_14

納税義務者で名寄せし、賦課処理を行うため、必要があると判断し、本要件は必須とします。 ・名寄帳上の印字項目の検討については、帳票WTにて実施いたします。 【事務局修正案】
・法令上、償却資産については名寄帳を作成することとなっていないため、次のとおり記載を修正いたします。また、項目タイトルについて、「名寄帳管理」から「名寄処理」といたします。（事務局）
旧「当年度の名寄帳を作成し、納税義務者ごとに名寄帳情報を管理（登録・修正・削除）できること。」
新「当年度の名寄処理を行い、納税義務者ごとに以下の情報が計算され、管理（保持）できること。※更正処理後は、以下の情報が再計算されること。」

【WT検討事項】
・A市にお聞きします。次の記載は計算結果欄に直接入力することを想定しておりますが、不要としても業務上支障がないか確認させてください。「直接入力で義務者単位の課税標準額の総額等を登録・修
正・削除することも可能。」

・法令上、償却資産については名寄帳を作成することとなっていないため、機能名称を「名寄帳作成」→「名寄処理」に、情報名を「名寄帳情報」→「名寄情報」に修正いたします。

・「返戻関係情報」は名寄情報として管理いたします。

6.2.1. 名寄処理

当年度の名寄処理を行い、納税義務者ごとに名寄情報が管理（設定・保持・修正）できること。
※更正処理後は、以下の情報が再計算されること。

＜名寄情報＞
・土地課税（補充）台帳上の課税標準額の総額
・家屋課税（補充）台帳上の課税標準額の総額
・償却資産課税台帳上の課税標準額の総額
・上記の総額
・税額特例措置による軽減額
・固定資産税額・都市計画税額（当初賦課処理後の税額及び更正後の税額）
・適用を受ける減免の類型、類型ごとの減免額
・返戻関係情報

1090 6.2.2.

名寄帳情報を管理（登録・修正・削除）する際に、アラートが表示できること。

＜アラートとする条件＞
・
・
＜エラーとする条件＞

賦課・共通
No.1_14

名寄帳作成時のアラート機能となります。 ・業務上、エラー・アラートとして表示している事項がございましたら、ご教示ください。 【事務局修正案】
以下のエラー、アラートとする条件を追加いたします。
　＜アラートとする条件＞
・税額更正処理の一連が終了していない場合（C市、E市）
・過年度の名寄帳を出力する場合
・
　＜エラーとする条件＞
・
【WT検討事項】

【備考】
・名寄帳の発行制限にかかるエラー・アラートについては、後段の要件（9.3.1.）に記載いたします。

・以下のアラート条件を追加する。
＜アラートとする条件＞
　・税額更正処理の一連が終了していない場合

・本要件の下段に、名寄帳出力時のアラート・エラーとして新規に要件化し、以下のアラート条件を記載する。
＜アラートとする条件＞
　・過年度の名寄帳を出力する場合

【WT検討事項】
・以下のアラートの意味を教えてください。（C市、E市）
　「税額更正処理の一連が終了していない場合」

6.2.2.

名寄処理を行う際に、アラート・エラーが表示できること。

＜アラートとする条件＞
・税額更正処理の一連が終了していない場合

＜エラーとする条件＞
・

6.3. 当初賦課処理 6.3. 当初賦課処理

1100 6.3.1.
固定資産税当初賦
課処理

土地（補充）課税台帳、家屋（補充）課税台帳、償却資産課税台帳上の賦課期日時点の情報を基に、当初賦課処理（法
令の規定に基づいた税額計算が実施され、計算結果が名寄帳に登録される）ができること。

賦課・共通
No.1_8

賦課・共通
No.1_9

賦課・共通
No.1_14

・賦課処理を行うための必須機能であると判断いたしました。

・税額を算出する際の端数処理の検討について、現時点では保留といたします。

・全構成員にお聞きします。C市における次の機能を利用しているか確認させてください。
　「399:（４）各種特例の適用期間が終了した課税客体について、対象リストが出力される」

・E市における次の機能の用途と必要性を確認させてください。
「379:申告漏れ資産の税相当額が計算できること
　※どの段階でどのように算出できるか具体的に記述すること」

・H市における次の機能の用途と必要性を確認させてください。
「437:前年度申告情報と法人情報をもとに推計課税ができること。」

【備考】
・税額の算出方法については、地方税法第352条第2項に規定（居住用超高層建築物にかかるもの）も含まれているが、システム上実現可能であるか、APPLIC税TFに対して照会いたします。

【事務局修正案】
・次の機能について、オプション機能として別途要件化いたします。（土地・家屋・償却資産の課税台帳上の機能として要件化いたします。）
「各種特例の適用期間が終了した課税客体について、対象リストが出力される」

【備考】
・（償却資産関係）
　H市の次の機能については、3.1.4.及び3.1.5.に包含されると判断いたしました。
　H市「437:前年度申告情報と法人情報をもとに推計課税ができること。」

・（償却資産関係）
　E市の次の機能については、3.1.29.、6.3.3.に包含されると判断いたしました。
　E市「379:申告漏れ資産の税相当額が計算できること
　　　　　※どの段階でどのように算出できるか具体的に記述すること」

・（7.1.1.の上段の要件より）本標準仕様書の構成として、「6.当初賦課処理」を「6.賦課処理」とし、7.1.及び7.2.を「6.賦課処理」に包含させる。

・事務局再検討の結果、「期別税額計算」機能を本要件に追記する。

6.3.1.
固定資産税当初賦
課処理

土地（補充）課税台帳、家屋（補充）課税台帳、償却資産課税台帳上の賦課期日時点の情報を基に、当初賦課処理（法令の
規定に基づいた税額計算・期別税額計算が実施され、計算結果が名寄帳に登録される）ができること。

1110 6.3.2.
都市計画税当初賦
課処理

土地（補充）課税台帳、家屋（補充）課税台帳上の賦課期日時点の情報を基に、当初賦課処理（法令の規定に基づいた
税額計算が実施され、計算結果が名寄帳に登録される）ができること。

賦課・共通
No.1_8

賦課・共通
No.1_9

賦課・共通
No.1_14

都市計画税については、課税していない団体があるため、オプション機能といたします。 当初の仕様書たたき台の記載から、変更無しといたします。 変更なし

6.3.2.
都市計画税当初賦
課処理

土地（補充）課税台帳、家屋（補充）課税台帳上の賦課期日時点の情報を基に、当初賦課処理（法令の規定に基づいた税額
計算が実施され、計算結果が名寄帳に登録される）ができること。

1120 6.3.3.
当初賦課のシミュ
レーション機能

当初賦課のシミュレーションができること。

－

一般的に必須の機能であると想定しております。 ・検証環境での実施が一般的と考えていますが、本番環境にて当初賦課のシミュレーション機能が必要と考える団体があれば、その理由について教えてください。

・シミュレーション結果の保存機能の必要性・用途について確認させてください。→H市

当初の仕様書たたき台の記載から、変更無しといたします。

【備考】
・シミュレーション結果については、履歴として参照できる想定です。
・現時点においては、たたき台の記載のとおりとし、データ移行の阻害要因がないか、APPLIC税TFあてに確認いたします。

変更なし

6.3.3.
当初賦課のシミュ
レーション機能

当初賦課のシミュレーションができること。

7. 更正処理 7. 更正処理

7.1. 更正（税額変更）処理 6.X. 更正（税額変更）処理

1130 新規

任意の期間内に、課税に影響のある異動（物件異動・所有権異動・構成員異動）が発生した物件を一覧で確認できるこ
と。

－

【事務局修正案】
・本標準仕様書の構成として、「6.当初賦課処理」を「6.賦課処理」とし、7.1.及び7.2.を「6.賦課処理」に包含させます。

【事務局修正案】
・本要件の記載も修正いたします。（事務局）また、A市、E市のご意見を基に、納税義務者での抽出機能も必須機能といたします。

旧「任意の期間内に、課税に影響のある異動（物件異動・所有権異動・構成員異動）が発生した物件を一覧で確認できること。」

新「任意の期間内において、課税台帳上の情報に異動があった場合に、異動した情報の前後が比較できる一覧が物件または納税義務者ごとに出力できること。」

・本標準仕様書の構成として、「6.当初賦課処理」を「6.賦課処理」とし、7.1.及び7.2.を「6.賦課処理」に包含させる。

・本要件を削除する。

新規

任意の期間内において、課税台帳上の情報に異動があった場合に、異動した情報の前後が比較できる一覧が物件または納税
義務者ごとに出力できること。

1140 7.1.1. 更正処理

土地（補充）課税台帳、家屋（補充）課税台帳、償却資産課税台帳上の異動入力後の情報を基に、更正処理（法令の規
定に基づいた税額再計算が実施され、再計算結果が名寄帳に登録される）ができること。

賦課・共通
No.2_3

必須機能であると判断いたしました。
なお、。

・現行運用において、一括して複数年度分の課税台帳上の情報を更正する機能があるか確認させてください。

・I市・H市における次の機能の必要性及び用途を確認させてください。
　「213:異動の際は、過年度遡及・不遡及の選択ができること。」
　「90:更に過年度に遡及する場合は、遡及する年度を指定することで該当年度の課税情報も更新することができること。」

・B市における次の機能について、固定資産税システムにて計算していますか（収納システムにて計算していますか）。
　「25:還付加算金が調定日と納付日により自動計算できること。」

・H市における次の機能について、必要性を教えてください。
　「601:過年度分（法定修正期限を過ぎた年度）の更正により発生した返還金及び利息を計算できること。」

【WT検討事項】
・全団体にお聞きします。次の機能の要否を確認させてください。
　「選択した年度分の課税台帳上の情報を一括して更正処理できること。」（I市、J市）

・K市にお聞きします。収納システム側に情報を渡す連携機能については標準化検討対象外となりますが、固定資産税側で受け取る連携があるか確認させてください。

【備考】
・返還金及び利息計算機能、還付加算金の計算機能は、収納システム側で実装することといたします。

・更正処理に際し、納期限ごとに税額を再計算する機能については、別途、事務局案を作成し、WTにて検討させていただきます。

・変更なし

・次の機能をオプション機能として本要件の下段に要件化する。「選択した年度分の課税台帳上の情報を一括して更正処理できること。」

・返還金及び利息計算機能、還付加算金の計算機能は、収納システム側で実装する。

・次の要件を必須機能として、本要件の2つ下に追加することとする。　　「更正処理に際して、期別税額が再計算されること。その場合、到来済みの納期限に係る期別税額ではなく、未到来の納期限に係
る期別税額が変更されること（税額がゼロとなるなど、到来済みの納期限に係る期別税額の変更が避けられない場合を除く。）。」

7.1.1. 更正処理

土地（補充）課税台帳、家屋（補充）課税台帳、償却資産課税台帳上の異動入力後の情報を基に、更正処理（法令の規定に
基づいた税額再計算が実施され、再計算結果が名寄帳に登録される）ができること。

・(7.1.1.より)次の機能をオプション機能として要件化する。「選択した年度分の課税台帳上の情報を一括して更正処理できること。」

WT後新規追
加

選択した年度分の課税台帳上の情報を一括して更正処理できること。

・（8.1.1.より）減免について、期割、月割のどちらにも対応することができ、期別、月別の減免額も自動で算出できることを、必須機能として追加する。

WT後新規追
加

減免について、期割、月割のどちらにも対応することができ、期別、月別の減免額を自動で算出できること。

・（7.1.1.より）次の要件を必須機能として、追加することとする。　「更正処理に際して、期別税額が再計算されること。その場合、到来済みの納期限に係る期別税額ではなく、未到来の納期限に係る期
別税額が変更されること（税額がゼロとなるなど、到来済みの納期限に係る期別税額の変更が避けられない場合を除く。）。」

WT後新規追
加

更正処理に際して、期別税額が再計算されること。その場合、到来済みの納期限に係る期別税額ではなく、未到来の納期限
に係る期別税額が変更されること（税額がゼロとなるなど、到来済みの納期限に係る期別税額の変更が避けられない場合を
除く。）。

1150 7.1.2.

更正処理を行う際に、エラー・アラートが表示できること。
＜アラート表示とする条件＞
・
・

＜エラー表示とする条件＞
・
・

－

・正確な更正情報を登録するために一般的に利用されているため、必須機能と判断いたしました。 ・業務上、エラー・アラートとして表示している事項がございましたら、ご教示ください。 【事務局修正案】
以下のエラー、アラートとする条件を追加いたします。
＜アラートとする条件＞
・税法上の５年以前の修正に対する更正処理を実行しようとした場合。（C市）
・変更後の課税標準額が免税点未満となる場合。（K市）
・減額更正だが税額増となる期がある場合（E市）
＜エラーとする条件＞
・・賦課期日以前の更正の場合（J市）

【WT確認事項】
H市にお聞きします。次の条件について、想定するケースを確認させてください。既に登録されている際の気づきとする場合は、アラートとする認識です。
　・償却資産において、電算処理と一般処理が重複している場合（H市）

E市にお聞きします。次のアラートについては、収納システム側で更正処理結果を基に、還付金の計算が行えれば、固定資産税システム上での実装は不要であると考えますが、問題ないか確認させてくださ
い。
　・更正時点で納付済みで還付が発生する場合（E市）

F市にお聞きします。新規課税のアラート機能は不要と考えますが、想定するケースをご教示ください。
　・新規課税、更正済、過年度の場合（F市）

K市にお聞きします。次の機能の具体的な相違内容を確認させてください。
　・税額変更事由と入力内容に相違がある場合。（K市）

・H市の次の条件について、償却資産課税台帳上のアラート機能（必須）として要件化する。
「償却資産において、電算処理と一般処理が重複している場合」

・D市の次の条件について、土地課税台帳上のアラート機能（必須）として要件化する。
「一筆多地目設定を行う際に登記地積と課税地積が異なることに対するアラート。」

7.1.2.

更正処理を行う際に、エラー・アラートが表示できること。
＜アラート表示とする条件＞
・
・

＜エラー表示とする条件＞
・
・

見切れのた
め行追加

【備考】
次のアラートについては土地課税台帳上のアラート機能として要件化いたします。
・一筆多地目設定を行う際に登記地積と課税地積が異なることに対するアラート。（D市）

以下のエラーアラート条件については、納期限の関係の機能にて、検討いたします。
＜アラートとする条件＞
・更正処理後の税額がその後の納期分に割り振られていない場合（現行ではボタン一つでその後の納期に更正後の税額が自動的に割り振られる）（C市）

見切れのた
め行追加

1160 7.1.3. 強制修正

税額について、強制修正ができること。

－

適切ではない課税内容がシステム上表示される場合などを想定すると、必要となる機能ですが、３自治体では要求してい
ないため、WTにて要検討と判断いたしました。

・現行運用において、税額の強制修正機能の必要性及び用途を確認させてください。

・また、課税標準額のの強制修正機能の必要性及び用途を確認させてください。（必要である場合は、別途、要件化いたします。）

【事務局修正案】
現行運用において利用している団体もあることから、本要件をオプション機能といたします。
※なお、権限設定については各税目共通の要件として別途定義する想定です。

参考：税額の強制修正機能について
　　　①必要（利用想定あり）：A市、H市、J市（期別税額・減免税額のみ）
　　　②必要（利用想定なし）：B市、C市、D市、F市、I市、K市
　　　③不要　　　　　　　　：E市、G市、

　　　課税標準額の強制修正機能について
　　　①必要（利用想定あり）：A市、H市
　　　②必要（利用想定なし）：B市、C市、D市、F市、K市
　　　③不要　　　　　　　　：E市、G市、I市、J市

・他税目共通の要件であるため、個別税目は定義せずに、共通要件として定義することとする。
　本要件は削除とする。

7.1.3. 強制修正

税額について、強制修正ができること。

7.2. 調査課税処理（償却資産） 6.X. 調査課税処理（償却資産）

1170 7.2.1. 未申告事業者抽出

前年度の申告情報を基に、未申告事業者を抽出し、リスト等で確認できること。

－

３自治体が要求しているとおり、償却資産の未申告事業者を把握するために一般的に利用されている機能であり、必須機
能であると判断いたしました。

【事務局修正案】
次の機能をオプション機能として追加いたします。（E市）
「前年度において事業所別に申告を受け付けている場合、当年度においても各事業所の申告状況を確認できること。」

次の機能をオプション機能として追加する。
「前年度において事業所別に申告を受け付けている場合、当年度においても各事業所の申告状況を確認できること。」

7.2.1. 未申告事業者抽出

前年度の申告情報を基に、未申告事業者を抽出し、リスト等で確認できること。
前年度において事業所別に申告を受け付けている場合、当年度においても各事業所の申告状況を確認できること。

1180 7.2.2.
前年申告漏れ資産
抽出

本年申告情報を基に、前年申告漏れの資産を抽出できること。

－

２自治体のみの要求ですが、償却資産の過年度申告漏れを把握するために一般的に利用されている機能であり、必須機能
であると判断いたしました。

当初の仕様書たたき台の記載から、変更無しといたします。

【WT検討事項】
・J市にお聞きします。次の機能の利用場面と必要性を確認させてください。
　「抽出した申告漏れ資産について過去5年度分の課税標準額を計算できること（J市）」

変更なし

7.2.2.
前年申告漏れ資産
抽出

本年申告情報を基に、前年申告漏れの資産を抽出できること。

1190 7.2.3.
未申告事業者催告
処理

抽出した未申告事業者に対し、催告書を作成できること。
催告書の発送情報の管理（登録、修正、削除）ができること。

＜催告書発送情報＞
・発送履歴
・発送有無
・発送日
・催告日 －

４自治体が要求しているとおり、償却資産の未申告事業者に対して催告を行うために、必要な機能であると判断いたしま
した。

・催告書発送情報について過不足がないかご確認ください。 【事務局修正案】
・緑字の記載を黒字化し、必須機能といたします。

・催告書を作成する際のエラー・アラート条件について、本要件の下段に追加いたします。
　※エラー・アラートとする条件については、別途照会いたします。
　＜アラートとする条件＞
　・
　＜エラーとする条件＞
　・申告書を発送していない納税義務者に対して催告書を作成する場合。　

・緑字の記載を黒字化し、必須機能する。

・催告書を作成する際のエラー・アラート条件について、本要件の下段に追加する。（J市要望）
　＜アラートとする条件＞
　・
　＜エラーとする条件＞
　・申告書を発送していない納税義務者に対して催告書を作成する場合。

7.2.3.
未申告事業者催告
処理

抽出した未申告事業者に対し、催告書を作成できること。
催告書の発送情報の管理（登録、修正、削除）ができること。

＜催告書発送情報＞
・発送履歴
・発送有無
・発送日
・催告日

・（7.2.3.より）催告書を作成する際のエラー・アラート条件について、追加する。（J市要望）
　＜アラートとする条件＞
　・
　＜エラーとする条件＞
　・申告書を発送していない納税義務者に対して催告書を作成する場合

WT後、新規
追加

催告書を作成する際にアラート・エラーが表示されること。
　＜アラートとする条件＞
　・
　＜エラーとする条件＞
　・申告書を発送していない納税義務者に対して催告書を作成する場合

1200 7.2.4. 修正申告情報管理

修正申告情報を管理（登録、修正、削除）できること。
電子データを取り込み、償却資産課税台帳上の情報を自動で更新（登録、修正、削除）できること。

＜修正申告情報＞
・管理方法区分
・申告区分
・申告書受付年月日

－

３自治体が要求しているとおり、修正申告情報を適切に管理するため、必須機能であると判断いたしまた。 ・修正申告情報について過不足がないかご確認ください。 【事務局修正案】
・更正事由、更正年月日については3.1.1.、更正処理については7.1.1.で対応しているため、本要件を削除いたします。

【備考】
申告情報の履歴管理機能については、後段の12.検索・照会・履歴にて検討いたします。（I市、J市）

本要件を削除する。

＜事務局修正案の再掲＞
・更正事由、更正年月日については3.1.1.、更正処理については7.1.1.で対応しているため、本要件を削除いたします。

7.2.4. 修正申告情報管理

修正申告情報を管理（登録、修正、削除）できること。
電子データを取り込み、償却資産課税台帳上の情報を自動で更新（登録、修正、削除）できること。

＜修正申告情報＞
・管理方法区分
・申告区分
・申告書受付年月日

8.減免等処理 8.減免等処理

8.1.減免類型マスタ管理 8.1.減免類型マスタ管理

8/11



【仕様書たたき台】標準仕様書（機能）_04_固定資産税 構成員　WT前ご意見

集計版

修正方針 機能名称 仕様書たたき台 団体への確認事項 団体回答（9/11）を踏まえた修正方針 団体回答(9/11)を踏まえた再修正案（仕様書たたき台）要件の考え方・根拠 検討項目（論点案） 検討項目（論点）機能名称 仕様書たたき台
業務フローと

の対応

標準化候補検討

WT　当日検討内容
WT実施後の修正版 WT実施後の団体確認を踏まえた償却資産の修正版

1210 8.1.1.
減免類型マスタ管
理

固定資産税・都市計画税のそれぞれについて、減免の類型ごとに減免関連情報を管理（登録・修正・削除）できるこ
と。

＜減免関連情報＞
・減免名称
・減免事由
・減免割合
・減免の対象年度

※主な減免類型については、システム上にあらかじめ設定されていることも可とする。

－

必須機能であると考えています。 ・現行運用において、定額減免制度があるか確認させてください。

・物件ごとの減免を行っているか確認させてください。

・現行運用において、システム上、申請の有無、許可・不許可を管理しているか自治体に確認する。

【事務局修正案】
・人的・物的にかかる減免については、課税台帳上に登録することといたします。
・次の記載を追加いたします。「減免割合を空欄とした減免類型も登録できることとする。当該類型を、課税台帳（土地・家屋・償却資産）において選択した場合、課税台帳上の減免割合は手入力できる
こととする。」→同じ内容を特例・非課税類型マスタの機能に追加いたします。

【WT確認事項】
・全団体にお聞きします。年度途中で適用が開始した減免については、以下のどの運用としているか確認させてください。
　①期割
　②月割
　③日割
・全団体にお聞きします。現行運用において、減免額について、適用期間を入力した場合に、自動で減免額が算出されるか、または、減免額を手入力で登録しているか確認させてください。
　
・H市にお聞きします。次の記載について、詳細を確認させてください。
　「・定額減免ではないが償却資産において、割合ではなく計算式で減免額を設定しているものがある。」

【備考】
・減免関連情報として、「申請の有無」、「許可・不許可」の項目については、固定資産税システム上で実装していない団体が多いことから、標準化検討対象外といたします。

・変更なし

・減免について、期割、月割のどちらにも対応することができ、期別、月別の減免額も自動で算出できることを7.1.1.の2つ下に必須機能として追加する。

8.1.1.
減免類型マスタ管
理

固定資産税・都市計画税のそれぞれについて、減免の類型ごとに減免関連情報を管理（登録・修正・削除）できること。

＜減免関連情報＞
・減免名称
・減免事由
・減免割合
・減免の対象年度

※主な減免類型については、システム上にあらかじめ設定されていることも可とする。

9. 交付 9. 交付

9.1. 通知書・納付書発行 9.1. 通知書・納付書発行

1220 9.1.1. 納税通知書等発行

当初賦課処理後または税額更正処理後に、固定資産税・都市計画税の納税通知書、課税明細書、納付書、更正決定通知
書（税額更正処理後の場合のみ。）を一括または個別で発行できること。

賦課・共通
No.1_20

賦課・共通
No.2_8

賦課・共通
No.3_6

賦課・共通
No.4_3

賦課・共通
No.4_6

機能要件上の帳票出力にかかる要件は、各団体の仕様書（機能）に記載されている主要な帳票と、出力条件など機能WTに
て検討が必要であると想定している要件を記載しております。
網羅的な帳票の検討は帳票WTにて実施予定です。

・現行運用において、納税義務者義務者以外（納税承継人、破産管財人、包括受遺者、相続人代表者、納税管理人、法定代理人）の情報が登録されている場合、納税通知書の送付先をあらかじめ設定して
いるか確認させてください。
　そうではない場合は、送付先について、どのように運用しているか確認させてください。

・法令上は4期を原則としているが、特別の事情がある場合はそれと異なる納期を定めることが可能となっております。現行運用において、4期以外の納期とするか確認させてください。
　また、システム上で4期以外の納期に応じた納付書を発行する必要があるか確認させてください。（必要な場合は利用頻度をご教示ください。）

・全団体にお伺いします。D市の以下の機能に関連して、更正処理を実施した場合一般的な納期限の設定ルールを教えてください。
「322:更正年月日以降で次の期の納期限を越えない日付の範囲で納期限を変更する事ができること。」

【WT検討事項】
・別紙にて送付先の設定にかかる優先順位について検討いたします。

【備考】
・納期限に関係する機能については、たたき台の記載が整理できていなかったため、別途、事務局案を作成させていただきます。また、作成した事務局案について、WTにて検討させていただきます。
※また、下記、納期限の設定ルールについても、その際に検討させていただきます。
　・納税通知書等を納期限の10日前までに交付できない場合（B市、C市、E市）
　・次の期の納期限を越える場合（A市、D市）

・送付先の設定にかかる優先順位について、次の要件を本要件の下段に追加する。
「下記の優先順位に基づいて送付先が自動で設定されること。

　優先順位①：納税通知書等送付先情報
　※ただし、償却資産申告書・種類別明細書・申告はがきを送付する場合においては、償却資産申告書等送付先情報を優先する。
　優先順位②：代理人等情報
　優先順位③：宛名情報　」

・納期限に関係する機能のアラート・エラーについて、次の要件を本要件の２つ下に追加する。
「納期限を設定する際に、アラート・エラーが表示できること。
＜アラート条件＞
・
＜エラー条件＞
・納税通知書等を納期限の10日前までに交付できない場合
・次の期の納期限を越える場合　」

9.1.1. 納税通知書等発行

当初賦課処理後または税額更正処理後に、固定資産税・都市計画税の納税通知書、課税明細書、納付書、更正決定通知書
（税額更正処理後の場合のみ。）を一括または個別で発行できること。

（9.1.1.より）送付先の設定にかかる優先順位について、次の要件を本要件の下段に追加する。
「下記の優先順位に基づいて送付先が自動で設定されること。

　優先順位①：納税通知書等送付先情報
　※ただし、償却資産申告書・種類別明細書・申告はがきを送付する場合においては、償却資産申告書等送付先情報を優先する。
　優先順位②：代理人等情報
　優先順位③：宛名情報　　」

WT実施後、
新規追加

下記の優先順位に基づいて送付先が自動で設定されること。

　優先順位①：納税通知書等送付先情報
　※ただし、償却資産申告書・種類別明細書・申告はがきを送付する場合においては、償却資産申告書等送付先情報を優先
する。
　優先順位②：代理人等情報
　優先順位③：宛名情報　

（9.1.1.より）・納期限に関係する機能のアラート・エラーについて、次の要件を本要件の２つ下に追加する。
「　納期限を設定する際に、アラート・エラーが表示できること。
＜アラート条件＞
・
＜エラー条件＞
・次の期の納期限を越える場合　」 WT実施後、

新規追加

納期限を設定する際に、アラート・エラーが表示できること。
＜アラート条件＞
・
＜エラー条件＞
・次の期の納期限を越える場合

1230 9.1.2.
共有者への納税通
知書等発行

共有者グループに対して、当初賦課処理後または税額更正処理後に、固定資産税・都市計画税の納税通知書、課税明細
書、納付書、更正決定通知書（税額更正処理後の場合のみ）を、以下の出力設定で、一括または個別で発行できるこ
と。
＜出力設定＞
・共有者の代表者に対してのみ、納税通知書、課税明細書、納付書（全税額分）、更正決定通知書を発行
・共有者の代表者に対してのみ、納付書（全税額分）を発行し、共有者全員に対して納税通知書、課税明細書、更正決
定通知書を発行
・共有者全員に対して納税通知書、課税明細書、納付書（共有者の持ち分で按分した税額分）、更正決定通知書を発行

賦課・共通
No.1_20

賦課・共通
No.2_8

賦課・共通
No.3_6

賦課・共通
No.4_3

賦課・共通
No.4_6

・共有グループに対する納税通知書等の発行については、発行にする際の条件があると想定しているため、9.1.1.とは分
けて要件化しております。
・4.2.1.のたたき台で想定しているとおり、共有者の持ち分は異なる場合は、別々の共有者グループとして管理する想定
です。

・現行運用において、共有グループに対する納税通知書等の発行の際に、たたき台のとおり出力設定を分けて発行しているか確認させてください。
　出力設定を分けて発行している場合は、たたき台に記載の出力設定で過不足がないか確認させてください。

・共有者に対して、税額を按分の上、納税通知書を発行することは地方税法上できないが、納付書の金額を按分することで、納税者のニーズに応えることができると考えるかどうか、確認させてくださ
い。

当初の仕様書たたき台の記載から、変更無しといたします。

【備考】
・相続の場合であっても、課税台帳上の情報を更新することにより、共有者と同様の処理を行うことで問題ないと考えます。（F市、I市）

変更なし

9.1.2.
共有者への納税通
知書等発行

　共有者グループに対して、当初賦課処理後または税額更正処理後に、固定資産税・都市計画税の納税通知書、課税明細
書、納付書、更正決定通知書（税額更正処理後の場合のみ）を、以下の出力設定で、一括または個別で発行できること。

＜出力設定＞
・共有者の代表者に対してのみ、納税通知書、課税明細書、納付書（全税額分）、更正決定通知書を発行
・共有者の代表者に対してのみ、納付書（全税額分）を発行し、共有者全員に対して納税通知書、課税明細書、更正決定通
知書を発行
・共有者全員に対して納税通知書、課税明細書、納付書（共有者の持ち分で按分した税額分）、更正決定通知書を発行

1240 9.1.3. 減免決定通知

減免申請に対する減免決定（不許可）通知書を一括または個別で発行できること。

賦課・共通
No.3_3

減免決定通知書の出力については固定資産税システム外で出力していることも想定されるため、オプション機能としてお
ります。

・現行運用において、固定資産税システムから、減免決定通知書を出力しているか確認させてください。 当初の仕様書たたき台の記載から、変更無しといたします。 変更なし

9.1.3. 減免決定通知

減免申請に対する減免決定（不許可）通知書を一括または個別で発行できること。

1250 9.1.4. 発送者一覧出力

各種通知書を一括で発行した際に、発送者一覧が出力できること。

－

発送者一覧は、発送前に発送物の確認を行うために必要であると想定しております。 ・現行運用において、発送者一覧を出力しているか確認させてください。
　発送者一覧を出力している場合には、その用途についても確認させてください。

当初の仕様書たたき台の記載から、変更無しといたします。 変更なし

納税通知書の発送簿については、帳票用件N0.182で必須と定義しておりますが、納税通知書以外の各種通知書について、発送者一覧が必要かどうか、確認させてください。また、必要な場合、具体的にどの
通知書の発送者一覧が必要で、発送者以外の印字項目は何か教えてください。

9.1.4. 発送者一覧出力

各種通知書を一括で発行した際に、発送者一覧が出力できること。

1260 9.1.5.
引き抜きリスト出
力

各種通知書を一括で出力した際に、引き抜き対応を行うことができるように、引き抜きリストを出力できること。
　※実現方法については、一括で出力した際に、帳票に連番が印字され、発送者一覧において連番を確認できることと
でもよい。

－

業務上、納税通知書を印刷後も異動処理を行う場合があり、納税通知書の引き抜き業務が発生している場合があるため必
要な機能であると想定しております。

・現行運用において、引き抜きリストを出力しているか確認させてください。
　出力している場合は何単位か（納税義務者単位か物件（1筆や1棟など）単位か）確認させてください。

【事務局修正案】
引き抜きリストは納税義務者単位で作成することといたします。

納税義務者単位で出力できることを明記する。

9.1.5.
引き抜きリスト出
力

各種通知書を一括で出力した際に、引き抜き対応を行うことができるように、引き抜きリストを出力できること。
　※引き抜きリストは、物件（1筆や1棟など）単位のリストではなく、納税義務者単位のリスト
　※実現方法については、一括で出力した際に、帳票に連番が印字され、発送者一覧において連番を確認できることとして
もよい。

1270
移動
11.2.10.

法務局への通知

法務局宛の価格決定通知書、評価額決定通知書を出力できること。また、電子データでも出力できること。

－

法令に基づく通知にかかる出力機能であるため、必須であると判断いたします。 ・現行運用において、紙及び電子データどちらで法務局宛に通知しているかご教示ください。 当初の仕様書たたき台の記載から、変更無しといたします。 変更なし

→帳票用件において「価格決定通知書」「評価額決定通知書」を定義しているため、本要件は削除いたします。

移動
11.2.10.

法務局への通知

　法務局宛の価格決定通知書、評価額決定通知書を出力できること。また、電子データでも出力できること。

1280 新規 税務署への通知

税務署宛の相続税法第58条の規定に基づく通知書を出力できること。また、電子データでも出力できること。

－

法令に基づく通知にかかる出力機能であるため、必須であると判断いたします。 ・現行運用において、紙及び電子データどちらで税務署宛に通知しているかご教示ください。 【WT検討事項】
G市にお聞きします。本機能の要否を確認させてください。不要であればオプション機能（G市のみ実装しないことが可）といたします。

【備考】
印字項目等の検討については、帳票WTにて検討いたします。

本要件をオプション機能とする。

→帳票用件において「死亡者一覧」を定義しているため、本要件は削除いたします。

新規 税務署への通知

税務署宛の相続税法第58条の規定に基づく通知書を出力できること。また、電子データでも出力できること。

1290
移動
11.2.4.

都道府県への通知

都道府県宛の地方税法第73条の18第3項の規定に基づく登記済通知データを作成できること。また、電子データでも出
力できること。

賦課・共通
No.1_21

賦課・共通
No.2_10

法令に基づく通知にかかる出力機能でありますが、G市においては不要な機能であると考えられるため、オプション機能と
しております。

・現行運用において、紙及び電子データどちらで都道府県宛に通知しているかご教示ください。 当初の仕様書たたき台の記載から、変更無しといたします。
※G市は本機能が不要であるため、オプション機能（G市のみ実装しないことが可）としております。

・本要件を必須機能とする。また、本要件の記載を次のとおり修正する。
旧「都道府県宛の地方税法第73条の18第3項の規定に基づく登記済通知データを作成できること。また、電子データでも出力できること。
」

新「都道府県宛の地方税法第73条の18第3項の規定に基づく取得の事実の通知を電子データで作成・出力できること。
　また、同法第73条の22の規定に基づき、固定資産税課税台帳に登録された不動産の価格等の通知を電子データで作成・出力できること。」 移動

11.2.4.
都道府県への通知

　都道府県宛の地方税法第73条の18第3項の規定に基づく取得の事実の通知を出力できること。また、電子データでも【P】
出力できること。
　また、同法第73条の22の規定に基づき、固定資産税課税台帳に登録された不動産の価格等の通知を電子データで作成・出
力できること。

※　電子データによる出力方式等については、別途都道府県に意見照会の上、事務局で検討する。

9.2. 証明書発行 9.2. 証明書発行

1300 9.2.1. 証明書等発行

固定資産税関係証明書を発行できること。
＜固定資産税関係証明書＞
・評価証明書
・公課証明書
・資産証明書

賦課・共通
No.4_5

賦課・共通
No.4_6

・評価証明書は法令に基づく帳票です。また、公課証明書及び資産証明書は一般的に発行されているものと判断し、必須
機能としております。

・公課証明書、資産証明書を発行しているかご教示ください。また、そのほかの証明書を発行しているか、ご教示ください。

・無資産証明書を発行しているか確認させてください。
　発行している場合は、資産証明書上の資産欄が空欄であることにより、代替できると想定しておりますが、業務上の支障があるか確認させてください。

・全団体にお伺いします。I市の以下機能について、必要性・利用場面を教えてください。
　「241:非課税土地ではその土地の正面路線価、時点修正率から近傍宅地価格/㎡をデフォルトで記載すること。ただし、課税土地では選択して記載できること。」
　「242:その他、近傍畑では造成費を減じ、近傍山林などでは適切な比準率を乗じた価格を近傍価格として記載できること。」
　「243:非課税物件に関しては評価額が0の場合は、近傍地の評価額等を表示すること。」

I市の「245:評価証明書、公課証明書について、区画整理施工中のものは備考欄にその旨が印字されること。」、B市の「591:仮換地設定のある物件を含む名寄帳・課税明細を出力する際、該当物件に対し
て仮換地課税であることが表示されること。」について、必要性・用途を教えてください。→I市、B市

【事務局修正案】
・固定資産税関係証明書として「土地・家屋名寄帳」を追加いたします。
　※帳票名称については、帳票WTにて検討いたします。
・本要件の記載を修正いたします。
　旧「固定資産税関係証明書を発行できること。」
　新「納税義務者または物件（複数選択可）ごとに、固定資産税関係証明書を発行できること。」

【WT検討事項】
・A市、B市、C市、G市、H市、I市、J市にお聞きします。
　I市の次の機能については、評価に関連する情報（近傍宅地価格、近傍価格、近傍地の評価額等）のみを帳票に記載する機能であるため標準化検討対象外であると考えておりますが、課税に関連する情報
が含まれる場合は本標準仕様書上に記載する必要があるため、相違ないか確認させてください。
　　「241:非課税土地ではその土地の正面路線価、時点修正率から近傍宅地価格/㎡をデフォルトで記載すること。ただし、課税土地では選択して記載できること。」
　「242:その他、近傍畑では造成費を減じ、近傍山林などでは適切な比準率を乗じた価格を近傍価格として記載できること。」
　「243:非課税物件に関しては評価額が0の場合は、近傍地の評価額等を表示すること。」

・帳票WTで検討した結果、固定資産税関係証明書としては、以下の８種類を定義することといたします。

　・土地・家屋証明書
　・評価証明書
　・公課証明書
　・資産証明書
　・課税証明書
　・無資産証明書
　・公課証明書（償却資産）
　・償却資産証明書

・本要件の記載を修正いたします。
　旧「固定資産税関係証明書を発行できること。」
　新「納税義務者または物件（複数選択可）ごとに、固定資産税関係証明書を発行できること。」

→帳票用件において固定資産税の各種証明書等を定義しているため、本要件は削除いたします。なお、納税義務者または物件を選択（複数選択）できることについては、帳票WTの対比表に追記いたします。

9.2.1. 証明書等発行

納税義務者または物件（複数選択可）ごとに、固定資産税関係証明書を発行できること。

＜固定資産税関係証明書＞
・土地・家屋証明書
・評価証明書
・公課証明書
・資産証明書
・課税証明書
・無資産証明書

【備考】
・各団体から挙げていただいた各種証明書の種類について、標準仕様書上どの帳票を定義するかは、帳票WTにて検討させていただきます。
・無資産証明書の要否については、帳票WTにて検討させていただきます。
・次の要件については、帳票WTにて検討させていただきます。
　I市の「245:評価証明書、公課証明書について、区画整理施工中のものは備考欄にその旨が印字されること。」、B市の「591:仮換地設定のある物件を含む名寄帳・課税明細を出力する際、該当物件に対
して仮換地課税であることが表示されること。」

1310 9.2.5. 強制修正

固定資産税関係証明書の各項目のうち以下の項目について、任意に強制修正できること。
・氏名（外国人の氏名をアルファベット表記に強制修正　など）
・住所（住所移転がシステム未反映の場合に、移転後住所に強制修正　など）
・共有代表者

賦課・共通
No.4_5

賦課・共通
No.4_6

一般的に利用されている機能であるため、必須機能と判断しております。 ・現行運用において、強制修正機能を利用しているか確認させてください。
　利用している場合は、修正している項目、修正している理由、利用頻度をご教示ください。

・I市において、共有代表者を強制修正する必要性（想定されるケース）についてご教示ください。

【事務局修正案】
　２団体（F市、G市）において、運用がないことから、オプション機能といたします。

・他税目共通の要件であるため、個別税目は定義せずに、共通要件として定義することとする。
　本要件は削除とする。

9.2.5. 強制修正

固定資産税関係証明書の各項目のうち以下の項目について、任意に強制修正できること。
・氏名（外国人の氏名をアルファベット表記に強制修正　など）
・住所（住所移転がシステム未反映の場合に、移転後住所に強制修正　など）
・共有代表者

1320 追加

証明書の備考欄について、任意に入力できること。

賦課・共通
No.4_5

賦課・共通
No.4_6

証明書の項目を修正する機能ではないため、要件を分けて記載しております。 ・現行運用において、証明書の備考欄に任意に入力しているか確認させてください。
　入力している場合は、記載している事項、備考欄で記載している理由、利用頻度をご教示ください。

・備考欄に記載する定型文の登録機能が必要か確認させてください。
　なお、備考欄の入力可能文字数については、別途APPLICに対して確認いたします。

【事務局修正案】
・E市、F市、G市、H市において、本機能を実装していないことから、オプション機能といたします。
・また、次の機能をオプション機能として追加いたします。「あらかじめ登録した定型文を備考欄に表示できること。」

・他税目共通の要件であるため、個別税目は定義せずに、共通要件として定義することとする。
　本要件は削除とする。

追加

証明書の備考欄について、任意に入力できること。

1330 9.2.8.

固定資産税関係証明書を発行する際に、アラートが表示できること。
＜アラートとする条件＞
・現年度以外の年度分を発行する場合
・
＜エラーとする条件＞
・証明書記載事項に発行禁止の設定がされている対象者の情報が記載されている場合
・
・

賦課・共通
No.4_5

賦課・共通
No.4_6

過誤防止の観点から必要な機能であると判断しております。 ・I市における「258:課税状況と登記、証明内容(単独名義と旧名義、課税面積の違い等)が異なる場合でも発行できること。」の機能について、具体的な用途を確認させてください。 【事務局修正案】
以下のエラー、アラートとする条件を追加いたします。
＜アラートとする条件＞
・更正処理中の案件について発行しようとする場合（C市）
・証明発行選択時に、区画整理等で保留地がある場合において、符号付けされている関連土地が全て選択されていない場合（C市）

【WT検討事項】
・全団体にお聞きします。次のアラート条件の要否を確認させてください（G市）。
　「現年度以外の年度分を発行する場合」

次のアラート条件を追加する。
　・更正処理の対象者の固定資産税関係証明書について、更正処理前に発行しようとする場合
　・証明発行選択時に、区画整理等で保留地がある場合において、符号付けされている関連土地が全て選択されていない場合（オプション機能）
　・過年度の固定資産税関係証明書を発行する場合（オプション機能）

（10.1.1.より）次のアラート条件を追加する。
　・納税通知書の返戻がある場合に公課証明書を発行する場合（オプション機能）

9.2.8.

固定資産税の各種証明書等を発行する際に、アラート・エラーが表示できること。
＜アラートとする条件＞
・更正処理の対象者の固定資産税の各種証明書等について、更正処理前に発行しようとする場合
・証明発行選択時に、区画整理等で保留地がある場合において、符号付けされている関連土地が全て選択されていない場合
・過年度の固定資産税の各種証明書等を発行する場合
・納税通知書の返戻がある場合に公課証明書を発行する場合

＜エラーとする条件＞
・証明書記載事項に発行禁止の設定がされている対象者の情報が記載されている場合
・
・

9.3. 発行制限 9.3. 発行制限

1340 9.3.1. 発行制限

納税義務者ごとに、発行制限の設定/解除ができること。（その場合、発行時のエラーとして、発行制限が設定された
納税義務者の情報が記載された固定資産税関係証明書は発行ができないこととなる。）
また、その事由を登録できること。
支援措置対象者（納税義務者情報の一つとして管理）ついては、自動で証明発行制限の設定がされること。

賦課・共通
No.1_20

賦課・共通
No.2_8

賦課・共通
No.3_6

賦課・共通
No.4_3

賦課・共通
No.4_6

支援措置対象者とは、DV等の被害を受けている者のことを指します。過誤防止の観点から、発行禁止の機能は必須と考え
ます。
また、原則、発行禁止としておき、発行したい場合には、権限を有する者が一時的に発行禁止の設定の解除を行い、発行
する想定です。

・現行運用において、発行禁止機能の対象者を自動で設定する運用を行っているか確認させてください。
　行っている場合には、対象者（例：支援措置対象者）をご教示ください。

・発行禁止の設定がされている対象者のどのような情報が証明書に記載されている場合に、発行禁止とするかご教示ください（氏名、住所等）。

・C市の「430:・通知書について、ＤＶ対象者が共有一覧に含まれる場合は、共有一覧の住所を空白にする」に関連して、自団体の運用を教えてください。（必要であれば9.1.にて要件化します）

【備考】
本要件については、各団体からいただいたご意見を基に、他税目共通要件として事務局にて検討し、本要件に反映することといたします。

・他税目共通の要件であるため、個別税目は定義せずに、共通要件として定義することとする。
　本要件は削除とする。

9.3.1. 発行制限

納税義務者ごとに、発行制限の設定/解除ができること。（その場合、発行時のエラーとして、発行制限が設定された納税
義務者の情報が記載された固定資産税関係証明書は発行ができないこととなる。）
また、その事由を登録できること。
支援措置対象者（納税義務者情報の一つとして管理）ついては、自動で証明発行制限の設定がされること。

9.4. 縦覧帳簿発行 9.4. 縦覧帳簿発行

1350 新規
土地・家屋縦覧帳
簿発行

土地・家屋価格等縦覧帳簿の発行ができること。

賦課・共通
No.1_14

法令に基づく帳票であるため、必須機能と判断しております。 【WT検討事項】
・G市にお聞きします。次の記載に関して、縦覧帳簿に記載する番号は、土地・家屋（補充）課税台帳の1ページごとに固有に付番されている番号と考えてよいか確認させてください。
「縦覧帳簿については、法定された項目の出力が必須機能と考えています。ただし、G市においては備考欄を設けて物件を特定できる項目（所在番号）を別途保有しております。そのため、法定された項目
以外についても各自治体が実務に合わせて情報が持てることが望ましいと考えています。
　なお、物件を特定できる項目をわざわざ別に保有している理由としては、同一地番・号の上に複数の未登記の家屋が存在している場合については家屋番号での特定も難しいためです。」

変更なし

→帳票用件において「土地縦覧帳簿」「家屋縦覧帳簿」を定義しているため、本要件は削除いたします。

新規
土地・家屋縦覧帳
簿発行

土地・家屋価格等縦覧帳簿の発行ができること。

・また、全団体にお聞きします。上記の土地・家屋（補充）課税台帳の1ページごとに固有に付番されている番号があるか確認させてください。

【備考】
・帳票の出力形態（紙・電子データ）については、帳票WTにて整理することといたします。
・印字項目については、帳票WTにて検討いたします。

10. 返戻・公示 10. 返戻・公示

10.1. 返戻・公示処理 10.1. 返戻・公示処理

1360 10.1.1. 返戻者情報管理

通知書等の返戻者情報の管理（登録、修正、削除）ができること。

＜返戻者情報＞
・調査記録（調査結果）
・調査員
・決裁日

以降調整中

発送した通知書が返戻された場合は、送付先変更処理または公示送達を行うこととなりますが、システム外で運用してい
る団体もあるため、オプション機能と判断いたしました。

【事務局案】
・本要件の機能名称を次のとおりといたします。
旧「返戻者情報管理」
新「返戻処理」

・本要件の事務局案は次のとおりといたします
旧「通知書等の返戻者情報の管理（登録、修正、削除）ができること。
　　＜返戻者情報＞
　　・調査記録（調査結果）
　　・調査員
　　・決裁日　」
新「納税義務者ごとに返戻関係情報が管理（設定、保持、修正）ができること。
　　＜返戻関係情報＞
　　・返戻の有無
　　・返戻のあった納税通知書・更正決定通知書・納付書の別
　　・送付先にかかる調査結果
　　・公示送達の対象者フラグ
　　・公示日　」（オプション機能）
【事前確認事項】
・全団体にお聞きします、返戻にかかる情報を、次のうちのどこで管理しているかご教示ください。
　①納税義務者マスタ（経年管理）
　②名寄帳（年度管理）
　③課税台帳（年度管理）
　④システム外で管理（Excel等）

・全団体にお聞きします。返戻にかかる情報として、管理している帳票は納税通知書・更正決定通知書・納付書で、過不足がないかご確認ください。

【事務局修正案】
・本要件は名寄帳上の情報として管理することといたします。そのため、6.2.1.名寄帳情報に「返戻関係情報」を記載いたします。
　
・各団体の回答を踏まえ、返戻関係情報に「返戻日、再送付日」を追加いたします。

・各団体の回答を踏まえ、返戻関係情報を管理する帳票を次のとおりといたします。
旧「・返戻のあった納税通知書・更正決定通知書・納付書の別」
新「・返戻のあった納税通知書等・更正決定通知書等・償却資産申告書等の別」
※納付書については納税通知書等に含まれております。
※償却資産申告書等の督促状については、償却資産申告書等の返戻関係情報で管理するため、要件化しない。

【備考】
・更正決定通知書を価格と税額分けるかについては帳票WTにて検討いたします。
・督促状・口座不能通知は収滞納業務の要件として記載します（B市）。
・返戻及び再送付が複数回行われた場合は、返戻日、再送付日の項目では最新の日付を管理する想定です。（F市、K市）
・担当者は送付先にかかる調査結果で管理いただく想定です（G市）。
・口振の有無については、収滞納業務で要件化します（G市）。
・返戻後の処理の管理について、「必要：9団体／不要：2団体」とされておりますが、返戻関係情報の各項目の入力状況に応じて確認できる想定です。（C市、F市、G市、H市）
・償却資産申告書等の返戻関係情報の管理については、処理件数も少ないとのご意見をいただいたため、オプション機能と判断いたしました。（G市、D市、K市）
・共有者用納税通知書の返戻関係情報の管理も行いたいとのご意見がありますが、本要件は納税義務者ごとに管理を行う想定であるため、共有者ごとに返戻関係情報の管理もできる想定です。（I市）

【別要件の事務局修正案】
・9.2.8.の固定資産税関係証明書の発行の際のアラート要件について、「返戻がある場合の公課証明書を発行する際のアラート」をオプション機能として追加いたします。（I市）

【事務局案】
・本要件の機能名称を次のとおりとする。
旧「返戻者情報管理」
新「返戻処理」

・本要件を次のとおりとする。要件全体をオプション機能とし、実装する場合において、返戻関係情報のうち「返戻のあった償却資産申告書等の別」はオプション機能とする。
※納付書については納税通知書等に含まれている。
※償却資産申告書等の督促状については、償却資産申告書等の返戻関係情報で管理するため、要件化しない。

旧「通知書等の返戻者情報の管理（登録、修正、削除）ができること。
　　＜返戻者情報＞
　　・調査記録（調査結果）
　　・調査員
　　・決裁日　」
新「納税義務者ごとに返戻関係情報が管理（設定・保持・修正）ができること。
　　＜返戻関係情報＞
　　・返戻の有無
　　・返戻のあった納税通知書等・更正決定通知書等・償却資産申告書等の別（「償却資産申告書等」についてはオプション機能）
　　・送付先にかかる調査結果
　　・返戻日
　　・再送付日
　　・公示送達の対象者フラグ
　　・公示日　」

10.1.1. 返戻処理

納税義務者・年度ごとに返戻関係情報が管理（設定・保持・修正）できること。

＜返戻関係情報＞
・返戻の有無
・返戻のあった納税通知書等・更正決定通知書等・償却資産申告書等の別（「償却資産申告書等」についてはオプション機
能）
・送付先にかかる調査結果
・返戻日
・再送付日
・公示送達の対象者フラグ
・公示

※本要件を実装する場合において、返戻関係情報のうち「返戻のあった償却資産申告書等の別」はオプション機能とする。
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【仕様書たたき台】標準仕様書（機能）_04_固定資産税 構成員　WT前ご意見

集計版

修正方針 機能名称 仕様書たたき台 団体への確認事項 団体回答（9/11）を踏まえた修正方針 団体回答(9/11)を踏まえた再修正案（仕様書たたき台）要件の考え方・根拠 検討項目（論点案） 検討項目（論点）機能名称 仕様書たたき台
業務フローと

の対応

標準化候補検討

WT　当日検討内容
WT実施後の修正版 WT実施後の団体確認を踏まえた償却資産の修正版

見切れのた
め行追加

・全団体にお聞きします。返戻にかかる情報について、たたき台に列挙している項目で過不足がないか、ご確認ください。
　また、返戻後の処理状況の管理についても要否をお聞かせください（例えばC市においては「440:納税通知書返戻に伴う調査から再発送（公示送達）までの処理状況を入力できる」の機能要件がありま
す。）
　たたき台案では公示送達の対象者フラグを管理することとしておりますが、問題ないかご確認ください。

・全団体にお聞きいたします。返戻情報による公課証明書の発行抑制等の機能（I市仕様書に記載あり。）を実装しているか確認させてください。

・また、I市における次の機能のうち、公課証明書の発行抑制機能の利用頻度をご教示ください。なお、督促状にかかる発行抑止機能については、収滞納側の機能要件にて検討することといたします。
「272:返戻情報は、督促状停止、公課証明書の発行抑制等のシステム制御ができること。」

・本要件は名寄帳上の情報として管理することとする。そのため、6.2.1.名寄帳情報に「返戻関係情報」を記載する。

【別要件の修正方針】
・9.2.8.の固定資産税の各種証明書等の発行の際のアラート要件について、「返戻がある場合に公課証明書を発行する際のアラート」をオプション機能として追加する。

見切れのた
め行追加

1370 10.1.2. 返戻処理

各種返戻処理（公示送達、指定納期設定、送付先変更、納税承継人・納税管理人設定）ができること。 10.1.1.と同様にオプション機能と判断しております。 【事務局案】
・本要件の事務局案は次のとおりといたします。
旧「各種返戻処理（公示送達、指定納期設定、送付先変更、納税承継人・納税管理人設定）ができること。」
新「納期限を再設定できること。」（オプション機能）

【事前確認事項】
・全団体にお聞きいたします。返戻処理における納期限の再設定（C市及びI市の仕様書に記載あり。）について、次のうちどの運用としているか確認させてください。
　①　対象を指定して個別に納期限を再設定している。
　②　返戻のあった者に対する納期限を一括して再設定している。
　③　①及び②

　また、納期限を再設定した場合に、納税通知書、納付書をシステムから再発行（または手書きによる処理）しているか確認させてください。

【備考】
・WTにて検討を行い、必須機能とするか、オプション機能とするか判断いたします。

【事務局修正案】
・返戻のあった納税義務者ごとに納期限を再設定できる機能を必須機能とし、一括で再設定できる機能をオプション機能といたします。
旧「納期限を再設定できること。」
新「返戻のあった納税義務者に対して、個別に納期限を再設定できること。
　　返戻のあった納税義務者に対して、一括で再設定できること。」

・納期限の再設定の処理単位（個別・一括）で、納税通知書、納付書を発行できる機能を新規で要件化いたします。

【備考】
個別：８団体（G市償却）／一括：２団体（G市土地家屋）／両方：１団体

・返戻のあった納税義務者ごとに納期限を再設定できる機能を必須機能とし、一括で再設定できる機能をオプション機能とする。
旧「納期限を再設定できること。」
新「返戻のあった納税義務者に対して、個別に納期限を再設定できること。
　　返戻のあった納税義務者に対して、一括で再設定できること。【オプション機能】」

・納期限の再設定の処理単位（個別・一括）で、納税通知書、納付書を発行できる機能を新規で必須機能として要件化する。

10.1.2. 返戻処理

返戻のあった納税義務者に対して、個別に納期限を再設定し、納税通知書、納付書を発行できること。
返戻のあった納税義務者に対して、一括で再設定し、納税通知書、納付書を発行できること。

・（10.1.2.より）次の要件を必須機能として追加する。
　「納期限の再設定の処理単位（個別・一括）で、納税通知書、納付書を発行できること。」

→10.1.2.に統合いたします。

WT後、新規
追加

納期限の再設定の処理単位（個別・一括）で、納税通知書、納付書を発行できること。

1380 10.1.3.
公示送達対象者抽
出

公示送達対象者の一覧をリスト等で抽出できること。 10.1.1.と同様にオプション機能と判断しております。 【事務局案】
・本要件の事務局案はオプション機能といたします。

【事前確認事項】
・全団体にお聞きします。現行運用において、固定資産税システムから公示送達対象者の一覧をリストを出力しているか、確認させてください。

【事務局修正案】
・各団体の運用を踏まえて、本要件をオプション機能といたします。

【備考】
　出力している：２団体　／　出力していない：４団体　／　システム外から出力：５団体

本要件をオプション機能とする。

【WT検討事項】
・帳票の対比表で「公示対象者一覧表」として定義しているため、本要件は削除いたします。なお、機能WTでは、返戻関係情報の管理をオプションとしていることから、本帳票についてもオプションとして
います。一方、帳票WTでは、必須帳票として整理されていますので、以下の点について、改めて確認させてください。
①返戻関係情報の管理や公示対象者一覧の出力は、システムで行っている、又は、システムで行うことが望ましい。
②返戻関係情報の管理や公示対象者一覧の出力は、システム外（Excel管理等）、又は、システム外で行うことが望ましい。

10.1.3.
公示送達対象者抽
出

公示送達対象者の一覧をリスト等で抽出できること。

11. 調定・統計 11. 調定・統計

11.1. 調定処理 11.1. 調定処理

1390 11.1.1. 調定処理

当初賦課処理及び更正処理に係る調定処理を一括で行うことができること。 調定表については、帳票WTにて検討いたします。 【事務局案】
・調定表については、帳票WTにて検討するため、たたき台の記載を削除いたします。

【事前確認事項】
調定表については、帳票WTにて検討いたしますが、次について確認させてください。

・D市にお聞きします。D市における次の機能の用途と必要性について確認させてください。
「309:調定更正計算がシステム上可能であること」

・I市にお聞きします。I市における次の機能の用途と必要性について確認させてください。
「285:当該年度に対する異動更正について、物件からの異動更正（物件更正処理後の税額名寄処理）処理、また税額更正（税額を直接修正する調定異動処理）ができること。」

【備考】
・D市の次の要件について、帳票WTにて検討することといたします。
「309:調定更正計算がシステム上可能であること」

・I市の次の要件について、7.1.3.強制修正機能にて検討することといたします。
「285:当該年度に対する異動更正について、物件からの異動更正（物件更正処理後の税額名寄処理）処理、また税額更正（税額を直接修正する調定異動処理）ができること。」

→事務局で再検討した結果、帳票対比表とは別に、調定処理ができる旨の機能を機能対比表に追加いたします。
　なお、D市から要望のあった機能「309:調定更正計算がシステム上可能であること」については、個別にD市に確認した結果、機能要件としては記載しないことといたします。

11.1.1. 調定処理

当初賦課処理後、又は更正処理後に、調定処理ができること。

1400 11.1.2. 調定表作成1

調定表(現年度分、過年度分(過去5年間))を合計・個人・法人別で作成できること。

＜調定情報＞
・義務者識別番号
・相当年度
・台帳履歴番号
・期別コード
・調定年度
・調定額
・固定内訳額
・都計内訳額
・納期限年月日

調定表については、帳票WTにて検討いたします。 【事務局案】
・調定表については、帳票WTにて検討するため、たたき台の記載を削除いたします。

・本要件を削除とする。

11.1.2. 調定表作成1

調定表(現年度分、過年度分(過去5年間))を合計・個人・法人別で作成できること。

＜調定情報＞
・義務者識別番号
・相当年度
・台帳履歴番号
・期別コード
・調定年度
・調定額
・固定内訳額
・都計内訳額
・納期限年月日

1410 11.1.3. 調定表作成２

土地、家屋、償却資産別かつ最新年度、最新年度及び過去５年間分の情報が作成でき、以下の集計値が網羅できるこ
と。

＜固定資産税における集計値＞
・評価額
・課税標準額
・住宅軽減（家屋）
・減免税額
・共用土地等課税標準額
・猶予額
・持分年税額
・合計年税額
・期別税額
・納税者数
・土地家屋件数
・償却資産件数

＜都市計画税における集計値＞
・課税標準額
・減額（土地）
・減免税額
・共用土地等課税標準額

＜調定税額における集計値＞
・納税義務者数の合計
・年税額
・期割税額

調定表については、帳票WTにて検討いたします。 【事務局案】
・調定表については、帳票WTにて検討するため、たたき台の記載を削除いたします。

・本要件を削除とする。

11.1.3. 調定表作成２

土地、家屋、償却資産別かつ最新年度、最新年度及び過去５年間分の情報が作成でき、以下の集計値が網羅できること。

＜固定資産税における集計値＞
・評価額
・課税標準額
・住宅軽減（家屋）
・減免税額
・共用土地等課税標準額
・猶予額
・持分年税額
・合計年税額
・期別税額
・納税者数
・土地家屋件数
・償却資産件数

＜都市計画税における集計値＞
・課税標準額
・減額（土地）
・減免税額
・共用土地等課税標準額

＜調定税額における集計値＞
・納税義務者数の合計
・年税額
・期割税額

1420

1430 11.1.4. 異動更正処理

当該年度に対する異動更正について、固定資産からの異動更正（更正処理後の税額名寄処理）処理、また税額更正（税
額を直接修正する調定異動処理）ができること。

調定表については、帳票WTにて検討いたします。 【事務局案】
・調定表については、帳票WTにて検討するため、たたき台の記載を削除いたします。

・本要件を削除とする。（更正処理については、別途要件化しており、また、強制修正については、税目共通事項として定義いたします。）

11.1.4. 異動更正処理

当該年度に対する異動更正について、固定資産からの異動更正（更正処理後の税額名寄処理）処理、また税額更正（税額を
直接修正する調定異動処理）ができること。

11.2. 各種統計処理 11.2. 固定資産税関係統計資料

1440 11.2.1. 各種統計資料作成

指定の報告様式で概要調書の作成（データ、紙）ができること。 固定資産税関係統計資料については、帳票WTにて検討いたします。
※概要調書の作成機能については、サブシステム側で実装することも可とする。

【事務局案】
・本要件の機能名称を次のとおりといたします。
　旧「各種統計資料作成」
　新「固定資産税関係統計資料」

・固定資産税関係統計資料については、帳票WTにて検討するため、たたき台の記載を削除いたします。

【事前確認事項】
・本要件は帳票要件にて検討いたしますが、評価変動割合等調については、土地・家屋評価システム側で作成しているか確認させてください。

・国または都道府県宛の報告書について、それぞれどのシステムで作成しているか、ご教示ください。（別紙①　回答様式にご回答ください。）

・本要件の機能名称を次のとおりといたします。
　旧「各種統計資料作成」
　新「固定資産税関係統計資料」

・固定資産税関係統計資料については、帳票WTにて検討するため、たたき台の記載を削除いたします。

11.2.1.
固定資産税関係統
計資料

指定の報告様式で概要調書の作成（データ、紙）ができること。

1450 11.2.2.

指定の報告様式で総評価額見込等調の作成（データ、紙）ができること。 固定資産税関係統計資料については、帳票WTにて検討いたします。 【事務局案】
・固定資産税関係統計資料については、帳票WTにて検討するため、たたき台の記載を削除いたします。

・固定資産税関係統計資料については、帳票WTにて検討するため、たたき台の記載を削除いたします。

11.2.2.

指定の報告様式で総評価額見込等調の作成（データ、紙）ができること。

1460 11.2.3.

指定の報告様式で評価変動割合等調の作成（データ、紙）ができること。 固定資産税関係統計資料については、帳票WTにて検討いたします。 【事務局案】
・固定資産税関係統計資料については、帳票WTにて検討するため、たたき台の記載を削除いたします。

・固定資産税関係統計資料については、帳票WTにて検討するため、たたき台の記載を削除いたします。

11.2.3.

指定の報告様式で評価変動割合等調の作成（データ、紙）ができること。

1470 11.2.5.

各種統計資料（課税状況調、字別課税状況調、交付税に関する調、土地・建物利用状況調査、死亡者課税固定資産の一
覧リスト、来年度新規課税者リスト、価格決定リスト、土地家屋の評価調書等）の作成に必要なデータ項目の抽出がで
きること。
※EUC機能による抽出でも可とする。

固定資産税関係統計資料については、帳票WTにて検討いたします。 【事務局案】
・固定資産税関係統計資料については、帳票WTにて検討するため、たたき台の記載を削除いたします。

・固定資産税関係統計資料については、帳票WTにて検討するため、たたき台の記載を削除いたします。

11.2.5.

各種統計資料（課税状況調、字別課税状況調、交付税に関する調、土地・建物利用状況調査、死亡者課税固定資産の一覧リ
スト、来年度新規課税者リスト、価格決定リスト、土地家屋の評価調書等）の作成に必要なデータ項目の抽出ができるこ
と。
※EUC機能による抽出でも可とする。

1480 11.2.6.

課税データをCSV形式で出力できること（土地：一筆ごと、家屋：一棟ごと、償却：一品ごと・納税義務者ごとに出力
できること）。
※EUC機能による抽出でも可とする。

固定資産税関係統計資料については、帳票WTにて検討いたします。 【事務局案】
・固定資産税関係統計資料については、帳票WTにて検討するため、たたき台の記載を削除いたします。

・固定資産税関係統計資料については、帳票WTにて検討するため、たたき台の記載を削除いたします。

11.2.6.

課税データをCSV形式で出力できること（土地：一筆ごと、家屋：一棟ごと、償却：一品ごと・納税義務者ごとに出力でき
ること）。
※EUC機能による抽出でも可とする。

1490 11.2.7.

年度を選択し、異動固定資産の一覧が出力できること。
※EUC機能による抽出でも可とする。

固定資産税関係統計資料については、帳票WTにて検討いたします。 【事務局案】
・固定資産税関係統計資料については、帳票WTにて検討するため、たたき台の記載を削除いたします。

・固定資産税関係統計資料については、帳票WTにて検討するため、たたき台の記載を削除いたします。

11.2.7.

年度を選択し、異動固定資産の一覧が出力できること。
※EUC機能による抽出でも可とする。

1500 11.2.8.
次年度予算見込み
作成

次年度予算見込み作成のために、課税シミュレーションができること。 次年度予算見込み作成機能を固定資産税システム以外のシステムで実装している場合があるため、オプション機能と判断
いたしました。

【事務局案】
・本要件の事務局案はオプション機能といたします。

【事前確認事項】
・全団体にお聞きします。次年度予算見込み作成またはその他の目的ため、システム上、課税シミュレーションを行う機能が実装されているかご教示ください。
　実装されている団体においては、具体的にどのような情報（数値）がシミュレーションにより作成されるのか、また、シミュレーションの前提としてどのような情報（数値）を入力しているのかご教示
ください。

【事務局修正案】
・各団体の運用を踏まえて、オプション機能といたします。

【備考】
・実装有り：７団体
　実装無し：４団体（C市はSE対応と判断いたしました。）
・「次年度向けの土地の時点修正率や家屋の変動率を入力して課税シミュレーションができれば事務の効率化に繋がる。」とのご意見をいただいておりますが、評価にかかる項目のため、標準化検討対象
外となります。

本要件をオプション機能といたします。

11.2.8.
次年度予算見込み
作成

次年度予算見込み作成のために、課税シミュレーションができること。

1510 11.2.9. EUC

EUC機能（汎用のデータ抽出機能）を有していること。
・任意の抽出条件を指定し、条件に該当するデータを抽出できること。
・テーブル結合によるデータ抽出もできること。
・抽出結果は、CSVなど加工可能なデータ形式で出力できること。
・任意の抽出条件を保存することができ、保存した条件でデータ抽出ができること。

庁内報告・分析用の各種集計や任意の一覧を作成するなど柔軟な業務対応を行うための基礎データの抽出機能は必要で
す。そのため、必須機能であると判断いたしました。

本標準仕様書上では、他税目との共通要件として要件化いたします。

【事前確認事項】
・全団体にお聞きします。EUC機能において、固定資産税業務独自のものとして、実装すべき機能があればご教示ください。

【備考】
固定資産税独自のものはありませんでした。なお、ご意見いただいた事項については、全税目共通の要件検討時に参照させていただきます。

変更なし

→本機能は、現時点では変更なしといたしますが、今後、税目共通事項として、検討する予定であり、それに合わせ修正いたします。

11.2.9. EUC

EUC機能（汎用のデータ抽出機能）を有していること。
・任意の抽出条件を指定し、条件に該当するデータを抽出できること。
・テーブル結合によるデータ抽出もできること。
・抽出結果は、CSVなど加工可能なデータ形式で出力できること。
・任意の抽出条件を保存することができ、保存した条件でデータ抽出ができること。

12. 検索・照会・履歴 12.  履歴・検索・照会

12.1. 検索・照会・履歴 12.1. 履歴・検索・照会

1665 新規追加 履歴管理

本標準仕様書上で管理（設定・保持・修正）することとしている全ての情報について、履歴を保持できること。 ・履歴の保持については、業務上必須であると考えます。

・なお、現行のパッケージシステムにおいて、本標準仕様書上で管理することとしている全ての情報の履歴を保持してい
るか、APPLIC税TFに確認いたします。

【事務局案】
・本要件のとおり事務局案を追加いたします。

・機能の大項目・中項目の名称を、次のとおりといたします。
　旧「12. 検索・照会・履歴
　　　12.1. 検索・照会・履歴」
　新「12. 履歴・検索・照会
　　　12.1. 履歴・検索・照会」

事務局案のとおりといたします。 ・次の要件を追加する。
　「本標準仕様書上で管理（設定・保持・修正）することとしている全ての情報について、履歴を保持できること。」

・機能の大項目・中項目の名称を、次のとおりといたします。
　旧「12. 検索・照会・履歴
　　　12.1. 検索・照会・履歴」
　新「12. 履歴・検索・照会
　　　12.1. 履歴・検索・照会」

新規追加 履歴管理

本標準仕様書上で管理（設定・保持・修正）することとしている全ての情報について、履歴を保持できること。

1520 12.1.1. 検索対象

固定資産税に係る諸情報（土地、家屋、償却資産の基本情報、課税情報等）及び異動履歴（帳票発行履歴、帳票の発行
内容、特記事項（メモ）等を含む）を照会できること。

・たたき台の記載粒度については、事務局にて検討いたします。記載粒度が確定でき次第、WTにて本要件を検討いたしま
す。

・検索・照会機能は業務の基本となるため、必須機能です。

【事務局案】
・本要件の事務局案は次のとおりといたします。
　旧「固定資産税に係る諸情報（土地、家屋、償却資産の基本情報、課税情報等）及び異動履歴（帳票発行履歴、帳票の発行内容、特記事項（メモ）等を含む）を照会できること。」
　新「土地（補充）課税台帳、家屋（補充）課税台帳、償却資産課税台帳上の情報、納税義務者情報及びそれらの異動履歴について、検索・照会できること。
帳票発行履歴及び帳票の発行内容について、検索・照会できること。」

事務局案のとおりといたします。 ・本要件の事務局案は次のとおりといたします。
　旧「固定資産税に係る諸情報（土地、家屋、償却資産の基本情報、課税情報等）及び異動履歴（帳票発行履歴、帳票の発行内容、特記事項（メモ）等を含む）を照会できること。」
　新「土地（補充）課税台帳、家屋（補充）課税台帳、償却資産課税台帳上の情報、納税義務者情報及びそれらの異動履歴について、検索・照会できること。
帳票発行履歴及び帳票の発行内容について、検索・照会できること。」

→本機能は、現時点では変更なしといたしますが、今後、検索・照会機能については、税目共通事項として整理いたします。

12.1.1. 検索対象

土地（補充）課税台帳、家屋（補充）課税台帳、償却資産課税台帳上の情報、納税義務者情報及びそれらの異動履歴につい
て、検索・照会できること。
帳票発行履歴及び帳票の発行内容について、検索・照会できること。

1530 12.1.2.

賦課状況照会画面において、共有構成員で検索した場合も、その共有構成員が含まれている共有固定資産に紐づく賦課
情報を検索することができること。

本要件は12.1.1.に包含されるため削除いたします。 【事務局案】
・本要件は12.1.1.に包含されるため削除いたします。

本要件を必須機能とする。※記載ぶりを4.2.と合わせることとする。
「賦課状況照会画面において、共有者で検索した場合も、その共有者が共有者グループに含まれている固定資産（区分所有を含む）に紐づく賦課情報を検索することができること。」

12.1.2.

賦課状況照会画面において、共有者で検索した場合も、その共有者が共有者グループに含まれている固定資産（区分所有を
含む。）に紐づく賦課情報を検索することができること。

各団体の要
件記載の見
切れ対策の
ため設けて
いた行

各団体の要
件記載の見
切れ対策の
ため設けて
いた行
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標準化候補検討

WT　当日検討内容
WT実施後の修正版 WT実施後の団体確認を踏まえた償却資産の修正版

1540 12.1.3. 参照機能

土地（補充）課税台帳と家屋（補充）課税台帳が相互に参照できること。 本要件は画面遷移に関係する機能であるため、標準化検討対象外といたします。 【事務局案】
・本要件は画面遷移に関係する機能であるため、標準化検討対象外といたします。

本要件を標準化検討対象外とし、削除とする。

12.1.3. 参照機能

土地（補充）課税台帳と家屋（補充）課税台帳が相互に参照できること。

1550 12.1.4.

土地（補充）課税台帳と家屋（補充）課税台帳から、それぞれ土地登記台帳と家屋登記台帳を参照（過去の登記履歴を
参照）できること。

本要件は画面遷移に関係する機能であるため、標準化検討対象外といたします。 【事務局案】
・本要件は画面遷移に関係する機能であるため、標準化検討対象外といたします。

本要件を標準化検討対象外とし、削除とする。

12.1.4.

土地（補充）課税台帳と家屋（補充）課税台帳から、それぞれ土地登記台帳と家屋登記台帳を参照（過去の登記履歴を参
照）できること。

1560 12.1.5. 検索条件

氏名・事業所名（カナ・漢字・アルファベット、外国人通称名、旧姓）、生年月日、性別、納税義務者現住所、個人
（法人）番号、通知書番号、等での検索ができること。

・たたき台の記載粒度については、事務局にて検討いたします。記載粒度が確定でき次第、WTにて本要件を検討いたしま
す。

【事務局案】
・本要件の事務局案は次のとおりといたします。
　旧「氏名・事業所名（カナ・漢字・アルファベット、外国人通称名、旧姓）、生年月日、性別、納税義務者現住所、個人（法人）番号、通知書番号、等での検索ができること。」
　新「土地（補充）課税台帳・家屋（補充）課税台帳・償却資産課税台帳の各項目及び納税義務者情報の各項目での検索・照会ができること。」

事務局案のとおりといたします。 本要件の事務局案は次のとおりといたします。
　旧「氏名・事業所名（カナ・漢字・アルファベット、外国人通称名、旧姓）、生年月日、性別、納税義務者現住所、個人（法人）番号、通知書番号、等での検索ができること。」
　新「土地（補充）課税台帳・家屋（補充）課税台帳・償却資産課税台帳の各項目及び納税義務者情報の各項目での検索・照会ができること。」

→本要件は、12.1.1.に含まれると考えられるため、一旦削除いたします。 12.1.5. 検索条件

土地（補充）課税台帳・家屋（補充）課税台帳・償却資産課税台帳の各項目及び納税義務者情報の各項目での検索・照会が
できること。

1570

1580 12.1.6.

あいまい検索が可能であること
(例：不明な字については＠に置き換えて検索ができること)

・たたき台の記載粒度については、事務局にて検討いたします。記載粒度が確定でき次第、WTにて本要件を検討いたしま
す。

変更なし

→本機能は、現時点では変更なしといたしますが、今後、税目共通事項として、検討する予定であり、それに合わせ修正いたします。

12.1.6.

あいまい検索が可能であること
(例：不明な字については＠に置き換えて検索ができること)

1590 12.1.7.

土地について、地番、物件番号、同一画地番号等での検索ができること。 本要件は12.1.5.に包含されるため削除いたします。 【事務局案】
・本要件は12.1.5.に包含されるため削除いたします。

本要件は12.1.5.に包含されるため削除とする。

12.1.7.

土地について、地番、物件番号、同一画地番号等での検索ができること。

1600 12.1.8.

家屋について、家屋番号、地番、所有者等での検索ができること。 本要件は12.1.5.に包含されるため削除いたします。 【事務局案】
・本要件は12.1.5.に包含されるため削除いたします。

本要件は12.1.5.に包含されるため削除とする。

12.1.8.

家屋について、家屋番号、地番、所有者等での検索ができること。

1610 12.1.9.

償却資産について、資産所在地、屋号等での検索ができること。 本要件は12.1.5.に包含されるため削除いたします。 【事務局案】
・本要件は12.1.5.に包含されるため削除いたします。

本要件は12.1.5.に包含されるため削除とする。

12.1.9.

償却資産について、資産所在地、屋号等での検索ができること。

13. 連携機能 13. 連携機能

13.1. 連携機能 13.1. 連携機能

1620 13.1.1.
他システムデータ
取り込み

他システムからデータを取り込めること。

・住民基本台帳システム（住民記録情報、異動情報、生活保護情報）
・土地GISシステム（土地異動情報）
・家屋評価システム（画地情報、土地評価結果情報）
・農地台帳システム（農地転用情報）
・公図管理システム（公図管理番号情報）
・公有財産管理システム（土地所有者情報）

標準化検討にあたり、他システムとの連携機能もオプション機能等として要件化する必要があります。
固定資産税システムで連携データを受け取る場合は、基本的に標準化検討対象となります。

・他業務との連携において、一般財団法人全国地域情報化推進協会が定める「自治体業務アプリケーションユニット標準仕様V3.3」における業務ユニット（別紙参照）において固定資産税システム側で管
理している情報があればご教示ください。（別紙②　回答様式にてご回答ください。）

・サブシステムを運用している自治体に確認いたします。固定資産税システム側で管理している情報があればご教示ください。（別紙③　回答様式にてご回答ください。）

・各団体の運用を踏まえて、次のとおり修正いたします。
「次の他システムと連携できること。
　凡例　・システム名（参照・保持の別）
　　　　 -連携する情報
・土地評価システム（保持）
-画地情報
-評価情報
-標準宅地情報
-路線情報
-状況類似地区情報
-都市計画道路情報
-市街化区域情報
-農振農用地情報

・GISシステム（保持）
-画地情報
-現況情報
-標準宅地情報
-路線調査情報
-鉄軌道調査情報

・家屋評価システム（保持）
-評価情報

・eLTAX（参照）
-償却資産申告書
-利用者情報　」

・各団体の運用を踏まえて、次のとおり修正いたします。
「次の他システムと連携し、各情報を参照または保持できること。

・土地評価システム（保持）
-画地情報
-評価情報
-標準宅地情報
-路線情報
-状況類似地区情報
-都市計画道路情報
-市街化区域情報
-農振農用地情報

・GISシステム（保持）
-画地情報
-現況情報
-標準宅地情報
-路線調査情報
-鉄軌道調査情報

・家屋評価システム（保持）
-評価情報

・eLTAX（参照）【オプション機能】
-償却資産申告書
-利用者情報　」

13.1.1.
他システムデータ
取り込み

次の他システムと連携し、各情報を参照または保持できること。【P】

・土地評価システム（保持）
-画地情報
-評価情報
-標準宅地情報
-路線情報
-状況類似地区情報
-都市計画道路情報
-市街化区域情報
-農振農用地情報

・GISシステム（保持）
-画地情報
-現況情報
-標準宅地情報
-路線調査情報
-鉄軌道調査情報

・家屋評価システム（保持）
-評価情報

・eLTAX（参照）
-償却資産申告書
-利用者情報

見切れのた
め行追加

・次の要件を本要件の下に追加いたします。
「次の他業務システムと連携し、各情報を参照または保持できること。
　凡例　　他システム名：連携する情報：参照・保持の別

軽自動車税：課税情報：参照
個人住民税：課税情報：参照
戸籍：戸籍情報：参照
国民健康保険：資産情報：保持
収滞納管理：収納情報、口座情報：参照
住登外管理：住登外・法人情報：保持４団体、参照３団体
住民基本台帳：納税義務者情報：参照
生活保護：生活保護の資格情報：保持
法人住民税：課税情報：参照
都道府県事業税：（法人事業税情報）：参照
都道府県事業税：（個人事業税情報）：参照　　」

・次の要件を本要件の下に追加いたします。
「次の他業務システムと連携し、各情報を参照または保持できること。

軽自動車税：課税情報：参照【オプション機能】
個人住民税：課税情報：参照【オプション機能】
戸籍：戸籍情報：参照【オプション機能】
国民健康保険：資産情報：保持【オプション機能】
収滞納管理：収納情報、口座情報：参照
住登外管理：住登外・法人情報：保持
住民基本台帳：納税義務者情報：参照【オプション機能】
生活保護：生活保護の資格情報：保持【オプション機能】
法人住民税：課税情報：参照
都道府県事業税：（法人事業税情報）：参照【オプション機能】
都道府県事業税：（個人事業税情報）：参照【オプション機能】　　」 見切れのた

め行追加

・（13.1.1.より）次の要件を追加いたします。
「次の他業務システムと連携し、各情報を参照または保持できること。

軽自動車税：課税情報：参照【オプション機能】
個人住民税：課税情報：参照【オプション機能】
戸籍：戸籍情報：参照【オプション機能】
国民健康保険：資産情報：保持【オプション機能】
収滞納管理：収納情報、口座情報：参照
住登外管理：住登外・法人情報：保持
住民基本台帳：納税義務者情報：参照【オプション機能】
生活保護：生活保護の資格情報：保持【オプション機能】
法人住民税：課税情報：参照
都道府県事業税：（法人事業税情報）：参照【オプション機能】
都道府県事業税：（個人事業税情報）：参照【オプション機能】　　」

WT後、新規
追加

次の他業務システムと連携し、各情報を参照または保持できること。【P】

軽自動車税：課税情報：参照
個人住民税：課税情報：参照
戸籍：戸籍情報：参照
国民健康保険：資産情報：保持
収滞納管理：収納情報、口座情報：参照
住登外管理：住登外・法人情報：保持
住民基本台帳：納税義務者情報：参照
生活保護：生活保護の資格情報：保持
法人住民税：課税情報：参照
都道府県事業税：（法人事業税情報）：参照
都道府県事業税：（個人事業税情報）：参照

1630 13.1.1.
他システムデータ
連携データ作成

他システム向け連携データを作成できること。

・証明発行システム（証明情報）
・収納システム（調定情報）

固定資産税業務以外で必要となる連携データの作成機能は、標準化検討対象外となるため、削除といたします。 本要件を標準化検討対象外とし、削除とする。

13.1.1.
他システムデータ
連携データ作成

他システム向け連携データを作成できること。

・証明発行システム（証明情報）
・収納システム（調定情報）
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